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法科大学院を置く各国公私立大学長 
殿 

法科大学院認証評価を実施する各認証評価機関の長  

 

  文部科学省高等教育局専門教育課長 

             塩 川 達 大 

 

 

「法学未修者教育の充実について 第 10 期の議論のまとめ」 

を踏まえた留意事項について（通知） 

 

 

 このたび、中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会において、別添のと

おり、「法学未修者教育の充実について 第 10 期の議論のまとめ」（令和３年２月

３日。以下「議論のまとめ」という。）が取りまとめられました。 

議論のまとめを踏まえ、下記のとおり、留意すべき事項等を整理しましたので、法

科大学院を置く大学及び法科大学院認証評価を実施する認証評価機関におかれては、

十分御了知いただき、その運用に当たっては遺漏なきようお取り計らいください。 

 

 

                   記 

 

 

１．ＩＣＴを活用した法学教育の在り方について 

（１）法科大学院を含む専門職大学院において、多様なメディアを高度に利用して

行う授業（以下「遠隔授業」という。）を行うに当たっては、「十分な教育効果が

得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業」（専門職大学院設置基

準（平成 15 年文部科学省令第 16 号、以下「設置基準」という。）第８条第２項）

であること及び「大学において、面接授業に相当する教育効果を有すると認めた

もの」（大学設置基準第二十五条の規定に基づき、大学が履修させることができ

る授業等について定める件（平成 13 年文部科学省告示第 51 号））であることが

必要である。 

これまで、法科大学院においては、これらの法令等に適合する授業の在り方に

ついて解釈を明確化した「法科大学院におけるＩＣＴ（情報通信技術）を活用し

た教育の在り方に関する検討結果」（平成 29 年２月３日法科大学院におけるＩＣ
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Ｔ（情報通信技術）の活用に関する調査研究協力者会議）において、授業時間内

において双方向・多方向の討論・議論の機会を確保することが必要であり、法科

大学院において同時性・双方向性が確保されない授業は基本的に想定されないと

の考えから、講義動画等のオンライン教材を用いたオンデマンド方式による単位

認定は望ましくないとされてきた。 

しかしながら、「新型コロナウイルス感染症対策に係る法科大学院における遠

隔授業の活用について（周知）」（令和２年３月 24 日文部科学省高等教育局専門

教育課事務連絡）において、「今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状

況に鑑み、…学生の学修機会を確保するとともに感染リスクを低減する観点から

大学が必要と判断する場合には、…オンデマンド方式により正規の授業を実施し、

インターネットを通じた課題提出や質疑応答、学生間の意見交換などを含めて単

位認定を行うといった柔軟な対応も認めること」とされてきたところ、これまで

多くの創意工夫が積み重ねられ、議論のまとめにおいても「実際に活用した大学

の関係者からは、オンデマンド方式と双方向・多方向を重視する授業とを両立し

得る様々な可能性が示されるに至った」と評価されるに至っている。 

こうした各法科大学院における実績を踏まえ、上記検討結果で示したこれまで

の考え方を見直し、法科大学院においても、「十分な教育効果が得られる専攻分

野に関して、当該効果が認められる授業」であって、「大学において、面接授業

に相当する教育効果を有すると認めたもの」については、オンデマンド方式の遠

隔授業による単位認定が可能であること。 

（２）遠隔授業の実施に当たっては、議論のまとめにおいて「これまでに各法科大

学院で実践され効果を上げてきた教育手法に加え、より本質的な双方向・多方向

の教育の実現という観点からＩＣＴを活用する方向を検討することが重要であ

る」とされていることに留意するとともに、「大学等における遠隔授業の取扱い

について（周知）」（令和３年４月２日文部科学省高等教育局長通知）や「学事

日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るＱ＆Ａ等の送付について（令和３年５

月 14 日時点）」（令和３年５月 14 日文部科学省高等教育局大学振興課事務連絡）

等を参照し、より学修者の教育効果を高めるよう、適切に対応すること。 

（３）有職社会人が学ぶ法科大学院においては、議論のまとめにおいて「ＩＣＴの

活用は、…法科大学院が立地しない地域の居住者が法曹資格を取得するための途

を確保するために重要な手段であり、有職社会人が学ぶ法科大学院においては、

学生が自らのペースで学修できるよう、オンデマンド方式も活用した学修者本位

のカリキュラムの提供が望まれる」とされていること、「オンデマンド方式の活

用に当たっては、教育目標や科目の特性等に応じた工夫が必要という議論がなさ

れた」とされていることを踏まえ、教育課程の検討に当たっては、有職社会人の

教育効果を高めることに特に留意すること。 

（４）議論のまとめは未修者教育の充実に関するものであるが、上記留意事項は、

法科大学院教育全体に適用されること。 
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２．補助教員による学修支援について 

（１）議論のまとめにおいて「各法科大学院は、法科大学院修了生である法律実務

家等の協力を得て、論述能力の涵
かん

養に資する実践的な教育その他の法学未修者に

対する学修支援を組織的かつ機能的に取り入れることが望ましい。その際、教育

課程全体における補助教員の役割や求められる能力、担当教員との連携、学生へ

の指導方法などについて、各法科大学院で方針を定めた上で、補助教員に協力を

求めることが重要である。また、…法科大学院執行部や教員と組織的に連携でき

る仕組みや補助教員同士のつながりを強化するなどの方策も検討される必要があ

る」とされているところ、いわゆる補助教員による学修支援を実施する場合は、

法科大学院長等の責任者のリーダーシップの下、当該学修支援によって何を身に

付けさせるか、各法科大学院が提供する教育全体の中でどのように位置付けるか

を明確にした上で、補助教員が教員との連携を基盤としつつ他の補助教員とも連

携しながら指導を行うことができる体制を整備して取り組むことが重要であるこ

と。 

（２）また、「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を

改正する法律等の施行について」（令和元年 10 月 31 日元文科高第 623 号高等教

育局長通知。以下「施行通知」という。）において、設置基準第 20 条の５に係る

留意事項⑥において、「論述の能力等を涵
かん

養する上で適切な教材となり得るもの

であれば、司法試験の問題であれそれに類する形式の事例教材であれ積極的に活

用されるべきであり、それらを用いて法曹として必要とされる論述能力を涵
かん

養す

るための添削・指導等をすることも、司法試験での回答の作成方法に傾斜した技

術的教育や受験指導に偏った指導に当たらない限りで積極的に行われるべきもの

であること」とされているところ、教員が開講する授業科目の中で補助教員が司

法試験の問題や事例教材を活用して論述の能力等を涵
かん

養するための指導を行うこ

とも可能であることに留意すること。 

その際、あくまでも授業科目を開講し最終的な成績評価を実施するのは教員で

あり、補助教員はそれを支援する役割であることを踏まえ、教員が補助教員によ

る指導の目的や内容を授業計画の中に明確に位置付けること、補助教員の指導内

容や使用する教材等について必要な指示を行うこと、教員と補助教員が学生の学

修状況や指導上の課題等を随時共有しながら指導を行うことが必要であることに

留意すること。 

（３）議論のまとめは未修者教育の充実に関するものであるが、上記留意事項は、法  

科大学院教育全体に適用されること。 

 

３．その他  

（１）議論のまとめにおいて「多様な学修計画の選択肢を提供するために、長期履修 

制度について、学生の適性に応じた活用を認めることや、１年を超える履修期間
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の延長、入学直後だけでなく１年次終了時など一定の学修経験を経たタイミング

で長期履修に切り替えることを認めるなど、より柔軟に活用すべきである。その

際は、奨学金制度の適切な運用にも配慮することが重要である。」とされている

ことを踏まえ、必要に応じて法科大学院独自の制度を活用するなどして、適切に

対応すること。 

（２）議論のまとめにおいて「法学を初めて学ぼうとする者にとっては、進学を志

望した段階や、入学者選抜に合格したあと実際に入学する前の段階で、入学後の

教育内容や修了後の進路を見通し、入学後の法律基本科目の学びに余裕が生まれ

るように備えること、あるいは、自らの法学への適性をある程度見極められる機

会が提供されることは有意義」であり、設置基準第 22 条について「法学未修者で

あっても、自らの意思と選択によって、入学前に科目等履修生として法律基本科

目等を学び、単位を取得することも制度上可能であり、この場合、大学院におい

て科目等履修生として履修したものであれば、各法科大学院の判断により、入学

前既修得単位として認定することが可能である」とされていることに留意するこ

と。 

（３）議論のまとめにおいて「各法科大学院においては、共通到達度確認試験結果

をもとに、１年次教育の成果を分析・検証するとともに、学生が２年次以降の学

修目標を明確にもって進級できるよう、学修・進路指導の充実を図ることが重要

である」とされていることを踏まえ、引き続き適切に対応すること。 

（４）学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第 113 条及び同施行規則（昭和

二十二年文部省令第十一号）第 172 条の２、法科大学院の教育と司法試験等との

連携等に関する法律（平成十四年法律第百三十九号）第５条並びに設置基準第 20

条の７に定める事項の公表については、施行通知を参照しつつ引き続き遺漏なく

対応するとともに、議論のまとめにおいて「単に最低限の情報を公表するにとど

まらず、潜在的な法曹志望者はもとより広く社会に対し、法科大学院の存在意義

や成果にかかる情報を積極的かつ幅広に提供することが期待される。とりわけ、

修了者の進路状況については、司法試験合格実績の数値のみならず、法曹以外の

就職先の情報も発信することが重要であるほか、学修の成果についても、就職後

にこそ活かされる（司法試験科目にとどまらない）法科大学院ならではの学びの

成果について、例えば修了生が自ら語る声を通して発信するなどの工夫が期待さ

れる」とされていることに留意すること。 

（５）認証評価機関においては、上記１．から３．（１）～（４）に示す留意事項

を踏まえ、法科大学院認証評価において適切に対応すること。なお、「１．ＩＣ

Ｔを活用した法学教育の在り方について」に関連して、議論のまとめにおいて「オ

ンデマンド方式を活用した授業については、認証評価においても、十分な教育効

果を得ることができているかという観点から適切な対応がなされることが望まし

い」とされていること、「３．その他（４）」の共通到達度確認試験の今後の活

用方策に関連して、「進級判定基準の妥当性や試験結果を踏まえた教育改善につ
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いては、認証評価においても、各法科大学院の実績に照らして客観的に分析・改

善が行われているかという観点から検証されることが望ましい」とされているこ

とに特に留意すること。  

 

【別添１】「法学未修者教育の充実について 第 10 期の議論のまとめ」（令和３年      

２月３日中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会）  

【別添２】共通到達度確認試験（試行試験）成績と司法試験（短答式試験）成績の

相関分析（令和２年９月９日第 98 回中央教育審議会大学分科会法科大学

院等特別委員会配布資料） 

 

 

【問合せ先】 

高等教育局専門教育課専門職大学院室  

                    電話：03-5253-4111（内線 3349） 
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令和３年２月 3 日 

中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会 
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はじめに  

○ 法科大学院は、質・量ともに豊かな法曹を養成するため平成 16 年に創設され、これまで多

くの修了生を輩出してきた。その一方で、法科大学院全体としての司法試験合格率や、法曹

の活動領域の拡がりなどが、制度創設当初に期待されていた状況と異なるものとなり、法曹

志望者の減少を招来する事態に陥ったことを受け、政府は、平成 27 年 6 月の法曹養成制度

改革推進会議決定1に基づき、平成 27 年度から平成 30 年度までを法科大学院集中改革期間

として抜本的な組織の見直しや教育の質の向上を図ってきた。その中で、法科大学院の規模

の適正化が促され、令和２年度現在、募集継続校は 35 校となり、入学定員総数は令和元年

度の 2,253 人が上限とされるに至っている。 

○ また、法学教育・司法試験・司法修習を有機的に連携させた「プロセス」としての法曹養成

制度の中核である法科大学院における教育の充実を図り、高度の専門的な能力及び優れた資

質を有する法曹人材の確保を推進するため、令和元年６月成立の法科大学院関連法において、

いわゆる「法曹コース３＋２」の５年一貫教育制度が創設された。今回の改正により、法科

大学院教育のさらなる充実が図られるとともに、法曹を志望する学生の時間的・経済的負担

が大きく軽減され、かつ、法科大学院の定員管理を通じて司法試験合格の予測可能性が高ま

ることによって、優れた資質・能力を有する法曹志望者を増やし、予測困難な時代において

専門的な法的知識を活用して社会に貢献できる法曹を安定的に輩出することが期待される。 

○ 他方、この「法曹コース３＋２」の制度は法学既修者を前提としたものであるため、法曹志

望者の多様性の確保という観点からは、改めて法学未修者教育の充実が求められている。 

○ 人生 100 年時代、急速なデジタル化、さらにはポストコロナ期における社会の在り様を見据

える中、新たな日常生活を送るための多様な法的サービスの提供が求められる今こそ、幅広

い知見を有する法律人材に対する量的・質的ニーズが高まっている。本来、こうした多様な

人材を受け入れるべく、学部段階での専門分野を問わず社会人等にも広く門戸を開放してい

る法科大学院であるが、現状では、入学者全体に占める社会人経験者と非法学部出身者の割

合はそれぞれ２割に満たず、法学未修者コースのみに限っても、それらの割合はそれぞれ３

割強にとどまっている2。 

○ こうした状況を踏まえ、中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会（以下「本委員

会」という。）第 10 期では、多様なバックグラウンドを有する人々が法曹を目指して集い学

べる法科大学院の実現に向け、今一度アクセルを踏み込むことが必要との認識に立ち、「法

学未修者教育の充実」について検討を進めてきた。改正された法科大学院関連法の成果が現

れている段階ではないが、第 10 期の任期が終了するに当たり、現在、法科大学院が置かれ
                                                   
1 「法曹養成制度改革の更なる推進について」平成 27 年 6 月 30 日法曹養成制度改革推進会議決定 
2 令和２年度法科大学院入学者総数 1,711 人のうち、社会人経験者は 333 人（19.5%）、非法学部出身者は  

271 人（15.8%）である。また、法学未修者コース入学者のみに限ってみると、入学者総数 533 人のう  
ち、社会人経験者は 173 人（31.6%）、非法学部出身者は 163 人（30.6%）となっている。 

2- 66-



           

 

た状況を踏まえて、制度上あるいは運用上の様々な工夫や対応について本委員会のこれまで

の議論を整理し、まとめる。本委員会では、法科大学院関連法の施行状況をフォローしつつ、

引き続き第 11 期においても未修者教育の充実について議論を継続していくこととするが、

文部科学省、各法科大学院及び関係機関等においては、これまでの議論を踏まえ、我が国の

司法を支える質・量ともに豊かなプロフェッションの養成を実現することを期待する。 
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Ⅰ．これまでの法学未修者教育に関する施策及び成果  
 
○ 法科大学院は、制度創設以来、法曹の人的基盤の拡充に向けて、専門的な法的知識を有す

ることはもとより、幅広い教養と豊かな人間性を基礎に十分な職業倫理を身につけ、社会
の様々な分野において活躍する法曹を養成することを目指している3。とりわけ、非法学部
における学びや社会人経験など多様なバックグラウンドを有する人材を多数法曹として養
成するために、広く門戸を開放することを主眼としてきたものの、実際には、法学未修者
の志願者数、入学者数、標準修業年限での修了率、司法試験合格率等のデータからは、当
初の理念が実現されているとは解し難い状況が続いていた。 

○ こうした実態を踏まえて、中央教育審議会においては、これまで数次にわたる議論を重ね
てきた。特に、平成 24 年度には、本委員会の前身である中央教育審議会大学分科会法科大
学院特別委員会に「法学未修者教育の充実のための検討ワーキング・グループ」が設置さ
れ、法律基本科目をより重点的に学ぶための改善、法科大学院全体を通じた学修到達度判
定の仕組みの必要性、法学未修者に対する入学者選抜の改善、入学前から修了後までの一
貫した充実方策などが提言された。 

○ これらの提言も踏まえ、以下のような施策が講じられてきた。 
 授業科目や授業内容について適切な科目区分整理を行い、法律基本科目の質的・量的充

実を図りつつ、法学未修者の法律基本科目の学修を充実させる観点より、法律基本科目
の年間履修登録単位数の上限（標準 36 単位）を引き上げる（最大 44 単位までを標準の
範囲内とする）4。 

 入学時に十分な実務経験を有する者について、大学がそれまでの実務経験等を把握・評
価した上で適当と認めた場合には、それらの実務経験等に相当する展開・先端科目に代
わり、法律基本科目を履修すること（概ね２～４単位を目途）を可能とする5。 

 各法科大学院における法学未修者１年次における成績評価・単位認定や２年次への進級
判定を厳格かつ客観的に行う。法科大学院全体を通じた学修到達度判定の仕組みとして、
共通到達度確認試験を導入する（平成 26 年度から 5 年間の試行を経て令和元年度より
本格実施）。 

 各法科大学院の先導的な取組を評価し、公的支援のメリハリある配分を通じて法科大学
院教育の全体の質の向上を後押しすることを目的とした「法科大学院公的支援見直し強
化・加算プログラム」（平成 27 年度開始）において、法学未修者教育の改善・充実に資
する取組を評価する。 

 法学未修者に関する入学者選抜改革として、統一適性試験の利用を法科大学院の任意と
                                                   
3「司法制度改革審議会意見書―21 世紀の日本を支える司法制度―」平成 13 年 6 月 12 日司法制度改革   

審議会 
4「法学未修者に対する法律基本科目の指導の充実について（通知）」（26 文科高第 393 号平成 26 年８月   

11 日） 
5 同上 
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し6、法学未修者等の入学者選抜のガイドラインを作成する7。 
○ こうした施策の傍らで、各法科大学院は、法学未修者教育の充実に関わる様々な工夫と努力

を続けてきた。例えば、「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」においては、こ
れまでに、きめ細かな支援として修了生や弁護士等のチューターやアカデミック・アドバイ
ザーによる就学前準備の学修支援、個別指導型ゼミの充実等の法学未修者のサポート体制の
構築、法律基本科目の指導の充実として１年次必修科目の授業担当教員間のＦＤ強化、効果
的な学修の促進として予習への工夫や復習用材料の配布、法学未修者枠合格者を対象とした
入学前授業見学会、法学未修者の教育・学修支援パッケージモデルの開発や他大学への発信・
提供など、多様なバックグラウンドを有する者に対する配慮に富んだ取組8などが高く評価
されている。 

○ これらの成果としては、 
 統一適性試験の廃止後、法学未修者の志願者や入学者の減少傾向に一定の歯止めがか

かり、増加の兆しがみられること 
 法学未修者の修了生のうち、令和２年司法試験までに法科大学院修了資格で合格した

者は 8,124 人にのぼり、多様な分野で活躍し、就職先からも高く評価され、社会的要
請に対応していること 

などが挙げられる。 
○ その一方で、非法学部出身者や社会人経験者の志願者・入学者数、司法試験合格率、標準

修業年限での修了率は依然として伸び悩み、法学既修者との差が顕著9な状況が続いてお
り、さらなる対応が必要な状況である。 

 
                                                   
6 「統一適性試験の在り方について（提言）」平成 28 年 9 月 26 日（中央教育審議会大学分科会法科大学 

院特別委員会）。統一適性試験は、法科大学院における学修の前提となる資質を、法律学の学識ではな  
く、論理的判断力や長文読解力で判定するもの。全ての法科大学院が志願者に対して受験を求めてい  
たが、令和元年度入学者から実施されていない。 

7 「法科大学院未修者等選抜ガイドライン」平成 29 年２月 13 日（中央教育審議会大学分科会法科大学院  
特別委員会） 

8 若手弁護士チューターによる個別指導型ゼミの充実（筑波大学）、アカデミック・アドバイザーによる    
パートナー制度、入門導入講義等の実施による就学前準備や課外講座の充実など法学未修者サポート体 
制の再構築（早稲田大学）、個別連絡やＦＤ会場の場を通じた１年次必修科目の授業担当教員間による 
情報共有（一橋大学）、予習課題の出し方の工夫や授業で扱った内容のダイジェストを授業後に復習用 
材料として配布（一橋大学）、法学未修者枠合格者を対象とした入学前授業見学会の実施（京都大学）、  
法学未修者の教育・学修支援パッケージモデルの開発や他大学への発信・提供（神戸大学）。いずれも、
令和元年度から５年度の５年間の機能強化構想として評価。 

9 平成 27 年度修了生の司法試験累積合格率（令和２年司法試験まで、募集継続校 35 校平均）は、法学既  
修者の 74.9%に対し、法学未修者は 44.8%にとどまる。また、標準修業年限修了率についても、法学既 
修者は近年 70%台後半で推移している（令和元年度修了生は 75.6%）のに対し、法学未修者は 50% 
前後で推移している（令和元年度修了生は 50.4%）。 
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Ⅱ．検討にあたっての前提と課題 

 
○ 本委員会は、法学未修者教育の充実について検討するに当たり、まず前提として現行の「３

年を標準とする教育課程」の在り方について改めて確認を行ったところ、以下の意見で一致
した。 

 法学未修者と法学既修者は司法試験合格率に大きな開きがあるものの、司法制度改革審

議会が掲げた「公平性、開放性、多様性の確保」の理念の下、法学未修者と法学既修者

を別課程とすることなく、３年課程を標準とする現行制度を維持することが重要である。 

 法学未修者として入学した者は、２年次以降は法学既修者と同一課程で学ぶこととなる

ため、法学既修者と共に学ぶことのできる能力を着実に身につけられるよう、１年次教

育や２年次進級の在り方について、具体的な改善策が求められる。 
 

○これを踏まえ、本委員会は大きく３つの問題意識の下、課題を整理し、対応策を検討した。 

 

 現状では、法学未修者の多様なバックグラウンドに十分配慮した教育が必ずしもなされ

ていないため、法学未修者の１年次教育について、学修者本位の教育の実現という視点

から、積極的に充実させる必要があるのではないか。 

 

 法学未修者が２年次から法学既修者と同一課程で学ぶことができるようにするため、１

年次教育の成果を、法学への適性や将来の司法試験合格可能性の観点から客観的に把

握・評価した上で、２年次に進級できるようにする必要があるのではないか。 

 

 法科大学院修了生の活躍は、現時点でも法曹を含む多方面に及ぶものの、法曹以外の分

野を含めどのようなキャリアを歩んでいるか必ずしも明らかではない。社会における法

的ニーズがますます多様化していることを踏まえ、多様なバックグラウンドを有する修

了生が多様なキャリアで活躍できるよう積極的に支援すべきではないか。 
 

○ 本委員会で紹介された学生ヒアリングやアンケート結果10においては、多くの法学未修者に

共通する意見として、司法試験合格レベルという水準も分からずに目の前の学修に終始して

いたことや、予習・授業・復習・自分の学修のバランスの取り方が難しく計画的な学びがで

きなかったことなど、学修方法や学修目標などに対する不安や戸惑いが挙げられている。こ

れらの日々の戸惑いは、「法学部以外の人は必要とされていないと感じた」、「いろいろなバ
                                                   
10 中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会（第 100 回）資料２ 「学ぶ側」からみた法学未修 

者教育 －「法科大学院における法学未修者への教育手法に関する調査研究」 

6- 70-



           

 

ックグラウンドを持っている人の方がむしろ挫折していた」、「孤独で情報がない」など、学

修意欲はもとより、法科大学院教育への信頼にも影響していることが浮かび上がっている。

多様性のある法曹の養成は、法科大学院創設当時からの理念であり、こうした学修者の率直

な声に真摯に向き合うことは重要である。その上で、各法科大学院は、学生が自らの適性に

応じた学修ができるよう選択肢を提供し、きめ細かな指導を通じて、それぞれの可能性を最

大限に伸長するという学修者本位の教育を実現することが、喫緊の課題である。 

○ また、これまでの法科大学院改革で、法科大学院の規模の適正化が促され、令和２年度現在、

募集継続校は 35 校、入学定員総数は令和元年度の 2,253 人が上限とされたこと等を踏まえ

ると、法科大学院は一つの転換期にあると言える。これからの法科大学院教育は、連携や協

働によって、共に高め合うフェーズを迎えており、この点は、共通する課題が多い法学未修

者教育において特に強調されるべきである。今後は、各法科大学院が有する経験やリソース

を法科大学院間で共有するとともに、法曹界とも連携し、法学未修者教育の充実という目標

に、共にアプローチすることが期待される。そのことは、結果として、法科大学院全体の教

育水準の向上につながるものであるという認識の下、対応策について議論を重ねてきた。 
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Ⅲ．課題を踏まえた対応策 

１．学修者本位の教育の実現 

法科大学院教育は、法学未修者として、非法学部出身者、社会人経験者に加え、法学部を

卒業したが再度十分な学修を望む者など様々な経歴や希望を持つ学生が混在し、法学に関す

る学識や専門的能力の水準が異なる者が、同一の教育課程において共に学ぶ点に大きな特徴

がある。多様な者が混在して学ぶことに関する課題は、既に、「法学未修者教育の充実方策

に関する調査検討結果報告」11において指摘されているが、学生によって、自分に適した学

修方法、確保できる学修時間、望ましい学修環境などが様々であることから、習熟度の違い

を踏まえた上で、個々の学生にとって最適だと考えられる方法を選択できるようにすること

が重要である。各法科大学院においては、個々の学生の経歴や実態に即したきめ細かな指導

を行い、その可能性を最大限に伸長する、学修者本位の教育を実現することが期待される。 

こうした観点から、今期の議論では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として教育現

場に急速に浸透しつつある ICT の活用、多くの法科大学院で活用されている補助教員による

学修支援、長期履修などに関し、効果的な在り方について検討を行った。 

 

〔ICT を活用した法学教育の在り方〕 

○ これまで、法科大学院における ICT の活用に関しては、法科大学院が立地しない地域の居住

者や有職社会人が法曹資格を取得するための途を確保すること、地理的制約を超えた法科大

学院間の連携による教育の質の向上などのための重要な手段であると指摘されてきた12。こ

れらの目的に加えて、今期の議論においては、法学未修者教育においても、学修者本位の教

育を実現するという観点から、ICT 活用の新たな可能性が見出された。具体的には、録画教

材を活用して学生が自らのペースで学べるようにしたり、講義録画を予習教材とした上で授

業の双方向・多方向性を高める、いわゆる「反転授業」を実現したり、さらには、複数の法

科大学院が協働で教材を開発・活用することで教育資源を有効活用できるようになるといっ

たものである。 

○ 現行制度上、法科大学院を含む大学院教育においては、面接授業に相当する十分な教育効果

が得られる専攻分野に関して、多様なメディアを高度に利用した授業（遠隔授業）を行うこ

とができるとされており、学部教育と異なり履修上限単位数も定められていない13。他方、

法科大学院に関しては、平成 29 年 2 月の「法科大学院における ICT（情報通信技術）を活
                                                   
11 「法学未修者教育の充実方策に関する調査検討結果報告」平成 24 年 11 月 30 日（中央教育審議会大学  

分科会法科大学院特別委員会法学未修者教育の充実のための検討ワーキング・グループ） 
12 「法曹養成制度改革の更なる推進について」平成 27 年 6 月 30 日法曹養成制度改革推進会議決定 
13 専門職大学院設置基準第８条、大学設置基準第 25 条 
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用した教育の在り方に関する検討結果」14において、多様な遠隔授業のうち、サテライト方

式15については許容され、モバイル方式16についても学生側の通信環境に配慮した上で面接

授業等との併用により活用し得るが、オンデマンド方式17については、授業時間外の学修ツ

ールとしては推奨されるものの、双方向・多方向を重視する法科大学院の授業においてはこ

の方式で単位認定を行うことは望ましくないとされたことを受けて、オンデマンド方式によ

る授業が実践されることはなかった。 

○ しかし、今般の新型コロナウイルス感染拡大防止対策の中で、法科大学院教育においても、

多様な形で ICT が活用されるようになった。これまで法科大学院教育になじまないと思われ

たオンデマンド方式についても必要に迫られ臨時の手段として活用されることとなったが、

実際に活用した大学の関係者からは、オンデマンド方式と双方向・多方向を重視する授業と

を両立し得る様々な可能性が示されるに至った18。特に、法学未修者の場合、動画を途中で

止めたり繰り返し視聴したりしながら、自らのペースで学び、知識を定着できるという利点

のほか、働きながら通う有職社会人の場合は、時間や場所の制約なく自らの生活スタイルに

合わせて学修できるという利点が強調されている。一方で、全ての授業を遠隔授業に置き換

えることについては、教員と学生間の信頼関係の構築や学生間の交流、学生の学修状況の把

握、厳格な成績評価の実施等の面で多くの課題が生じることも指摘されている。 

○ 今後は、これまでに各法科大学院で実践され効果を上げてきた教育手法に加え、より本質的

な双方向・多方向の教育の実現という観点から ICT を活用する方向を検討することが重要で

ある。文部科学省は、オンデマンド方式を用いた授業に関するこれまでの方針を見直し、法

科大学院が行う授業の選択肢の一つとして位置づけ直すことが望ましい。また、オンデマン

ド方式を活用した授業については、認証評価においても、十分な教育効果を得ることができ

ているかという観点から適切な対応がなされることが望ましい。 

○ 各法科大学院においては、コロナ禍で明らかになった遠隔授業の成果と課題を検証しつつ、
                                                   
14 「法科大学院における ICT（情報通信技術）を活用した教育の在り方に関する検討結果」平成 29 年 2  
 月 3 日（法科大学院における ICT（情報通信技術）の活用に関する調査研究協力者会議） 
15 サテライト方式：テレビ会議システム等を用いて、サテライトキャンパスや他大学などの大学施設内に

おいて、授業を受講する形態。 
16 モバイル方式：ノートパソコンやタブレット端末等の携帯可能な機器を用いて、授業を実施する教室等

以外において、授業を受講する形態。 
17 オンデマンド方式：実施された授業を録画し、一定期間内に録画映像を視聴して授業を受講する形態。 
18 法科大学院における ICT の活用状況は、同時双方向型による遠隔授業は、従前は、夜間コースを有する

一部の法科大学院のみでしか実施されていなかったものの、コロナ禍では約９割の法科大学院で実施、
約３割以上の法科大学院が今後も実施する予定。オンデマンド型動画の配信は、コロナ禍で約５割以上
の法科大学院が授業として活用、約６割以上が欠席者用の補助教材、予復習教材等として活用。（文部科
学省令和２年度法科大学院関係状況調査より（中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会第 98
回（令和２年９月９日開催）参考資料）） 
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それぞれの教育目標や科目の特性等に応じて、オンデマンド方式を含めた ICT の適切な活用

の在り方について検討することが必要である。法学未修者教育の充実の観点からは、オンデ

マンド方式を活用した予習・復習やそれをもとにした反転授業の導入等によって、多様な学

生が自らのペースで基礎的な法律知識を定着させた上で、双方向・多方向の授業に取り組む

ことができるようになる。また、教員は初学者向けに繰り返し活用できるオンデマンド動画

を用意することにより、授業時間内では演習、論文指導などを取り入れ、授業外では個別面

談、補助教員との連携等、よりきめ細かな指導に取り組みやすくなると考えられる。また、

遠隔授業は、共有や公開が容易であることから、学内 FD、入学予定者向けの模擬授業・導

入授業、法科大学院間や法曹コースとの連携など、幅広い活用が期待される。一方で、オン

デマンド方式に限らず、ICT を活用する場合には、学修意欲の維持や教職員・学生同士の交

流確保の観点から、定期的なスクーリングや補助教員などによる実践的な学修支援などと組

み合わせたカリキュラムにするなどの配慮が求められる。 

○ なお、現在、政府の教育再生実行会議において、対面教育とオンライン教育のハイブリッド

化が論点の一つとなっており、これらの議論も参考にしながら、法科大学院における将来的

な教育の在り方を模索していくことが重要である19。また、本委員会では、法科大学院が立

地しない地域に居住する法曹志望者や時間的制約の多い有職社会人等に配慮する観点から、

新しい教育手法を積極的に活用した法科大学院教育の在り方を検討する必要性について意

見があったことも留意する必要がある。 

 

〔補助教員による学修支援〕 

○ 法学未修者教育においては、学生の学修到達度に即したきめ細かな支援が重要であるため、

法科大学院修了生や弁護士等の補助教員20を活用した学修支援が広く行われている。補助教

員は、法令上の明確な定義はなく、名称も、アカデミック・アドバイザー、チューター、メ

ンター、学習アドバイザー、TA など様々である。こうした補助教員による支援の内容は各

法科大学院によって異なるが、授業の補助や授業外の論文指導といった学修内容のフォロー

のほか、学修方法や生活面、精神面でのフォローなど多岐にわたる。本委員会で紹介された

学生ヒアリングやアンケート結果からも、法科大学院修了生等の補助教員による学修面、生

活面、精神面でのフォローは、学生側から総じて高い評価を得ており、こうした支援が法学
                                                   
19 教育再生実行会議高等教育ワーキング・グループ第１回（令和２年９月 14 日）資料４によると、主な 

論点として「対面とオンラインとのハイブリッドによる学修者本位の効果的な教育実践と学修の実質 
化」、「対面とオンラインのハイブリッド化など、ニューノーマルにおける大学教育を実現するための仕 
組みの構築や環境の整備、質保証の在り方」などが挙げられている。 

20文部科学省令和２年度法科大学院関係状況調査によると、約９割以上の法科大学院で補助教員等が学生指
導に当たっており、授業外におけるゼミの実施等のほか、授業の補助、学習方法や進路についての相談対
応などの多様な役割に従事している。（中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会第 98 回（令
和２年９月９日開催）参考資料） 
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未修者教育を底支えしている面があることが分かる21。 

○ また、令和元年の法令改正において、法科大学院における授業の方法等に関し、事例研究、

現地調査、双方向・多方向に行われる討論、質疑応答のほか、論述の能力その他の専門的学

識の応用能力を涵養するために必要な方法により授業を行うよう適切に配慮しなければな

らないことが新たに専門職大学院設置基準に規定された22。学生ヒアリングやアンケート結

果からは、論述などの「書く」学修は、1 年次から授業以外の機会も利用して計画的に進め

ることが重要だとする学生の意見が多く見受けられる。また、「書く」学修は、いわゆるアウ

トプットであり、「英語で例えると、ずっとリーディングの授業を受けていたのに、試験は

全てスピーキングというくらいに差がある」という学生の実感も本委員会では共有された。

論述能力の涵養については、司法試験の過去問やそれに類する事例教材も積極的に活用され

るべきとされているが23、司法試験対策に偏重した授業にならないようにするという配慮な

どから、正課外における補助教員の指導が重要な役割を果たしているケースもある。 

○ 各法科大学院は、法科大学院修了生である法律実務家等の協力を得て、論述能力の涵養に資

する実践的な教育その他の法学未修者に対する学修支援を組織的かつ機能的に取り入れる

ことが望ましい。その際、教育課程全体における補助教員の役割や求められる能力、担当教

員との連携、学生への指導方法などについて、各法科大学院で方針を定めた上で、補助教員

に協力を求めることが重要である。また、補助教員の多くは、本業の傍らで法科大学院教育

に携わっていることから、担当教員との連携や補助教員同士の連携など縦横のつながりが十

分に持たれず、補助教員個人に学生指導が任されているといった現状も指摘されていること

からも、法科大学院執行部や教員と組織的に連携できる仕組みや補助教員同士のつながりを

強化するなどの方策も検討される必要がある24。連携に当たっては ICT なども活用し、教員
                                                   
21 中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会（第 100 回）資料２ 「学ぶ側」からみた法学未修  

者教育 －「法科大学院における法学未修者への教育手法に関する調査研究」 
22 専門職大学院設置基準第 20 条の５ 
23 「法科大学院の教育と司法試験等の連携等に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について（通

知）」（元文科高第 623 号令和元年 10 月 31 日）では、専門職大学院設置基準第 20 条の５に関して、
「例えば、論述式の定期考査を実施した上で、その採点結果について答案とともに返却し、学生との質
疑応答を通じて、学生が改善点を見いだし論述の能力を向上させることなど、多様な方法が考えられ、
各法科大学院の創意工夫により行われるべきもの」「司法試験の合格に資するような教育を行うこと
は、法科大学院の本来の役割」であり、「司法試験の問題であれそれに類する形式の事例教材であれ積
極的に活用されるべき」とされている。 

24 「法科大学院における法学未修者への教育手法に関する調査研究成果報告書」（文部科学省平成 30 年度 
先導的大学改革推進委託事業）47～49 頁で紹介されている好事例。 
・創価大学法科大学院：「土曜補習」において、補助教員（チューター）同士の縦の連携や教員との組

織的・日常的な連携が図られている。 
・早稲田大学法科大学院：修了者弁護士であるアカデミック・アドバイザーを数十名規模で配置し、そ

の中から数名の代表者を定めて取組全体の運営を協議するとともに、２ヶ月に１回程度法科大学院執
行部との協議を実施している。 
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や補助教員双方の負担にならないような工夫が必要である。 

○ 文部科学省においては、法学未修者に対する補助教員による学修支援の優れた取組について

把握・公表し、「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」において評価することが

期待される。また、補助教員が正課の授業のフォローやそれに付随する論述能力の涵養のた

めの学修支援を行う場合の留意事項等を整理し、補助教員による学修支援が法科大学院のカ

リキュラムの一環として組織的・機能的に行われることが可能となるよう、各法科大学院に

おける創意工夫を促すことが求められる。 

○ 法科大学院協会には25、関係団体と連携して、補助教員による学修支援の組織的・機能的な

活用に関する好事例や運用マニュアルなどの情報について、大学の枠を越えて共有が図れる

よう主体的に検討することが期待される。 

 

〔長期履修制度〕 

○ 長期履修制度は、標準修業年限での修了が困難と認められる学生について、修業年限を超え

た期間での計画的な履修を可能とする制度であり、各大学の実情に応じて活用されているが、

法科大学院における直近の活用状況をみると、長期履修制度を設けている大学が 13 校、そ

のうち実際に制度を利用している学生が存在している大学が７校、利用人数は合計で 43 人

にとどまっている26。また、制度の利用申請は、各学生が行う必要があるが、申請時期が入

学試験出願時や入学手続き時に限定されていたり、申請条件が労働や出産・育児などの事情

がある場合に限定されていたりするケースもあり、例えば、法学未修者が自らの適性や資質

に応じ、１年の教育課程につき、１年を超える期間にわたって履修したいといった事情では

活用できない場合もある。しかしながら、現状、法科大学院の１年次から２年次への進級率

が６割台にとどまっていることや、今後導入される在学中受験資格を得るためには２年次終

了時点までに司法試験科目について所定の学修を終える必要があること等を踏まえると、法

学未修者の適性、意欲、能力等に応じて、１年次における学修につき、１年を超える期間に

わたって延長することを積極的に認めることが検討される必要がある。 
                                                   

・明治大学法科大学院：正規教員によるクラス担任に加えて、修了者弁護士などからなる教育補助講師
の一部を副担任として配置している。 

その他、文部科学省令和２年度法科大学院関係調査においては、以下のような工夫例もみられる。 
・教務委員会等が補助教員のゼミでの指導状況などを把握し必要に応じてフィードバックを行う。 
・補助教員と担当教員の意見交換会を設定する。 
・学生への指導基準（司法試験問題の指導基準、入学前合格者や修了生への指導基準など）を補助教員

に明確に示す。 
25 法科大学院協会は、法科大学院相互の協力を促進して法科大学院における教育水準の向上を図り、も 

って優れた法曹を養成し、社会に貢献することを目的として、法科大学院を設置する法人により構成さ  
れる団体で、平成 15 年 12 月に創設された。法科大学院を設置する大学（募集停止校を含む 45 大学） 
が会員となっている。（法科大学院協会ホームページより） 

26文部科学省令和２年度法科大学院関係状況調査より（中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会
第 98 回（令和２年９月９日開催）参考資料） 
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○ 各法科大学院においては、多様な学修計画の選択肢を提供するために、長期履修制度につ

いて、学生の適性に応じた活用を認めることや、１年を超える履修期間の延長、入学直後

だけでなく１年次終了時27など一定の学修経験を経たタイミングで長期履修に切り替えるこ

とを認めるなど、より柔軟に活用すべきである28。その際は、奨学金制度の適切な運用にも

配慮することが重要である29。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                   
27 共通到達度確認試験の結果を踏まえて判断することも考えられる。 
28長期履修制度利用者の平均履修期間は、筑波大学、九州大学、日本大学、関西大学が 4 年、琉球大学、駒

澤大学、福岡大学が 5 年となっている。また、例えば筑波大学では、１年次終了時に制度利用の申請を
認めている。（文部科学省令和２年度法科大学院関係状況調査より（中央教育審議会大学分科会法科大学
院等特別委員会第 98 回（令和２年９月９日開催）参考資料）） 

29 （独）日本学生支援機構奨学金の貸与期間は、第一種（無利子）奨学金（月額 5 万円／8.8 万円）につ  
いては標準修業年限期間までであるが、第二種（有利子）奨学金（月額最大 22 万円）については長期 
履修課程の修業年限の終期までとなっている。 
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２．社会人学生等の実態に配慮した学修体制 
 

「１．学修者本位の教育の実現」では、多様な経歴や知識・能力を持つ学生が学ぶ状況におい

て、法学未修者が学びやすい環境づくりのための対応等について述べてきた。こうした法学未修

者の中には、既に、非法学部での学びや社会人経験等を通じて様々な分野の知識や経験を有し、

それらの専門性を強みとして、さらに法学の知識と実践力を身につけるために法科大学院に進学

する者もいる。こうした学生は、法律に関しては基本的に初学者であるため、１年次における法

律基本科目の効率的な学修、学修意欲の継続、有職者については十分な学修時間の確保などが切

実な問題となっており、１．で掲げた対応策にとどまらない方策が必要と考えられる。 

したがって、本項では、法学未修者の中でも、非法学部出身者、社会人経験者を念頭において

対応をまとめている。特に有職社会人については、法科大学院の教育に当てられる時間が限られ

ているなど、カリキュラム設定や学修指導において、固有の課題を抱えている現状が明らかにな

っており30、そうした点に特に配慮した学修体制や学修支援が必要である。 

 

〔ICT を活用した法学教育の在り方〕 

○ 働きながら法科大学院に通う場合は、時間的・場所的制約から、平日夜間と週末を中心に授

業時間が設定される夜間主コースを選ぶ場合がある。この場合、残業、出張、業務上の繁忙

期などにより、学生本人がいかに努力しても、予期せぬ遅刻や欠席が生じてしまうというの

が実態である31。１．で既述したように、ICT の活用は、こうした有職社会人のほか、法科大

学院が立地しない地域の居住者が法曹資格を取得するための途を確保するために重要な手

段であり、有職社会人が学ぶ法科大学院においては、学生が自らのペースで学修できるよう、

オンデマンド方式も活用した学修者本位のカリキュラムの提供が望まれる。 

○ 他方、有職社会人の中には、学修に専念する時間と環境を確保し、仕事と両立して、計画的

に学修を継続することに苦心している者もいるとの意見があった。各法科大学院においては、

ICTの活用と定期的なスクーリングや補助教員などによる実践的な学修支援などを組み合わ

せたカリキュラムとし、学生それぞれが学修意欲を維持するとともに、教職員や学生同士の

交流が適度に確保できるようにすることにも配慮する必要がある。 

○ なお、本委員会においては、オンデマンド方式の活用に当たっては、教育目標や科目の特性

等に応じた工夫が必要という議論がなされた。具体的には、法律基本科目においては、より

本質的な双方向・多方向の授業を実現し、教育の質の向上に資する手段としてオンデマンド

方式の活用が考えられるところであるが、このほかにも、とりわけ非法学部出身者や社会人

経験者の場合、例えば隣接科目や展開・先端科目の一部の授業をオンデマンド方式とし、評
                                                   
30中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会（第 100 回）資料１ 社会人学生の現状および社会 

人・他学部出身者の法学未修者教育の改革可能性について（筑波大学法科大学院報告メモ） 
31 同上 
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価をレポートで行うような授業も実施可能ではないかとの意見があった32。こうした点を含

め、各法科大学院の実情に応じた十分な検討が求められる。 

 

〔長期履修制度〕 

○ 長期履修制度については、１．で既述したとおりであるが、有職社会人は、業務の状況、異

動、転勤などにより、本人の意思にかかわらず、休学や退学をせざるを得ない場合も多いこ

とから、とりわけ、長期履修制度の柔軟な活用が望まれる。有職社会人は、学修に費やせる

時間などが学生ごとに様々であることから、本委員会でも、短期間での集中した学修を希望

する学生もいれば、自分のペースを重視し３年という期間に縛られずに学修するスタイルが

向いている学生もいるのではないかという意見があった。学生が自らの状況や適性に合った

学修スタイルを選べるように、複数の選択肢を用意しておくことが重要であるという点につ

いて意見は一致しており、各法科大学院は、長期履修制度について、１年を超える履修期間

の延長や、１年次終了時など一定の学修経験を経たタイミングで長期履修に切り替えること

を認めるなど、柔軟な活用を期待したい。 

 

〔入学前の学修機会の提供〕 

○ 法学未修者は、2 年次から法学既修者と同一の教育課程で学ぶため、1 年間の学修で法学既

修者と共に学べる程度の基礎的な法学に関する知識・能力を身につける必要がある。しかし、

現実には、２年次への進級率は６割台にとどまる上、最終的な司法試験合格率（累積合格率）

についても法学既修者とは大きな乖離がある。こうした状況への改善策の一つとして、法学

未修者の法律基本科目の学修を充実する観点から、履修単位数上限を年間最大 44 単位まで

引き上げることを可能としているが、実際には、学生への過度の負担が生じる懸念等からあ

まり活用されていない33。 

○ 本委員会で紹介された学生ヒアリングやアンケート結果からも、法学を初めて学ぶ非法学部

出身者などは、入学当初、法律用語の意味が分からず、外国語のように感じたり、条文、判
                                                   
32オンデマンド方式による場合も、毎回の授業の実施に当たっては、教員や指導補助者が授業の終了後  

すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより、設問解答、添削指導、質疑応答  
等による十分な指導を併せ行うことや、当該授業に関する学生等の意見の交換の機会が確保されている  
ことが必要である（平成 13 年文部科学省告示第 51 号）。コロナ禍で急遽取り入れられたオンデマンド    
方式の授業は、有職社会人等にとっては利便性が高かった一方、学修効果の面では工夫の余地があると 
いった意見もあった（中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会（第 100 回）資料１ 社会人 
学生の現状および社会人・他学部出身者の法学未修者教育の改革可能性について（筑波大学法科大学院 
報告メモ））。 

33 「法学未修者に対する法律基本科目の指導の充実について（通知）」（26 文科高第 393 号平成 26 年８月
11 日）。当該通知に基づき、法学未修者の履修単位数の上限を 36 単位から 44 単位を上限として拡大し
ている法科大学院は 19 校（35 校中）のみ。上限 44 単位まで引き上げているのはわずか４校。（文部科
学省令和２年度法科大学院関係状況調査より（中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会第 98
回（令和２年９月９日開催）参考資料）） 
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例の読み方、基本書の選び方、読み方など教科内容以前のことが分からない状況にあったり

する者が少なくないと考えられる34。また、法学未修者の中には、教育を受けてもなお、法

的な考え方や議論になかなかなじめない学生が一部存在するという意見も依然として少な

くない。 

○ この点、法学を初めて学ぼうとする者にとっては、進学を志望した段階や、入学者選抜に合

格したあと実際に入学する前の段階で、入学後の教育内容や修了後の進路を見通し、入学後

の法律基本科目の学びに余裕が生まれるように備えること、あるいは、自らの法学への適性

をある程度見極められる機会が提供されることは有意義である。 

○ こうした問題意識から、現在、多くの法科大学院が入学前の期間を活用している。入学予定

者に対する導入的な教育としては、憲法・民法・刑法等の法律基本科目のガイダンスの実施、

直近の司法試験合格者による体験談の提供、法曹三者による仕事内容の紹介、補助教員等に

よる個別相談など、各法科大学院の実情に応じて様々に創意工夫されている。 

○ 法学への適性の把握という観点からは、例えば、法科大学院の講義の「お試し受講」の後、

講義内容の理解度の確認を行い、結果を本人にフィードバックするような取組も考えられる
35。また、ICT の活用36は、遠方の地域から入学する者や時間的制約のある有職社会人などに

もこうした機会提供の可能性を広げるものである。 

○ 各法科大学院が入学前の学修機会を提供するに当たっては、1 年次の教育目標、カリキュラ

ム、学修到達度を十分踏まえ、１年次の学修に円滑に移行できるようにすることが重要であ

る。なお、入学前の学修は、入学予定者に有効な学修の選択肢を幅広く提供するという、あ

くまで学修者本位のものであり、例えば、全ての入学予定者に対し受講を必須とするなど、

事実上入学後のカリキュラムの一部を前倒しするというような内容や方法は適切ではない。 

○ また、法学未修者であっても、自らの意思と選択によって、入学前に科目等履修生として法

律基本科目等を学び、単位を取得することも制度上可能であり、この場合、大学院において

科目等履修生として履修したものであれば、各法科大学院の判断により、入学前既修得単位

として認定することが可能である37。 

○ 文部科学省は、法学未修者に対する入学前の導入教育に関する優れた取組について把握・公

表することや、「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」において積極的に評価

することなどが期待される。 

 

〔法律基本科目の学修に注力できるような工夫〕 

○ 法学未修者が法律基本科目に注力して学ぶための一つの対応として、入学時に十分な実務
                                                   
34 中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会（第 100 回）資料２ 「学ぶ側」からみた法学未 

修者教育 －「法科大学院における法学未修者への教育手法に関する調査研究」 
35 後藤昭「お試し受講プログラムの経験」（法曹養成と臨床教育 11 号（2019 年）160 頁） 
36 ICT の活用については、入学前は、まだ学生でないことから学内の学修支援システム(ＬＭＳ)が使えな  

いため、入学前の者の学修環境の整備等も、併せて検討する必要がある。 
37 専門職大学院設置基準第 22 条 
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経験等を有する者については、大学が適当と認める場合には、当該実務経験に相当する展

開・先端科目に代わり、法律基本科目を履修することを可能としている38。しかし、実際に

この仕組みが活用された実例はほとんどなく、その理由としては、特定分野での実務経験

を有する場合、むしろ、当該分野を展開・先端科目として積極的に履修し、強みとしたいと

考える者が多いことや、法科大学院が「十分な実務経験」をどのように確認すべきか判断

しづらいといったことが挙げられている。 

○ また、一定の実務経験をもって展開・先端科目に代わり法律基本科目を履修する場合、そ

れらの学生が追加的に履修可能な法律基本科目の授業を開講することは容易ではないとい

う実態があり、例えば、有職社会人が多く在籍する夜間主コース等からは、学生が有する

実務経験はその分野における知識や能力の証でもあることから、法律基本科目への振替え

ではなく、展開・先端科目の履修を免除することが適当ではないかとの意見もある。 
○ 他方、法学系以外の学部出身者については、入学時点で、既に、隣接科目で修得することが

期待される能力を有していると認められることから、基礎法学・隣接科目群の履修の在り
方を再検討することが適当との意見もある。 

○ こうした点については、今後も、実態を十分に把握・検証することが重要であり、文部科学
省及び各法科大学院においては、学修者本位の観点から、有職社会人はもとより、非法学
部出身者や社会人経験者が有する多様な経験や知識・能力を法科大学院教育で評価する手
法を検討し、法律基本科目の学修に注力できる環境を整えることが望ましい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
38 「法学未修者に対する法律基本科目の指導の充実について（通知）」（26 文科高第 393 号平成 26 年８月

11 日）。 
 

17- 81-



           

 

３．効果的・効率的な学修に向けた法科大学院間の協働 

法科大学院教育の充実については、これまで実態を踏まえながら制度を改め、それぞれの法

科大学院の取組を充実することで改善を進めてきた。こうした視点は今後も重要であるが、今

回、法学未修者に焦点をあてて学修者本位の教育を実現する観点から議論を行ってきた点を踏

まえると、法科大学院それぞれの取組を促すだけではなく、共通の課題として全体で取り組ん

でいくことが効果的・効率的な方策もあることが改めて認識された。個々の法科大学院では予

算、時間、人的資源などに限りがあるが、法科大学院が連携、協働することにより、全体で学

修者本位の学修環境を提供することが可能になることは重要である。 

特に、ICT を活用した先進的な取組などは、複数の法科大学院が連携してある程度の規模で

行うことで、リソースやノウハウを有効活用し、より効果の高い継続的な取組につなげること

が可能と考えられる。こうした法科大学院間の協働は、例えば、複数の法科大学院における合

同のゼミやスクーリングなど法科大学院を越えた学生交流の活性化や、学生が自校に閉じるこ

となく広い世界で切磋琢磨できる環境の提供などにもつながっていくものである。 

また、質・量ともに豊かなプロフェッションの養成という観点からは、法科大学院間の協働

はもとより法曹界とも連携して、法学未修者教育の充実に向けて取り組むことが期待される。 

 

〔法学未修者教育についての継続的な検討〕 
○ 法学未修者教育の充実がなかなか目に見える成果に結びつかない原因の一つとして、法科大

学院間で十分な連携や協力がないことが本委員会でもたびたび指摘されており、法科大学院
間の差が大きいのが現状である。 

○ 法学未修者教育は全ての法科大学院で行われており、直面する課題には共通するものも多い
ため、各法科大学院が協働し、互いに切磋琢磨することが期待される。この点、法学未修者
が初期段階で身につけるべき事項に関する、いわゆる導入的な講義の動画の在り方やその共
有などは、法学未修者に適した教育の在り方を、各法科大学院の教員及び法律実務家がとも
に議論し、高め合っていくための大きなきっかけとなり得るものであろう。本委員会で提案
された導入的な講義の動画39においては、法学未修者が早期に習得すべき、法的思考の流れ、
条文の読み方、学説・判例を学ぶ意義や判例の読み方、法律問題の解決の流れ、民事法科目
を学ぶ意義などが端的にまとめられている。この動画に関しては、初学者に対して法学の全
体像を分かりやすく教授する内容であり効果的であること、目標を共にする法科大学院間で
共有が可能であること、動画による知識のインプットをもとに双方向の講義がより深まるこ
と、この点は法学既修者にとっても新たな教育手法となること、入学前の法科大学院志願者
に対する情報提供にもなり得ることなど、好意的な意見が多く挙げられた。 

○ まずは、法科大学院協会を中心として、法学未修者教育の課題、方策、今後の在り方につい
                                                   
39 中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会（第 99 回）資料１ 未修者向け導入講座動画サン 

プルに関する補足説明（酒井委員発表資料） 
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て継続的に議論する場（協働プラットフォーム）を設けることが求められる。教育内容、教
育方法（ICT 活用を含む）、補助教員等の活用など幅広い分野について、法律実務家の協力も
得ながら、各法科大学院からの教育コンテンツ・手法の収集、精査、共有、教員や補助教員
の FD の活性化などを行い、各法科大学院における法学未修者教育の充実を促し、併せて全
国的な教育水準の底上げを目指していくことが期待される40。また、ICT の活用により、法
科大学院間で、日常的に、法学未修者の課題について意見交換したり、学生間や学生と修了
生との間で情報交換をしたり、お互いに切磋琢磨するような関係を築くことも有効である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
40 法科大学院協会では、令和 2 年 12 月の法科大学院協会総会で、カリキュラム検討委員会の下に小委員  

会を新設し、憲法、民法、刑法を中心に、法学未修者の法律基本科目（基礎科目）の授業の在り方につ 
いて、会員校間での好事例の共有やガイドラインの策定に向けた検討を開始している。 
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４．共通到達度確認試験を活用した学修の充実・改善 

 法学未修者が２年次から法学既修者と共に学び、高め合っていくことができるようにするため、

１年次終了時点で獲得しておくべき知識や能力の基準を明確にし、それらが身についたかどうか

を客観的に確認するとともに、学生自身が 1 年次終了時点での自らの学修進度を見直し、その先

の学修の充実・改善に役立てられるようにすることが重要である。 

共通到達度確認試験は、各法科大学院が全国共通の試験結果を通じて客観的に進級判定を行う

ことができるよう、平成 26 年度から５回の試行を重ね、令和元年度から本格実施された41。現

在、全ての法科大学院で２年次への進級判定の一材料として活用されているものの、法科大学院

ごとに進級判定基準は異なっている。例えば、共通到達度確認試験の全国上位 80％以内とする

法科大学院もあれば全国平均以上とする法科大学院もあり、また、正答率○％以上という基準を

設けている法科大学院もある。これらがどのような根拠に基づいて設定されたのかは必ずしも明

らかではない42。また、共通到達度確認試験を通して、学生の到達度や理解度を分析し、各科目

の授業の見直し、教材開発、FD、学生の個別指導などに活かしていくことも有効かつ重要であり、

そうした活用も促していく必要がある。 

 

〔共通到達度確認試験の今後の活用方策〕 

○ これまでの共通到達度確認試験の試行試験の結果を分析すると、司法試験（短答式試験）の

得点率と一定の相関関係があり43、共通到達度確認試験の結果から司法試験合格（不合格）

の可能性を統計的に予見することができる。文部科学省は、今後も、共通到達度確認試験の

結果と司法試験（短答式試験）結果の相関分析を適切に実施し、公表することが求められる。 

○ 各法科大学院においては、共通到達度確認試験結果をもとに、１年次教育の成果を分析・検

証するとともに、学生が２年次以降の学修目標を明確にもって進級できるよう、学修・進路

指導の充実を図ることが重要である。また、進級判定は、共通到達度確認試験と司法試験（短

答式試験）の結果の全国的な相関分析結果も踏まえつつ、客観的に行うことが求められる。

進級判定基準の妥当性や試験結果を踏まえた教育改善については、認証評価においても、各
                                                   
41 法学未修者の教育の質の保証の観点から、各法科大学院が客観的に進級判定を行い、学生に対する学

修・進路指導の充実を図る基礎として、また、学生自身においても全国レベルでの比較の下で自己の学
修到達度を自ら把握し、学修の進め方等を見直すことを可能とすると趣旨の下、憲法、民法、刑法の３
科目について短答式（正誤式、多肢選択式）で実施。 

42共通到達度確認試験の結果を進級判定として活用する場合、その基準の設定の仕方は、各科目の成績の
上位○％、下位○％、全国平均点以上、正答率○％以上とするなど、各法科大学院によって様々である
（中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会第 98 回(令和 2 年 9 月 9 日開催)資料 3－1）。 

43平成 27 年度から 29 年度に共通到達度確認試験を受けた学生の同試験の得点率と、当該者が受けた司法
試験短答式試験の得点率の関係を分析したところ、憲法、民法、刑法のいずれの科目においても、相関
係数が 0.38～0.48 程度あり、一定の相関関係があることが分かっている。（中央教育審議会大学分科会
法科大学院等特別委員会第 97 回(令和 2 年 7 月７日開催)資料 3 別添資料８より） 
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法科大学院の実績に照らして客観的に分析・改善が行われているかという観点から検証され

ることが望ましい。 

○ 共通到達度確認試験管理委員会44においては、引き続き、同試験の問題の内容や水準等につ

いて検証されたい。本委員会としても、その検証結果を踏まえ、法学未修者教育の充実の観

点から、共通到達度確認試験の中長期的な在り方について、継続的に検討していくこととす

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                   
44 共通到達度確認試験は、共通到達度確認試験管理委員会が実施主体となっている。同管理委員会は、法

科大学院協会と公益財団法人日弁連法務研究財団から組織されるものである。 

21- 85-



           

 

５．法科大学院修了生のキャリアパスの多様化 

法科大学院は、法曹養成制度の中核を担う機関として、これまで多くの修了生を輩出してきた。

グローバル化のさらなる進展、産業・ビジネスモデルの転換、地域共生社会の実現等を受けて、

社会構造がますます複雑高度化、多様化する時代にあっては、法曹が社会的に果たす役割は極め

て重要である。例えば、昨今のデジタル化の急速な拡大や新型コロナウイルスの蔓延がもたらし

た社会情勢についても、これらが有する法的問題に向き合い、解決への道筋をつけ、中長期的な

社会変革を促すためには、従来の法曹の枠を超え、多様なバックグラウンドを強みとした法律の

専門家が求められる。こうした理念は、平成 13 年の司法制度改革審議会意見書45においても掲げ

られており、法科大学院教育に携わる者は、この理念の重要性を改めて確認する必要がある。 

法学未修者が法学を学ぶ必要性を感じるきっかけは様々であり、それぞれ目標を掲げて法科大

学院に進学する。各法科大学院は、そうした一人一人のキャリアプランを尊重・支援するととも

に、法曹はもちろんのこと、民間企業、自治体、公益団体、国際機関等の職域も含めて、法科大

学院修了生の活躍先と積極的に連携し、修了生を送り出すことが求められている。法科大学院教

育の成果を幅広く社会に還元することは、新たな法曹志望者の増加にもつながり、それは結果と

して、質・量ともに豊かなプロフェッションの養成の実現につながる。 

 

〔法科大学院教育の成果の社会還元〕 

○ 法科大学院修了資格で司法試験に合格して法曹で活躍する者は年々増加しており、令和元年

司法試験までに法科大学院修了資格で合格した者は約 2 万 3,000 人に達している46。令和 2

年 4 月現在の弁護士登録者数が約 4 万 2,000 人であることを考えると47、法科大学院が法曹

養成制度の中核を担っていることは、紛れもない事実である。また、法曹の活動領域は、ま

すます拡大しており、国、地方自治体、企業、海外分野など、多様な分野に広がっている。 

近年は、現行の法規制を超えた事態への対処、例えば、ELSI48、すなわち、最先端の科学技

術（例えば、ゲノム解析やドローン技術等）が社会実装される段階でいかに法的、倫理的な

基盤を整備するかなど、新たな社会課題への積極的な対応も必要である。グローバル化のさ

らなる進展により、外国の弁護士資格も併せて取得してグローバルな企業で活躍したり、法

整備支援に携わったりするといった社会的ニーズも高まっている。また、格差の広がり等も
                                                   
45 「司法制度改革審議会意見書―21 世紀の日本を支える司法制度―」平成 13 年 6 月 12 日司法制度改革   

審議会 3～13 頁 
46 法曹養成制度改革連絡協議会（第 14 回）【法務省提出資料】資料 1-16 

なお、司法試験予備試験合格の資格に基づく司法試験合格者で、最終学歴が法科大学院修了、法科大学  
院在学中又は法科大学院中退の者（注）は、令和元年司法試験までで累計 768 人に達している（司法試 
験予備試験合格の資格に基づく受験者が司法試験の受験を開始した平成 24 年以降の総数）。 

（注）司法試験出願時における出願者の自己申告によるもの 
47 法曹養成制度改革連絡協議会（第 14 回）【法務省提出資料】 資料 1-17 
48 倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues） 
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社会問題化している中、司法と福祉の連携を強化した司法ソーシャルワークの重要性も指摘

されるなど、法曹に期待される役割は、多様な広がりをみせている。 

○ このような状況を踏まえ、法科大学院修了生は、法曹以外も含めて多様な分野で活躍してい

る。文部科学省の調査49によれば、修了生の就職先の約５割が法律事務所であるのに対し、

公的機関や民間企業は合わせて約４割に及ぶ。こうした就職先における法科大学院修了生に

対する評価は高く、特に、修了生の危機管理・法的リスクへの対応力、業務上の法的問題の

処理能力、コンプライアンスに関する対応力、外部との戦略的な交渉力などが期待されてい

る。また、法曹資格の有無に関わらず法科大学院修了生を採用したいと考える企業が増加傾

向にあり50、実際、法曹資格を有しない修了生の７割以上が公的機関や民間企業に就職して

いる51。民間企業において、将来的に戦略事業、経営企画等の企業の中核的役割を担う人材

となることを期待し、法科大学院修了生を採用する背景には、経営法務人材と呼ばれるよう

な、法令全般の基礎的な知識に加え、ビジネス上の分析力、交渉力、IT リテラシースキル等

を有し、企業内プロフェッションとして組織と専門性の二重のコミットメントができる人材

へのニーズの高まりがある52。 

○ こうした社会の動向を踏まえ、文部科学省や各法科大学院は、関係企業や公的機関などと積

極的に連携し、修了生を多様な分野に送り出し、法科大学院教育の成果を社会還元すること

が求められる。各法科大学院は、最先端の法的問題に取り組む法曹を輩出することはもとよ

り、法曹にとどまらず民間企業等を含めた多様な修了生採用ニーズを積極的に把握・開拓し、

在学生や修了生のみならず、潜在的な法曹志望者に対して的確に情報提供することが期待さ

れる。 

 

〔修了生の多様なキャリアに関する広報〕 

○ 法学未修者の中には、医療、福祉、教育、金融、行政事務等、社会人としての経験の中で様々

な課題に直面しつつ、それを法律的に解決・予防したいという意欲を持って法科大学院に入

学する者も多い。本委員会においても、多方面で活躍する法学未修者として、例えば、一級

建築士から不動産や建築事件で活躍する弁護士となった者、航空宇宙工学研究から宇宙ビジ

ネスの法的支援や特許関係で活躍する弁護士となった者、自らが続けてきたスポーツでの経
                                                   
49 「法科大学院修了生の活動状況に関する実態調査」（文部科学省平成 28 年度先導的大学改革推進委託事 

業）132、166～171 頁、中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会（第 98 回）資料４ 
50 企業の法務担当者の採用（配属）の方針において、（法曹資格の有無に関わらず）法科大学院修了生を 

採用したいと考える企業の割合は、8.8％（平成 22 年）から 24.4％（平成 27 年）に増加している。 
（「会社法務部第 11 次実態調査の分析報告」平成 28 年 9 月（株）商事法務 107 頁） 
51 「法科大学院修了生の活動状況に関する実態調査」（文部科学省平成 28 年度先導的大学改革推進委託事

業）166～171 頁、中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会（第 98 回）資料４ 
52 「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会報告書」令和元年 11 月経済産業省。こ  

のほか、令和 2 年５月、国際標準化機構(ISO)から、法的リスク管理の標準規格である ISO31022 が発  
行された。今後、企業等においては、法令・コンプライアンスの順守に加え、知的財産、海外訴訟、 
M&A 等、より高度で戦略的な法務への対応を含めた法的リスク管理が求められる。 
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験をもとに、スポーツ分野で活躍する弁護士となった者、さらには法曹資格を有さずとも金

融機関の商品開発等で法的素養を活かし活躍する者などが紹介された53。 

○ こうした多彩なキャリアストーリーは、法曹の魅力を広く社会に発信できるとともに、潜在

的な法曹志望者の増加にもつながるものであり、文部科学省や各法科大学院をはじめとする

法科大学院関係者が連携・協力し、積極的に広報活動を行う必要がある。 

 

〔法科大学院の学びの成果の積極的な発信〕 

○ 令和元年の法令改正により、法科大学院における教育の充実及び将来の法曹としての適性を

有する多様な入学者確保に資するために、法科大学院の教育課程、成績評価の在り方、修了

者の進路状況などについて、各法科大学院が公表することが規定された54。現状では、法学

未修者の進路については、「司法試験合格」、「受験勉強中」のほかに、「不明」という割合が

高く、その割合は修了後１年目で約 28％、修了後５年目で約 46％となっている55。法学未修

者の司法試験累積合格率56が５割に満たない中、最終的に司法試験に合格できなかった修了

生については大学としてその後の進路状況を捕捉しにくい面があることも事実であるが、一

方で、法科大学院での学修成果としての修了生の進路を把握することは大学の責務であると

同時に、法科大学院修了そのものが社会的に評価されていることを踏まえれば、各法科大学

院は、法曹資格の有無に関わらず修了生の進路を把握し、支援することが求められる。 

○ 法定事項の公表については、認証評価においても確認されることとなるが、各法科大学院に

おいては、単に最低限の情報を公表するにとどまらず、潜在的な法曹志望者はもとより広く

社会に対し、法科大学院の存在意義や成果にかかる情報を積極的かつ幅広に提供することが

期待される。とりわけ、修了者の進路状況については、司法試験合格実績の数値のみならず、

法曹以外の就職先の情報も発信することが重要であるほか、学修の成果についても、就職後

にこそ活かされる（司法試験科目にとどまらない）法科大学院ならではの学びの成果につい

て、例えば修了生が自ら語る声を通して発信するなどの工夫が期待される。 

 
 
 
 

 
                                                   
53 中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会（第 98 回）資料４ 
54 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第５条 
55 文部科学省令和元年度法科大学院関係状況調査（中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会第

97 回（令和２年 7 月 7 日開催）資料３別添 10） 
56 平成 27 年修了生の司法試験累積合格率（令和２年司法試験まで、募集継続校 35 校平均） 
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Ⅳ．今後のさらなる検討課題 

 
○ 各法科大学院及び関係機関においては、法学未修者教育の充実に係る今期の議論を受け止め、

それぞれが置かれた現状を十分に分析・把握した上で、必要な改善に取り組むことを期待し
たい。その際、鍵となるのは、これまで繰り返し述べてきたとおり、学修者本位の教育の実
現と、法科大学院間の連携・協働による全体の教育水準の向上である。一人一人異なる強み
を持つ法学未修者の声に耳を傾けながら、それぞれの法科大学院が持つ知見やノウハウを結
集して、ポストコロナという新たな日常に向かう今こそ、改めて「公平性、開放性、多様性
の確保」を旨とする法曹養成プロセスに立ち返り、改善を継続していく必要がある。 

○ 本委員会としても、今回示した対応策について、随時、進捗の確認と成果の検証を行うとと
もに、今期十分に議論を深めるに至らなかった以下の事項については、引き続き、継続的に
検討することとしたい。 
 

・ ポストコロナ期における ICT を活用した法学教育の在り方について 
・ 非法学部出身者や社会人経験者が有する多様な知識・能力や経験を踏まえた法科大学院教

育の在り方について 
・ 夜間主コースをはじめとする、有職社会人にとって学びやすい学修環境の在り方について 
・ 法曹志望や法科大学院進学への意欲・関心を高める取組や適性を踏まえた入学の在り方に

ついて 
・ １年次教育と法曹コースの教育の連携の在り方について 
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中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会

法学未修者教育の充実について 第10期の議論のまとめ 令和３年２月3日

◆ICTを活用した法学教育の在り方 ◆法曹志望や法科大学院進学への意欲・関心を高める取り組みや適性を踏まえた入学の在り方
◆非法学部出身者・社会人経験者が有する多様な知識・能力や経験を踏まえた法科大学院教育の在り方
◆夜間主コースをはじめとする有職社会人の学修環境の在り方 ◆１年次教育と法曹コースの教育の連携の在り方

• 法学未修者(非法学部出身者、社会人経験者、有職
社会人等)は、自分に適した学修方法や確保できる学修
時間などが様々。

• 習熟度の違い等を踏まえた上で、複数の選択肢を用意し、
個々の学生にとって最適と考えられる方法を選択できる
ような学修環境を提供することが重要。

コロナ禍での実績を踏まえ、より本質的な双方向・多方向の教育の実現に向けて、科目の特性や学修者の状況に応じて、
オンデマンド方式を含めたICT（遠隔授業）を適切に活用。
〔メリット〕 時間や場所の制約なく自らのペースで繰り返し視聴が可能

オンデマンド方式の予復習をもとにした反転授業で、より本質的な双方向・多方向の授業を実現
共有や公開が容易なため、入学予定者向けの模擬授業・導入授業、学内FDなど、幅広い活用が可能

一方で、ICTを活用する際には、学修意欲を維持したり、教職員・学生同士の交流を確保したりする工夫が必要。
補助教員（修了生や法律実務家等）による授業フォローや論述指導を一層促進し、学修面・生活面・精神面で学生支援を
実施。文部科学省は、補助教員の学修支援がカリキュラムの一環として組織的・機能的に行われるよう留意事項を整理。
学生の希望に応じ、長期履修制度などを柔軟に活用し、多様な学修計画の選択肢を提供。

法学未修者の中でも、特に非法学部出身者、社会人経験者、有職社会人に配慮した学修環境を整えることが必要。
有職社会人や法科大学院が立地しない地域の居住者の学修をより充実させるため、ICT(オンデマンド方式)を活用。
非法学部出身者等の初学者向けに、法律基本科目のガイダンス、司法試験合格者の体験談、法曹三者による仕事紹介
など、入学前の多様な学修機会を提供。また、科目等履修生として入学前に取得した単位を既修得認定することも可能。
法律基本科目の学修に注力できる環境を整備するため、入学前の実務経験や法学以外の知識・能力の評価手法を検討。

法科大学院協会を中心として、法学未修者教育の課題、方策等を継続的に議論する場（協働プラットフォーム）を設置。
法学未修者に適した教育内容・手法の共有・開発のほか、補助教員の活用、FD・SDの活性化等について、法科大学院
間で協働することにより、法学未修者教育の全体の教育水準の向上を目指す。

全国共通の試験結果をもとに、１年次教育の成果分析を通じた学修・進路指導を充実する。
各法科大学院における客観的な進級判定の一材料として、引き続き、適切に活用する。

法科大学院をめぐる現状

法学未修者教育の充実に向けた課題

課題を踏まえた５つの対応策

多様な経歴や能力に配慮した

学修者本位の教育の実現

法科大学院間の協働による

全体の教育水準の向上

• 法学未修者教育の課題は法科大学院に共通する課題
が多い。

• 各法科大学院が有する経験やノウハウ等を共有し、
法学未修者教育の充実にともに取り組むことが期待される。

• 一連の改革により、募集継続校は35校、入学定員総数は2,253人
と、規模が適正化。R２年度からの定員管理により、司法試験合格ま
での予測可能性を高める。

• 法学部３年(法曹コース)＋法科大学院２年のプロセスを幹とする
５年一貫教育制度の創設と司法試験の在学中受験資格の導入に
より、学生の時間的・経済的負担を軽減。

• 法学未修者については、入学者全体に占める社会人・非法学部出
身者が減少(各２割未満)。司法試験合格率も法学既修者との差
が顕著（累積合格率は、既修者74.9％に対し、未修者44.8％）であり、
さらなる対応が必要。

• 人生100年時代、デジタル化、ポストコロナ社会では、多様な法的
サービスの提供が求められ、幅広い知見を有する法律人材の量的・
質的ニーズが増加。

社会ニーズの高まる多様な領域（技術革新への対応、グローバル・ローカルの諸課題への対応等）において多数の法科大学院修
了生が活躍し、法科大学院教育の成果を広く社会に還元できるよう、キャリアパスの開拓、就職先機関との連携、的確な
情報提供・発信等を行う。法科大学院修了生の幅広い進路を把握し、発信することが重要。

今後のさらなる検討課題 上記の対応策の進捗確認と成果検証を行いつつ、引き続き検討

１ 学修者本位の教育の実現

２ 社会人学生等の実態に配慮した学修体制

３ 効果的・効率的な学修に向けた法科大学院間の協働

４ 共通到達度確認試験を活用した学修の充実・改善

５ 法科大学院修了生のキャリアパスの多様化
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志願者数

入学定員数・入学者数・入学定員充足率の推移
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■ 入学者（法学未修者コース）のうち社会人経験者入学者数
■ 入学者（法学既修者コース） 〃

入学者数の推移
（社会人経験者）

3,417
2,350

3,481
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社会人経験者の割合

（右軸）

法学既修者コース
社会人経験者数

法学未修者コース
社会人経験者数

法学既修者コース
社会人経験者の割合

社会人
333人

入学者
1711人

②
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入学者数の推移
（非法学部出身者関係）

法学未修者コースに占める
非法学部出身者の割合

法学既修者コース
（２年課程）

①法学部出身者数
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出身者
271名
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※ 長期履修者を除く

標準修業年限修了者数・修了率の推移
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● 進級判定対象者全体
▲ うち、法学部出身者
▲ うち、非法学部出身者

※ 長期履修者を除く

進級率の推移
（未修１年次から２年次への進級率）

非法学部出身者
進級判定対象者全体

⑤
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6,899

■ 司法試験受験者数（法科大学院修了） ■ 合格者数（法科大学院修了） ━ （新）司法試験合格率（法科大学院修了）
■ 司法試験受験者数（予備試験） ■ 合格者数（予備試験）

※平成18年の受験者は、法学既修者コースの修了者のみ。

法科大学院修了
資格による受験者
の司法試験合格率

3,703

1,450

司法試験合格率のこれまでの推移 ⑥

法学既修者： 43.7% 法学未修者： 17.6%
【令和２年試験の結果：32.7％】

法科大学院修了者
累計合格者数
２４,４３８人

※募集停止・廃止校を含め、令和２年司法試験までのデータを用いて算出している（令和３年１月時点）
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（人）

法科大学院制度の創設

■ 新司法試験合格者（予備試験ルート）
■ 新司法試験合格者（未修者コース）
■ 新司法試験合格者（既修者コース）
■ 旧司法試験合格者

法学未修者コース修了者（※）
の受験開始

法学既修者コース修了者（※）
の受験開始

司法試験合格者数のこれまでの推移

※ 標準修業年限は２年間

※ 標準修業年限は３年間

未修者の累計合格者数
8,124人

⑦

※募集停止・廃止校を含め、令和２年司法試験までのデータを用いて算出している（令和３年１月時点）
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法学既修者コース修了者では、法学部出身者と非法学部出身者の間に大きな開きがある。
一方、法学未修者コース修了者では、法学部出身者と非法学部出身者とでほとんど差がない。

司法試験合格率の推移（単年度）（未修/既修、法学部/非法学部別）

法
学
既
修
者
コ
ー
ス

法
学
未
修
者
コ
ー
ス

既修者コース（法学部）

既修者コース（非法学部）

未修者コース（法学部）

未修者コース（非法学部）

⑧

※募集停止・廃止校を含め、令和２年司法試験までのデータを用いて算出している（令和３年１月時点）
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法学未修者コース修了者の合格率は、当初は低下傾向であったが、近年は上昇傾向。
しかしながら、依然として法学既修者コース修了者の合格率の半分以下にとどまる。

司法試験合格率の推移（修了直後）（未修/既修別）
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16.6% 15.3% 14.9% 16.3% 17.3%
21.3%

27.8%
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70.0%

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

●全体
■法学既修者コース
▲法学未修者コース

法学既修者コース
（２年課程）

法学未修者コース
（３年課程）

全体

⑨

※募集停止・廃止校を含め、令和２年司法試験までのデータを用いて算出している（令和３年１月時点）

〇全体の累積合格率は政府目標である7割にわずかに達していない。
〇法学既修者コース修了者は修了後２年目で約７割が合格しているのに対し、
法学未修者コース修了者の合格率は５年累積でも5割に満たない。

31.0%

37.6% 39.1%
44.2% 44.8%

60.0%

72.3% 73.5%
72.0%

74.9%

52.4%

62.1% 62.9% 64.0% 64.7%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

法学未修者コース（３年コース） 法学既修者コース（２年コース） 全体

H27年度修了者
（５年目）

H28年度修了者
（４年目）

H29年度修了者
（３年目）

H30年度修了者
（２年目）

Ｒ１年度修了者
（１年目） 修了年度

（修了後年数）

※ 募集停止・廃止校を除く35校を対象として、令和２年司法試験までのデータを用いて算出している。（令和３年１月時点）
※ 司法試験累積合格率は、法科大学院修了者数のうちの司法試験実受験者数を用いて算出している。

合格率

司法試験累積合格率（未修/既修別）

法学既修者コース

全体

法学未修者コース

⑩
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H16

H17

H18

H19

H20

H21

「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について（報告）」（平成21年4月17日　法
科大学院特別委員会）
・授業科目やその内容について、適切な科目区分整理を行い、法律基本科目の質的充実
はもとより量的充実を図ることが必要。
・法学未修者１年次における法律基本科目について、履修登録単位数の上限を36単位とす
る原則を維持しながら、最大42単位とすることを認める弾力的な取扱いが必要。
・法学未修者１年次の授業の実施については、双方向・多方向的な授業方法を基本としつ
つ、講義形式による授業方法との適切な組み合わせを行うなど、授業方法の一層の工夫が
必要。
・法学未修者１年次における成績評価・単位認定及び２年次への進級判定は厳格に行われ
ることが必要。
・ 認証評価機関における評価に当たっても、上記の考え方に従い評価基準や解釈指針及
びその適用の在り方について今後検討が必要。

H22

・１年次について、履修登 録上限単位数の標準である36単位を超えて、法律基本
科目を６単位 増加させることを可能とした（省令・通知）
　⇒　法律基本科目の配当科目数が増加
・成績評価・進級判定・修了認定が厳格化
　⇒　標準修了年限での修了率が低下

H23

H24

「法科大学院教育の更なる充実に向けた改善方策について（提言）」（平成24年7月19日　中
央教育審議会 大学分科会 法科大学院特別委員会）
・法科大学院における法学未修者教育に関する優れた取組の共有化の促進
・入学前に法的知識・考え方などを学べるようにするための取組等の促進
・ 法学未修者教育充実のための新たなワーキング・グループを設置し、改善方策について
集中的に検討する体制の構築が必要。

「法学未修者教育の充実方策に関する調査検討結果報告」（平成24年11月30日
中央教育審議会大学分科会　法科大学院特別委員会　法学未修者教育充実のた
めの検討ワーキング・グループ）
・法科大学院全体を通じた厳格な到達度判定の仕組みである共通到達度確認試
験の実施を提言
・法律基本科目をより重点的に学ぶことのできる仕組みの導入を提言
・未修者教育に関する優れた取組をまとめた 事例集を作成

H25

「共通到達度確認試験等に関する調査検討経過報告」（平成25年11月22日中央教育審議
会大学分科会　法科大学院特別委員会　共通到達度確認試験等に関する検討ワーキン
グ・グループ）
・法学未修者がより多く法律基本科目の履修が可能となるよう単位数の増加及び配当年次
の在り方について見直しを検討することが考えられる。
・多様な学修経験や実務経験・社会経験等を有する法学未修者には展開・先端科目群など
の一部履修を軽減するなどの措置を講じることが考えられる。
・このような取組を適正に評価できるよう、認証評価機関の評価基準等の見直しが行われる
ようにする必要がある。
・法学未修者の法律基本科目の学修理解を深めることに資するため、既存の教育研究組
織が提供する授業科目を補習的に活用することが考えられる。

「法科大学院教育の抜本的かつ総合的な改善・充実方策について（提言）」（平成26年10月
9日 中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会）
・法科大学院教育における「プロセス教育の確立」のため、法学未修者について追加が認め
られている法律基本科目の配当年次の拡大やその単位数の更なる増加を可能とするなど
法学未修者教育の充実や、法学既修者をも対象とする共通到達度確認試験（仮称）の導
入、指導における司法試験問題等の活用や若手実務家の協力などを通じた法曹として不
可欠な基本的知識・理解の修得の徹底することが必要。

「法学未修者に対する法律基本科目の指導の充実について（通知）」（26文科高第
393号，平成26年８月11日）
・法学未修者を対象として法律基本科目の単位数を増加させた場合に，法学既修
者が30単位を超えて修得したものとみなすことができる単位数について，これまで
１年次において６単位まで認められていたものを，１年次と２年次で合わせて10単
位程度に増加させるとともに，２年次も含めて，法律基本科目の学修のためであれ
ば，44単位程度まで履修の上限の適切な範囲内であるとした。
・十分な実務経験を有する者について，相当する展開・先端科目に代えて法律基
本科目を２～４単位程度履修することも可能であるとした。

共通到達度確認試験の試行開始（～平成30年度）

H27 法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムを開始

H28

「統一適性試験の在り方について（提言）」（平成28年９月26日　中央教育審議会　大学分科
会　法科大学院特別委員会）
・適性試験以外の方法による入学者選抜についての一定のノウハウがすでに蓄積されてい
ると考えられる状況も鑑みるとともに、28年調査の結果も踏まえると、未修者についても、統
一適性試験の利用を法科大学院の任意とすべき。
・文部科学省において、未修者の入学者選抜についてのガイドラインを策定し、各法科大学
院と法科大学院を対象とした各認証評価機関に提示し、認証評価機関において、当該ガイ
ドラインを踏まえた各法科大学院の取組を評価することで、受験者の適正判定の適確性・客
観性を担保すべき。

「法科大学院未修者等選抜ガイドライン」（平成29年2月13日　中央教育審議会
大学分科会　法科大学院特別委員会）を作成

H29

「専門職大学院に関し必要な事項について定める件の一部を改正する告示」（平
成30年文部科学省告示第66号）
⇒法科大学院の入学者選抜に関する努力義務の削除
　法科大学院の入学者選抜について，入学者のうち，法学を履修する課程以外の
課程を履修した者又は実務等の経験を有する者（以下「法学未修者等」という。）
の割合が3割以上となるように努めなければならないこととしている規定を削除す
ること。（第三条関係）

法科大学院全国統一適性試験の任意化（不実施）

R1
（H31）

法科大学院の教育と司法試験等の連携等に関する法律等の一部改正
・法科大学院における法曹となろうとする者に必要な教育を段階的・体系的に実施
することを明確化
・職業経験を有する者等への入学者選抜における配慮の明確化

関連施策

法学未修者教育に関するこれまでの議論の経緯

H26

H30

「法科大学院等の抜本的な教育の改善・充実に向けた基本的な方向性」（平成30年３月13
日　中央教育審議会大学分科会　法科大学院等特別委員会）
・法科大学院入学者に占める法学系課程以外出身の者又は実務経験者の割合を「３割以
上」とする文部科学省告示の基準は、入学者の質の確保の観点から見直すべき。
・進級時に共通到達度確認試験を受けさせることなど、学生の質保証の仕組みを導入・整
備することが必要。
・ 新しい「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」において、未修者教育を効果
的に行っている法科大学院に対しては、より安定的・継続的に支援することが必要（例えば
複数の法科大学院が連携して未修者教育を実施、法学部の法曹コースに純粋未修者の教
育機能を分担させる取組、多様なバックグラウンドを有する法曹を輩出している法科大学院
への評価）
・教育課程や入学者選抜の在り方を含めて調査研究を実施し、共有可能とする。
・未修１年次の特定科目について若手実務家の活用の促進を検討。
・社会人として十分な実務経験を有する者の入学の促進策をも含め、未修者教育の改善の
ための必要な支援方策について、地方における法曹養成機能にも配慮しつつ、引き続き検
討。

中教審等における提言の主なポイント

⑪
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構想

法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム 未修者教育の改善充実に資する取組
「法科大学院の機能強化構想について～令和２年度法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム審査結果～」より

大学名 取組

筑波大学 ・若手弁護士チューターによる個別指導型ゼミの充実

早稲田大学 ・AA(アカデミック・アドバイザー)によるパートナー制度、入門導入講義等の実施による就学前準備や
課外講座の充実など、未修者サポート体制の再構築

一橋大学 ・個別連絡やFD会議の場を通じて１年次必修科目の授業担当教員間による情報共有
・予習課題の出し方の工夫や授業で扱った内容のダイジェストを授業後に復習用材料として配布

京都大学 ・未修者枠合格者を対象とした入学前授業見学会の実施

神戸大学 ・法学未修者の教育・学習支援パッケージモデルの開発や他大学への発信・提供

2018年10月～2019年９月の各法科大学院の特色ある取組のうち、法学未修者教育の改善充実に
資すると評価されている取組。

⑫

○専門職大学院設置基準
（授業の方法等）

第８条 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専
攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しく
は質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。
２ 大学院設置基準第１５条において準用する大学設置基準･･･第２５条第２項
の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させ
ることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認めら
れる授業について、行うことができるものとする。

○大学設置基準
(授業の方法)

第２５条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれら
の併用により行うものとする。
２ 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを
高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

法科大学院におけるICT活用 関連条文 ⑬
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○大学設置基準第２５条第２項の規定に基づき、大学が履修させることができる
授業等について定める件（平成１3年文部科学省告示第５１号）
【いわゆる「メディア告示」】

通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、
音声、静止画、動画等の多様な情報を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要
件を満たし、大学において、大学設置基準第二十五条第一項に規定する面接授業に
相当する教育効果を有すると認めたものであること。

一 同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研
究室又はこれらに準ずる場所（大学設置基準第三十一条第一項の規定により単位
を授与する場合においては、企業の会議室等の職場又は住居に近い場所を含む。以
下次号において「教室等以外の場所」という。）において履修させるもの

二 毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において学生等
に対面することにより、又は当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終
了後すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより、設問解答、添
削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関
する学生等の意見の交換の機会が確保されているもの

法科大学院におけるICT活用 関連条文 ⑬

法科大学院におけるＩＣＴ（情報通信技術）を活用した教育の在り方に関する検討結果＜概要＞
（法科大学院教育におけるＩＣＴ（情報通信技術）の活用に関する調査研究協力者会議）平成29年２月

検討の目的
○ 法曹養成制度改革推進会議決定*を踏まえ、地方在住者や有職社会人が法曹資格を取得するための途を確保
○ 地理的制約を超えた法科大学院間連携による教育の質の向上や、実務家等のキャリアアップの機会の確保

法曹養成制度改革の更なる推進について（平成27年6月30日 法曹養成制度改革推進会議決定）（抄）
第３ 法科大学院 ２ 具体的方策 （３）経済的・時間的負担の軽減
○ 文部科学省は、地理的・時間的制約がある地方在住者や社会人に対するＩＣＴ（情報通信技術）を活用した法科大学院教育の実施について、平成

28年度までの間に実証的な調査研究を行い、その結果を踏まえ、平成30年度を目途に、法科大学院における本格的な普及を促進する。

課
題

○ いくつかの法科大学院において遠隔授業の実例はあるが、関係法令や大学評価基準への適合性を気にするあまり、
普及が進まないとの指摘

○ そのため、本検討会議において、専門職大学院設置基準等の関係法令への適合性について、解釈を明確化する必要

「教育効果要件」への適合性 メディア告示への適合性
○ 教育効果要件とは

「十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業」
について、メディア授業の実施が可能

（専門職大学院設置基準第８条第２項）

○ 教育効果要件を充足するために配慮すべき要件
＜授業時間内＞
・ 同時かつ双方向・多方向によるやり取りが可能な環境の構築
・ 授業に対する受動性が強くならないよう、討論・議論の機会の確保
・ 必要に応じて、補助教員を配置することが望ましい

＜授業時間外＞
・ ラーニング・マネジメント・システム（ＬＭＳ）等の活用による

教員への質問や、学生同士の議論・交流の機会の確保
・ 学修フォローや通信途絶への代替手段のため、必要に応じて、
授業の録画配信を実施することも有効

＜学修支援全般＞
・ オフィスアワー等を活用して、学生・教員間でのコミュニケーショ
ン手段・機会を確保することが望ましい

○メディア告示とは
多様なメディアを高度に利用して、授業を行う教室等以外の場所において、授業を
履修させることができる要件を規定したもの

⇒  面接授業と類似の環境を整備することが可能であり、法科大学院の
授業において許容される

⇒  学生側の事情で通信環境に問題が生じる可能性があるため、利用回
数を制限し、面接授業又はサテライト方式による授業と併用

⇒  授業時間外の学修ツールとしては推奨されるが、法科大学院の授業
において、本方式を用いて単位認定を行うことは望ましくない

その他
最低限必要となるシステム環境、メディア授業に合わせたＦＤの必要性、法科大学院認証評価との関係、地方大学の法学部や募集停止法科大学院の
知的資産の有効活用の検討などについて言及

＜モバイル方式＞
ノートパソコンやタブレット端末等の携帯可能な機器を用いて、授業を実施する教

室等以外において、授業を受講する形態

＜サテライト方式＞
テレビ会議システム等を用いて、サテライトキャンパスや他大学などの大学施設内に

おいて、授業を受講する形態

＜オンデマンド方式＞
実施された授業を録画し、一定期間内に録画映像を視聴して授業を受講する形

態

⑭
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（１）同時双方向型による遠隔授業の実施
■新型コロナウイルス感染症拡大前
・いずれの科目群においても、約80％以上の法科大学院が実施していなかった。(28校～33校)
・他方、2校（筑波大学、駒澤大学）が同時双方向型による遠隔授業を本格的に実施していた。

■新型コロナウイルス感染症対策中
・いずれの科目群においても、約90％の法科大学院が同時双方向型による遠隔授業を実施。
(31校～35校)

■ポストコロナ期においても、約30％以上の法科大学院が同時双方向型による遠隔授業を実施する予定。
（11校～16校）

（２）オンデマンド型動画の配信・活用
■新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、約50％以上の法科大学院がオンデマンド型授業を実施。

(18校～25校)
また、欠席者用の補助教材、復習・予習用教材、授業中の教材として講義動画を配信する法科大学院も
約60％以上あり。

※注 新型コロナウイルス感染症拡大前：おおむね令和２年４月上旬まで
新型コロナウイルス感染症対策中：おおむね令和２年４月中旬から５月下旬まで

法科大学院におけるICTの活用状況 令和２年度法科大学院関係状況調査より

※令和２年度法科大学院関係状況調査のうち、法科大学院におけるICTの活用状況について各法
科大学院からの回答を概要としてまとめたもの。

新型コロナ感染症拡大前後の状況を比較

⑮

調査対象：募集継続校35校を集計

■約90％以上の法科大学院が補助教員を利用。(32校)
※その他の3校については、今回の定義にはあたらないものの、実態としては、助教や地域の
弁護士会が主体となって学生の学修支援を実施している。

（１）補助教員の活用

■授業の補助（12校）
■授業外における指導
○ゼミ等の実施（25校）
○法律に関する質問対応（16校）
○学習方法に関する相談対応（18校）
○進路に関する相談対応（11校）
○その他（4校）

（２）補助教員が行っていること（複数回答）

○「補助教員」は、法令上明確な定義はなく、今回の調査においては、「法科大学院の研究指導、授業担当認定を受けて
おらず、授業補助、質問対応、相談対応、ゼミでの指導などを行う有給の者」と定義。

○学生や教員を除く、法科大学院修了生、司法修習生、弁護士等を幅広く含み、名称も、アカデミック・アドバイザー、
チューター、メンター、学習アドバイザー、TAなど様々であり、授業の補助、学修・生活相談、課外ゼミ等の学修支援を実施
する者として回答してもらった。

補助教員による学修支援 令和２年度法科大学院関係状況調査より

調査対象：募集継続校35校を集計

⑯

37- 101-



・創価大学法科大学院：
「土曜補習」において、補助教員（チューター）同士の縦の連携や教員との組織的・日常的な連携。

・早稲田大学法科大学院：
修了者弁護士であるアカデミック・アドバイザーを数十名規模で配置し、その中から数名の代表者を
定めて取組全体の運営を協議するとともに、２か月に１回程度法科大学院執行部との協議を実施。

・明治大学法科大学院：
正規教員によるクラス担任に加えて、修了者弁護士などからなる教育補助講師の一部を副担任として
配置。

補助教員による学修支援（好事例）

「法科大学院における法学未修者への教育手法に関する調査研究成果報告書」より
（文部科学省 平成30年度先導的大学改革推進委託事業）

・筑波大学法科大学院：
教務委員会においてチューターゼミ担当の専任教員を配置し、監督指導。
補助教員によるゼミの科目、対象年次・学生、実施時期、実施方法について、予め実施要領の作成をする際に
適宜連携検討を加えるほか、実施結果を提出させて、フィードバック。

・金沢大学法科大学院：
補助教員と担当教員の意見交換会を開催。

文部科学省 令和２年度法科大学院関係調査より

⑰

長期履修制度令和２年度法科大学院関係状況調査より

働きながら学修できる環境の整備

■働きながら学修できる環境を整備し、より多くの多様な経験を有する優秀な社会人学生の法科大学院への入学を
促進するために どのような方策を実施しているか。（複数回答可）

■実際に長期履修制度を活用している学生の状況。

6
13

28
2

昼夜開講制・夜間コースの設定

長期履修制度の実施

入学前に法的知識・考え方などを学べるようにするための取組（見学会含む）

その他

3

4

5年

4年 筑波大学、九州大学、日本大学、関西大学

琉球大学、駒澤大学、福岡大学

該当学生の人数

平均履修期間

合計４３人（ ７校 ）

（校）

（校）

⑱調査対象：募集継続校35校を集計
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各大学の長期履修制度の取組例 
令和 2 年 7 月 1 日現在 

 
○筑波大学  

対象 未修者、既修者 

履修年限 未修者３年を４年、既修者２年を３年 

入学後に長期履修制度の適用を受ける余地もあり 

履修方法 1 年間に取得できる単位数は、標準年限の 3年間に比べて、約 4分の 3に制限 

授業料 標準年限の 4分の 3、 

4 年間でのトータルの授業料は、標準年限の 3年間の場合と同じ額 

申請時期 入学手続時、初年度修了時 

申請の条件 仕事や介護等の事由（大学全体の要件） 

在籍人数（うち R2 入学） ２５人(3 名) 

主な長期履修の事由 働きながら勉強しているため 

 

○琉球大学 

対象 未修者･既修者（在学者も対象） 

履修年限 事情に応じて 4 年間から 6年間 

履修方法 指導教員と相談しながら計画的に履修する 

授業料 納入する授業料総額は標準３年間(既修者は２年間)分で良い 

申請時期 入学手続時（やむを得ない場合は 2 月末） 

申請の条件 職業を有する方 

育児、出産又は長期介護等により、標準修業年限で修了することが困難な方 

その他やむを得ない事情により標準修業年限で修了することが困難であると認めた

方 

在籍人数（うち R2 入学） ４名（0名） 

主な長期履修の事由 働きながら勉強しているため、体調不良、出産・育児のため 

 

  

⑲ 
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○日本大学  

対象 未修者、既修者 

履修年限 未修者 4 年、既修者 3 年 

履修方法 1 年間に履修できる上限単位数は、 

 未修：通常（36/36/44）のところ、長期履修（28/28/28/32） 

 既修：通常（36/44）のところ、長期履修（28/28/32） 

授業料 標準修了年限で支払う総額を、長期履修する年限で分割 

申請時期 入学試験出願時及び入学手続時 

申請の条件 特になし 

在籍人数（うち R2 入学） ７名（0名） (未修 5 名/既修 2名) 

主な長期履修の事由 働きながら勉強しているため 

 

○関西大学 

対象 未修者 

履修年限 4 年間  

履修方法 履修科目、履修制限単位、進級要件及び在学年限（6 年）は全て法学未修者コース標

準コースと同じ条件 

履修制限単位については、1 年目及び 2 年目は法学未修者コース標準コースの 1 年次

の 2分の 1、3年目は法学未修者コース標準コースの 2 年次と同じ、4 年目は法学未修

者コース標準コースの 3年次と同じ条件 

授業料 4 年間で支払う授業料は、標準コース 3年分の授業料とほぼ同額 

申請時期 入学手続時（11 月申請、12 月面談） 

申請の条件 特になし 

在籍人数（うち R2 入学） １名（1名） 

主な長期履修の事由 働きながら勉強しているため 
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■未修１年次の履修登録単位数の上限を36単位から44単位を上限として拡大しているか。

4

3

3

2

6

1

16

44単位

42単位

40単位

39単位

38単位

37単位

36以下

（参考）「法学未修者に対する法律基本科目の指導の充実について（通知）」
（２６文科高 第３９３号、平成２６年８月１１日）

・法学未修者を対象として法律基本科目の単位数を増加させた場合に、法学既修者が３０単位を超えて修得
したものとみなすことができる単位数について、これまで１年次において６単位まで認められていたものを、
１年次と２年次で合わせて１０単位程度に増加させるとともに、２年次も含めて、法律基本科目の学修の
ためであれば、４４単位程度まで履修の上限の適切な範囲内であるとした。
・十分な実務経験を有する者について、相当する展開・先端科目に代えて法律基本科目を２～４単位程度
履修することも可能であるとした。

19校

法学未修者の履修登録単位数の上限 令和２年度法科大学院関係状況調査より

（校）

調査対象：募集継続校35校を集計

⑳

【第３回試行（H29.3.16）】 ７科目まで科目を拡大

共通到達度確認試験

◆ 正誤式問題と多肢選択式問題を用いたマークシート方式
◆ 「共通的な到達目標モデル※」に則した出題※法科大学院で共通して学修することが必要な内容・水準を示すものとして2010年策定。
◆ ５７校の４８４名の学生が受験（対象811名）

【第２回試行（H28.3.14）】 ２年次学生（未修者・既修者）まで対象を拡大
◆ 対象者を拡大（ １年次学生（未修者）に加え、２年次学生（未修者・既修者）も対象）
◆ ６０校の１，１５３名の学生が受験（対象３，１３９名）
◆ 受験者の法科大学院における成績等との比較分析を行うためのデータを収集

【第１回試行（H27.3.12）】 １年次学生（未修者）を対象に、憲法・民法・刑法の３科目を実施

◆ 刑事訴訟法・民事訴訟法・商法・行政法の４科目を追加（２年次学生（未修者・既修者）が対象）
◆ １年次学生と２年次学生で共通問題と学年別問題を組み合わせて実施（科目：憲法・民法・刑法）

○ 共通到達度確認試験は、各法科大学院が共通して客観的かつ厳格に進級判定を行うことができるよう、全法科大学
院が共通の問題を用いて統一的に学生の到達度を確認するための試験。

【第１回（Ｒ2.1.12）】本格実施

【第４回試行（H30.3.15）】 １・２年次学生を対象に、憲法・民法・刑法の３科目を実施
◆ 第３回試行試験の結果を踏まえ、１年次学生と２年次学生で共通の問題で実施（科目：憲法・民法・刑法）

【第５回試行（H31.３.14）】 １・２年次学生を対象に、憲法・民法・刑法の３科目を実施

【第２回（Ｒ３.１.10）】

◆ 憲法・民法・刑法の３科目で実施
◆ すべての法科大学院の未修１年次生の受験が必須。進級判定に活用
◆ 参加大学数：３７校（国公立大学：１８校、私立大学：１９校） 志願者数：６８７名 出席者数：６０３名（出席率：８７．８％）

◆ 参加大学数：３７校（国公立大学：１８校、私立大学：１９校） 志願者数：６５１名 出席者数：５６０名（出席率：８６．０％）
◆ 新型コロナウィルス感染症の影響等により試験日における状況が各大学で異なることが予想されたため、オンラインでの実施も可とした

㉑
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法科大学院修了生の進路

・「司法試験合格」以外の「就職」「前職と同じ又は継続」の割合は低い
（比較すると、未修者のほうが高い）
・未修者は約4分の1が修了後5年目まで司法試験受験勉強を継続
・修了後の進路をきちんと把握できていない状況にある 令和元年度文部科学省法科大学院調査より

㉒

※平成28年3月 文部科学省先導的大学改革推進委託事業「法科大学院修了生の活動状況に関する実態調査」パンフレットより抜粋

修了生の就業先業種

７割以上

㉓
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法務担当者の採用（配置）の方針（過去の調査との比較）

選択肢 今回 第１０次 第９次 第８次
法務業務経験者を中途採用する 46.8% 47.5% 41.9% 18.4%
他部門から異動させる 38.4% 45.9% 47.5% 54.2%
新卒（大学、大学院）または勤務経験のない既卒を採用する 31.7% 39.1% 47.5% 46.3%
法科大学院修了者を弁護士資格が無くても採用する 24.4% 8.8% ― ―
法律事務所での実務経験のある弁護士（国内資格）を採用する 12.5% ―

― ―

司法修習を終えた直後の弁護士を採用する 10.7% 5.3%
企業や行政機関での実務経験のある弁護士（国内資格）を採用する 6.6% ―
海外弁護士資格のある者を採用する 4.7% 3.4%
法律事務所での実務経験と企業での就業経験双方を持つ弁護士（国内資格）を採用する 4.5% ―
※実務経験のある国内弁護士資格を採用する 13.6% 4.8%
※弁護士資格（国内・海外）のある者を採用する 19.0% 9.7% 15.2% 2.3%

グループ会社の法務部門等から出向者を配属させる 6.1% 6.5% 5.2% 5.9%
法務分野以外の業務経験者を中途採用する 4.7% 4.4% ― ―
特に方針はない 19.9% 16.6% 12.1% 17.7%
無回答・その他 4.2% 4.1% 4.5% 3.3%

小島武司/米田憲市監修、経営法友会/法務部門実態調査検討委員会『別冊NBL/No.160 会社法務部【第11次】実態調査の分析報告』（商事法務、2016年、107頁）

㉔
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第 10 期中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会 審議経過 

 
 
第 92 回 令和元年 6 月 27 日（木）10 :00－12 :00 

1.座長の選任等について 
2.法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律及び第 10 期の審議事項

について 
3.法科大学院教育の充実及び法科大学院と法学部等との連携の在り方について 

 
第 93 回 令和元年 7 月 26 日（金）14:00－16:00 

1.法科大学院教育の充実、法曹養成連携協定の認定要件及び認証評価の重点化について 
 
第 94 回 令和元年 9 月 10 日（火）10 :00－12 :00 

1.法曹養成連携協定の文部科学大臣の認定に関する省令、専門職大学院設置基準及び認証評価に関する省
令について 

2.法学未修者教育の充実について 
 
第 95 回 令和 2 年 1 月 31 日（金）10 :00－12 :00 

1.法科大学院教育等に関する動向について 
2.法学未修者教育の充実と共通到達度確認試験について 
3.認証評価の改善・充実について 
4.KPI の設定について 

 
第 96 回 令和 2 年 5 月 15 日（金）10 :00－12 :00 

1.コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う対応について 
2.認証評価の充実の方向性について 
3.定量的な数値目標（KPI）の設定について 
4.在学中受験資格の導入に伴うカリキュラム等の工夫例について 
5.法学未修者教育の充実について（7 つの論点の提示） 

 
第 97 回 令和 2 年 7 月 7 日（火）17:00－19:00 

1.コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う対応について 
2.法学未修者教育の充実について（「未修者コース改革案」の提案：酒井委員） 

 
第 98 回 令和 2 年 9 月 9 日（水）10 :00－12 :00 

1.法学未修者教育の充実について（共通到達度確認試験の実施体制に関する発表：共通到達度確認試験管
理委員会事務局） 
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第 99 回 令和 2 年 10 月 22 日（木）15 :00－17 :00  
1.法学未修者教育の充実について（導入講座動画サンプルの提案：酒井委員） 

 
第 100 回 令和 2 年 12 月 8 日（火）13:00－15 :00  

1.法学未修者教育の充実について（社会人の学修に関する発表：筑波大学、学ぶ側の視点に関する発表：日
弁連法務研究財団） 

2.「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」について 
 
第 101 回 令和 3 年 1 月 18 日（月）10 :00－12 :00 

法学未修者教育の充実について 
 
第 102 回 令和 3 年 2 月 3 日（水）10 :00－12 :00 

第 10 期における議論のまとめ（案）のとりまとめ 

46- 110-



第１０期中央教育審議会大学分科会 

法科大学院等特別委員会委員名簿 

委  員：平成 31 年２月 15 日発令 

臨時委員：平成 31 年４月１日発令 

専門委員：令和元年６月４日発令 

（委  員） 

有 信 睦 弘  東京大学未来ビジョン研究センター特任教授 
         東京大学大学執行役・副学長 
清 原 慶 子  杏林大学客員教授 

ルーテル学院大学学事顧問・客員教授 
（臨時委員） 

土 井 真 一  京都大学大学院法学研究科教授 

 

（専門委員） 

 一 場 康 宏  司法研修所事務局長 
井 上 由 理  日本ペイントホールディングス株式会社執行役最高法務責任者 
大 澤   裕  東京大学大学院法学政治学研究科教授 
大 貫 裕 之  中央大学常任理事・法務研究科教授 
加 賀 讓 治  創価大学法学部教授 
片 山 直 也  慶應義塾大学大学院法務研究科教授 
菊 間 千 乃  弁護士 
北 居   功  慶應義塾大学大学院法務研究科委員長 
木 村 光 江  東京都立大学 法科大学院教授  
久保野 恵美子  東北大学大学院法学研究科教授 
酒 井   圭  弁護士 
潮 見 佳 男  京都大学副学長、大学院法学研究科教授 
髙 橋 真 弓  一橋大学大学院法学研究科准教授 

富 所 浩 介  読売新聞東京本社論説副委員長 

中 川 丈 久  神戸大学大学院法学研究科教授 
松 下 淳 一  東京大学大学院法学政治学研究科教授 
丸 島 俊 介  弁護士 

丸 山 嘉 代  法務省大臣官房司法法制部司法法制課長 

水 島 郁 子  大阪大学大学院高等司法研究科教授 
山野目 章 夫  早稲田大学大学院法務研究科教授 
山 本 和 彦  一橋大学大学院法学研究科法曹養成専攻長 
 

令和２年１０月２２日現在 

 
大 沢 陽一郎  読売新聞東京本社論説副委員長 

染 谷 武 宣  司法研修所事務局長 

福 原 道 雄  法務省大臣官房司法法制部司法法制課長 
 

 

座長代理 

座長 

（令和２年１月 31 日発令） 

（令和２年 10 月 22 日発令） 

（令和２年９月９日発令） 

（令和２年７月３日発令） 

（令和２年７月２日まで） 

（令和２年 10 月 22 日まで） 

（令和２年１月 30 日まで） 
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共通到達度確認試験の得点率

憲法・民法・刑法の合計 相関係数：0.551

共通到達度確認試験試行試験結果と司法試験（短答式試験）結果の散布図
（第２回～第４回 ※第４回は２年次のみ。２年次には既修者を含む。）（平成２９年・平成３０年・令和元年 ※修了後１年目の受験に限る。）

第2回～第4回共通到達度確認試験試行試験得点分布（全体）

試行試験
得点率

人数

【第２回（３００人） 】
１、２年次（２年生には既修者を含む）

【第４回（２５２人）】
２年次（※既修者を含む）

【第３回（２０３人）】
１、２年次（※２年生には既修者を含む）

※令和２年７月までにデータの提供があった法科大学院のみを対象としているため、今後、データの追加等により変動しうる。

※ 憲法・民法・刑法
N=755

共通到達度確認試験（試行試験）成績と司法試験（短答式試験）成績の相関分析
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33%

43%

試行試験
得点率

人数

■司法試験（短答式試験）の合格に必要な成績以上
■司法試験（短答式試験）の合格に必要な成績未満

司法試験（短答式試験）の合格に必要な成績を基準とした分布

「第２回、第3回又は第４回共通到達度確認試験試行試験」(※１)を受け、かつ、平成29年度、平成30年度又は令和元年度の司法試験(※２)を受

けた者を、各司法試験（短答式試験）の合格に必要な成績(※３)を基準として、それ以上の者とそれ未満の者に分類してみると、傾向としては、

○確認試験の得点率上位70％以上の層は、司法試験（短答式試験）の合格に必要な成績を得た者の率が約80％以上。

○確認試験の得点率下位10％以下の層は、司法試験（短答式試験）の合格に必要な成績を得た者の率が約40％以下。

(※１)第4回は2年次のみ。2年次には既修者を含む。 (※２)修了後1年目の受験に限る。 (※３)最低ライン点（40％点）に達していない科目がある者を含む。以下同じ。

確認試験の得点率上位70％確認試験の得点率下位１0％

※令和２年７月までにデータの提供があった法科大学院のみを対象としているため、今後、データの追加等により変動しうる。

N=755
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中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会 

「法学未修者教育の充実について 第 10 期の議論のまとめ」を受けた委託事業について 

 

 

（１）名称：令和３年度「先導的大学改革推進委託事業」（総合評価落札方式） 

 

 

（２）調査テーマ：法科大学院における法学未修者教育の更なる充実に関する調査研究 

 

 

（３）委託概要  

令和２年３月に公表された「法学未修者教育の充実について第１０期の議論のまとめ」を踏まえ、主に、

以下３点を内容とする調査研究を行い、その成果をすべての法科大学院に還元することとする。 

 

① 法律基本科目の教育ガイドライン（憲法・民法・刑法の未修１年次のカリキュラム）及び法科

大学院における反転授業等のＩＣＴを活用した教育の在り方に関する調査研究 

 法学未修者教育においては、憲法・民法・刑法等の法律基本科目の教育を充実させることが極めて重要で

あり、各法科大学院の教育実態を踏まえた上で、内容、授業時間、方法などに関して現状の課題を指摘し、

望ましい在り方をまとめる。その際、議論のまとめでも指摘されているように（９～１０頁）、コロナ禍で明らかに

なった遠隔教育の成果と課題を検証し、オンデマンド方式を含めたＩＣＴを活用した反転授業の導入など、より

本質的な双方向・多方向の授業の在り方についても検討する。 

 

② 法科大学院入学前の導入的教育手法の在り方に関する調査研究 

 法学未修者が学修の初期段階で身に付けるべき事項に関する教育（入学前の導入的教育）に関しては、

既に各法科大学院で様々な取組がなされている導入的教育の教材や事例について調査するとともに、サン

プル教材（動画）を試作し、効果的な教育手法の在り方について調査研究を行う。 

 

③ 補助教員の組織的・機能的な活用に関する調査研究 

 補助教員に関する現状の課題（議論のまとめ１０～１１頁参照）を踏まえ、補助教員による学修支援の組織

的・機能的な活用に関する好事例や運用マニュアルなどの情報について法科大学院の枠を超えて共有が図

れるよう、調査研究を行う。 

 

なお、①～③の調査研究の進捗については、適宜、法科大学院等特別委員会に報告の上、必要に応じて助

言を得ることする。 

 

（４）入札スケジュール 

〇公告期間‥・５月２８日（金)～６月２５日（金） 

〇開札…７月１３日（火） 

資料５－２ 
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～令和３年度法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム審査結果～

文部科学省
高等教育局専門教育課

令和３年３月19日

法科大学院の機能強化構想について
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法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム審査委員会
主査談話

2

令和３年３月19日
法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム審査委員会

主 査 佐々木 毅

令和元年６月に成立した「法科大学院の教育と
司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改
正する法律（令和元年法律第44号）」に基づき、
法学部と法科大学院の連携による、いわゆる「３
＋２法曹コース」の制度が令和２年度よりスター
トしました。これまでに、全国３７の法学部等と
３０の法科大学院との間で、計６４の法曹養成連
携協定が締結され、文部科学大臣の認定を受けて
います。
こうした中、本「法科大学院公的支援見直し強

化・加算プログラム」は、各法科大学院の５年間
（令和元～５年）の機能強化構想とそれを実現す
るための具体的な取組を検証可能な目標（KPI）
とともにパッケージとして計画していただき、各
年度の進捗状況を評価する方法で実施しています。
その趣旨は、各法科大学院が自らの中長期的な在
り方を考え、その実現に向けて必要な取組を実施
するとともに、その成果を検証しながら、絶えず
自己改善していくためのPDCAサイクルの確立を
後押しすることです。

５か年構想の３年目となる今年の評価において
は、新型コロナウイルス感染症の影響により、当
初計画どおりの取組を十分に進められない状況の
ほか、司法試験の延期によってKPIを算出するこ
とができない状況が生じました。このため、各法
科大学院においては、コロナ禍にあって最善を尽
くすための工夫やそれらにより見込まれる成果に
ついて自己分析をしていただき、審査委員会とし
ては、それらを基に「新たな日常」に向けた自律
的な教育改善を促す観点から評価を行いました。
各法科大学院におかれては、良い評価を得られ

た取組を維持・継続しつつ、良い評価を得られな
かった点については改めて自己分析を行い、工
夫・改善されることを期待します。審査委員会に
おいても、引き続き各法科大学院の自律的な改革
を最大限後押しできるよう、努めていきたいと思
います。
本プログラムを通じ、各法科大学院の改革状況

が社会に発信され、より多くの有為な人材が安心
して法曹を目指せる環境が醸成されることを期待
します。
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５年間の機能強化構
想とそれを実現する
ための取組計画に基
づき、各年度の具体
的な取組状況や
ＫＰＩの進捗状況・
実績を評価

○ 文部科学省では、平成２７年度予算より、「法科大学院公的支援見直し強化・加算プ
ログラム」を導入し、法科大学院間のメリハリある予算配分を実施。

○ 本プログラムは、司法試験合格率や入学者数等の指標に基づき法科大学院を３類型に
分類し、基礎額を設定するとともに、各法科大学院から提案された５年間の機能強化構
想とそれを実現するための取組を評価し、加算額を設定するもの。

※予算配分の対象となる年度に学生募集を実施しない法科大学院は対象外。
※国からの公的支援を受けていない公立大学の法科大学院（２校）は対象外。

最
終
的
な
配
分
額
を
決
定

• 直近5年間の司法試験累積合格率
• 直近5年間の法学未修者の司法試験累積合格率

• 過去3年の修了後1年目の司法試験合格率
• 直近の入学者選抜競争倍率
• 直近の入学者数

• 夜間開講・地域性

基礎額算定率設定の指標

令和３年度予算より、

「法学未修者の司法試験の合格率」と
「修了直後の司法試験の合格率」に
おいて、新たな加点項目を導入。

(審査委員会における審査）

法科大学院を
分類

法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムについて

評価の観点

第1

第2

第3

基礎額算定率 60～80％

(２３校)

基礎額算定率 90％

(９校)

基礎額算定率 0％

(１校)

公的支援を配分


ੌ

ઍ
पૢ

ग
थ
ਸ


各取組の評点の合計を
基に、総合評価を決定。

加算率０％～50％を
総合評価（S+～C）に基づき決定。

共通到達度確認試験の
試験結果を進級判定の
資料の一つとして活用
し、未修者教育の改善
と質の保証を促進する
大学の取組を支援

特別加算枠

+
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◎各法科大学院の教育理念や強み等に応じ、
５年間の中期的な機能強化構想・取組・検
証可能な目標値（KPI)の進捗状況をパッ
ケージとして評価し、0％～50％の範囲で加
算率を決定

基礎額

５年間の機能強化構想・
取組をパッケージとして評価

②連携・連合の取組

①中央教育審議会大学分
科会法科大学院等特別委
員会における提言を踏まえ
た取組

0～１４０%配分率
（基礎額算定率＋加算率）

加算率
０～50%

「法科大学院公的支援見
直し強化・加算プログラム審
査委員会」において、各法
科大学院の取組を評価の
上、加算率を算出

第１類型：90%
第２類型：60%～80%
第３類型：0％
以下の客観的指標に基づき
類型分けし、類型に応じ配分
・司法試験合格率
・入学者数
・競争倍率 等

③大学独自の取組

特別加算枠
共通到達度確認試験を活用
した未修者教育の改善の取組

◎特別加算枠
共通到達度確認試験結果を活用し、未修者教育の改善と

質の保証を促進する大学の取組を支援

法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム配分率算出イメージ
司法試験合格率や入学者数等の指標に基づき法科大学院を３類型に分類し、基礎額算定率を
設定するとともに、各法科大学院から提案された５年間の機能強化構想とそれを実現するための取組を
評価し、加算率を設定。基礎額算定率と加算率をあわせたものを配分率とする。

4

（評価対象となる取組）
①「法科大学院等の抜本的な教育の改善・充実

に向けた基本的な方向性」の柱である
法科大学院と法学部等との連携強化の取組、
法学未修者教育の質の改善の取組等

②法科大学院等の抜本的な教育の改善・充実
に資する法科大学院間の連携・連合の取組

③その他の大学独自の取組

（評価方法）
各取組やKPIの進捗状況及び実績が計画どおりと

なっているかをS・A・B・Cの４段階で評価。各取組の
重要度を加味して合計した点数により、S⁺・S・A⁺・
A・B・Cの６段階で総合評価を実施。

基礎額算定率
0～90%
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〇今年度限りの評価方法の工夫について
今回の評価対象期間においては、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて、司法試験の実施時

期が延期されたほか、各大学において学内施設の利用が制限され、対面授業の実施が困難となったこと
等により、各法科大学院において、計画に沿った取組の実施やＫＰＩの実績値の算出が困難な部分も
あることから、以下のとおり、ＫＰＩの実績値の算出可否に応じた実績評価を行うこととした。

【対象となる評価期間】
令和元（2019）年10月～令和２（2020）年９月

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた評価

（１）KPI実績値が算出可能な取組についての実績評価

５年間の機能強化構想の実現に向けた各取組やＫＰＩの進捗状況及び実績が計画どおりとなって
いるかをＳ・Ａ・Ｂ・Ｃの４段階で評価。（従来どおり）

（２）KPI実績値が算出困難な取組※についての実績評価
※ 令和２年の司法試験合格率に関するもののほか、海外渡航又は海外からの受入れに関するもの、

国内の他大学との連携に係る取組や企業へのエクスターンシップに関するものなど。

計画の取組状況だけでなく、各法科大学院による自己評価・分析、特筆すべき事項（全学的な
コロナ禍への対応状況や制約条件化における創意工夫など）を総合的に勘案し、計画の進捗状
況をＳ・Ａ・Ｂ・Ｃの４段階で評価。

5- 164-



加算評価結果一覧

6

大学名 加算に係る
総合評価 加算率

一橋大学 Ｓ 30%

京都大学 Ｓ 30%

神戸大学 Ｓ 30%

筑波大学 Ａ＋ 20%

名古屋大学 Ａ＋ 20%

岡山大学 Ａ＋ 20%

琉球大学 Ａ+ 20%

明治大学 Ａ＋ 20%

早稲田大学 Ａ＋ 20%

北海道大学 Ａ 15%

東北大学 Ａ 15%

千葉大学 Ａ 15%

東京大学 Ａ 15%

金沢大学 Ａ 15%

大阪大学 Ａ 15%

広島大学 Ａ 15%

九州大学 Ａ 15%

大学名 加算に係る
総合評価 加算率

慶應義塾大学 Ａ 15%

上智大学 Ａ 15%

専修大学 Ａ 15%

創価大学 Ａ 15%

中央大学 Ａ 15%

日本大学 Ａ 15%

法政大学 Ａ 15%

愛知大学 Ａ 15%

立命館大学 Ａ 15%

関西大学 Ａ 15%

関西学院大学 Ａ 15%

福岡大学 Ａ 15%

学習院大学 Ｂ 5%

駒澤大学 Ｂ 5%

南山大学 Ｂ 5%

同志社大学 Ｂ 5%
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基礎額算定率設定にあたっての類型一覧

7

類型
基礎額
算定率

該当校数 該当大学

ਸ਼
ڭ
థ


90% 9校

（国立大学）7校
東北大学 東京大学 一橋大学 京都大学
大阪大学 神戸大学 九州大学

（私立大学）2校
慶應義塾大学 愛知大学

ਸ਼
ڮ
థ


A 80% ３校

（国立大学）２校
筑波大学 名古屋大学

（私立大学）１校
早稲田大学

B 70% 18校

（国立大学）６校
北海道大学 千葉大学 金沢大学 岡山大学
広島大学 琉球大学

（私立大学）12校
学習院大学 専修大学 創価大学 中央大学
日本大学 法政大学 明治大学 同志社大学
立命館大学 関西大学 関西学院大学 福岡大学

C 60% ２校

（国立大学）０校

（私立大学）２校
上智大学 南山大学

ਸ਼
گ
థ


0% 1校

（国立大学）０校

（私立大学）1校
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「基礎額算定率」及び「加算率」に基づく「配分率」一覧

・見直しの対象となる公的支援は、国立大学については、国立大学法人運営費交付金のうち、法科大学院に係る教員経費相当額、私立大学については、私立大学等経常費
補助金の「特別補助/法科大学院支援」における専任教員に係る補助額。
・特別加算枠については、本プログラムにおいて共通到達度確認試験を活用する法科大学院を対象に、未修者コース入学者の実績等に基づいて別途加算する。
・予算の配分に当たっては予算の範囲内に収まるよう、必要に応じて一律の割合を乗じて加算額を調整。
・本プログラムは、公立の法科大学院については対象としていない。 8

大学名 基礎額
算定率 加算率 配分率 掲載ページ

一橋大学 90% 30% 120% P.9

京都大学 90% 30% 120% P.11

神戸大学 90% 30% 120% P.13

東北大学 90% 15% 105% P.15

東京大学 90% 15% 105% P.17

大阪大学 90% 15% 105% P.19

九州大学 90% 15% 105% P.21

慶應義塾大学 90% 15% 105% P.23

愛知大学 90% 15% 105% P.25

筑波大学 80% 20% 100% P.27

名古屋大学 80% 20% 100% P.29

早稲田大学 80% 20% 100% P.31

岡山大学 70% 20% 90% P.33

琉球大学 70% 20% 90% P.35

明治大学 70% 20% 90% P.37

北海道大学 70% 15% 85% P.39

千葉大学 70% 15% 85% P.41

大学名 基礎額
算定率 加算率 配分率 掲載ページ

金沢大学 70% 15% 85% P.43
広島大学 70% 15% 85% P.45
専修大学 70% 15% 85% P.47
創価大学 70% 15% 85% P.49
中央大学 70% 15% 85% P.51
日本大学 70% 15% 85% P.53
法政大学 70% 15% 85% P.55

立命館大学 70% 15% 85% P.57
関西大学 70% 15% 85% P.59

関西学院大学 70% 15% 85% P.61
福岡大学 70% 15% 85% P.63

学習院大学 70% 5% 75% P.65
上智大学 60% 15% 75% P.67

同志社大学 70% 5% 75% P.69
南山大学 60% 5% 65% P.71
駒澤大学 0% 5% 5% P.73
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一橋大学大学院法学研究科法務専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

一橋大学法学研究科法務専攻においては、ビジネス法務に精通し、広い国際的視野を持ち、豊かな人権感覚を有する法律家の育成を目的としている。司法試験合格に
とどまらず、将来の指導的法律家たること、社会貢献の志の醸成に注力している。今後は、新しい法科大学院教育の理想型「一橋モデル」の構築・展開を目指す。

構想

目標値

取組

「一橋モデル」すなわち「体験・議論・成長」というコンセプトの下で、多様な学生が少人数クラスで切磋琢磨してきた一橋大学法科大学院の特性をさらに伸ば
す。学生が、互いに異なるさまざまな背景・考え方を持つ学生・教員・修了生らと出会い、法理論のみならず法実務を「体験」し、学生・教員・実務家と「議論」を
たたかわせることによって、グローバルに活躍する指導的法律家へと「成長」することを全力で支援する。さらにこの「一橋モデル」によって、全国の法科大学院教育
をリードしてゆく。

5年一貫型教育選抜により
入学した者の司法試験合
格率 75％

【概要】
法学部との連携強化を実現

するため、以下の取組を実施す
る。
１ 法学部教育への参与
（１）法学部生に対して積極
的に法律家の仕事の魅力を発
信。
（２）一橋大学法学部におけ
る法曹コース設置を支援。
（３）高度な法曹養成教育
の一部を前倒しして学部生に提
供。
（４）積極的に学部生向けの
説明会を実施し、法科大学院
への進学を促進。
２ 法科大学院の入試改革
法学部の法曹コースに在籍す

る学生に対する推薦入試制度

法学部との連携強化

①未修者の司法試験合格率
※直近3年間平均 32.2%
②未修者の標準修業年限修
了率※直近3年間平均77％

未修者教育の質の改善

【概要】
「一橋モデル」の支柱となる

未修者教育の質を改善するた
め、以下の取組を実施する。
１ ＩＣＴを活用した、多様
な習熟度に応じたきめの細か
い教育支援
（１）授業の復習・予習サ
ポート
（ア）授業の録音録画
（イ）学習アシスタントの配
置
（ウ）カウンセラーの配置
（エ）チューターの配置
（２）入学前指導
２ 出願前の体験学修
３ 共通到達度確認試験の
活用による未修者教育の質
保証・強化

金沢大学との連携

【概要】
法曹養成の一極集中を

相対化する観点から、金
沢大学との連携の検討を
開始。両学院の強みを活
かし、未修者教育の質保
証に役立てる。

教材の選定・授業内
容・授業の進め方・試験
問題の作問ポリシー・試験
結果のフィードバックなど、
教育の実質的なあり方に
ついて、相互に経験を提
供しあい、意見を交換する
などして、各校の教育の質
的向上につながることを目
指す。

修了生が法科大学院教育
へ関与した人数５人

学生の循環サイクルの
確立

【概要】
法科大学院教育の「一橋

モデル」を支える、在学生→
修了・司法試験合格→ＴＡ
として現役学生を指導→実
務経験・大学院で研究→講
演者・講師・教員としてふたた
び法科大学院に回帰するサ
イクルを確立させたい。
在学生は、身近なロールモ

デルやメンターを得ることがで
き、また、法曹として重要な
利他的精神にふれる機会も
得ることができ、修了生にとっ
ても、在学生に対する指導・
支援は、自分自身を成長さ
せるための最良の機会となる。

①司法試験合格率
71.62%
②標準修業年限修了率
83.33%

「体験・議論・成長」
プロセスの強化

【概要】
「一橋モデル」の根幹を構成す

る「体験・議論・成長」のプロセス
の強化を実現するため、以下の
取組を実施する。

多様な学生が、学生同士、
教員、修了生、実務法曹ら生
身の人間と接触する「体験」をし、
実際に「議論」をしてぶつかり合
い、「成長」することは、法科大
学院教育にとって不可欠のもの
である。今後も民事・刑事の模
擬裁判を必修科目とし、臨床
系科目の強化、先端的な実務
との接触、より深く広く法学を極
めるための研究指導など、「体
験・議論・成長」プロセスの維
持・強化に注力する。

①金沢大学法科大学院との
合同FD会議の実施回数年間
2回
②金沢大学法科大学院未修
者標準修業年限修了率
55%
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取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・目標値

法学部と
の連携強
化

未修者
教育の質
の改善

Ａ
【実績値】 0％
【取組状況】法科大学院進学促進説
明会・見学会開催、学部との連携(授
業、ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ)、入試制度改革の
実施

【実績値】ー％
【取組状況】法学部法曹ｺｰｽ設置、
講演会・ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・説明会開催、法
曹ｺｰｽ登録学生への指導、入試制度
改革の実施

【ＫＰＩ】5年一貫型教育選抜制度により入
学した者の司法試験合格率 (直近修了生の
合格率)
【基準値】74.42% 【目標値】75％

Ａ 【実績値】28.35％
【取組状況】未修者状況の情報共有、
外部機関との意見交換

【実績値】ー％
【取組状況】外部機関との意見交換、
教育体制の充実

【ＫＰＩ】①未修者の司法試験合格率
【基準値】25.8％ (直近3年間平均)
【目標値】32.2％

Ｓ 【実績値】72.2％
【取組状況】未修者状況の情報共有、
外部機関との意見交換

【実績値】75.27％
【取組状況】外部機関との意見交換、
教育体制の充実

【ＫＰＩ】②未修者の標準修業年限修了率
【基準値】74％ (直近3年間平均)
【目標値】77％

金沢大
学との連
携

Ａ 【実績値】0回
【取組状況】相互訪問・意見交換

【実績値】2回
【取組状況】訪問・意見交換

【ＫＰＩ】①金沢大学法科大学院・一橋
大学法科大学院合同FD会議の実施回数
（年間）【基準値】0回 【目標値】2回

Ａ 【実績値】0％
【取組状況】相互訪問・意見交換 【実績値】37.5％

【取組状況】訪問・意見交換
【ＫＰＩ】②金沢大学法科大学院未修者標
準修業年限修了率
【基準値】33.3% 【目標値】55%

学生の循
環サイク
ルの確立
分

「体験・
議論・成
長」
プロセスの
強化

Ｓ
【実績値】 13人
【取組状況】人権ｸﾘﾆｯｸ・上訴ｸﾘﾆｯｸの
活動、修了生の研究者教員採用及び
授業・学習ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰへの参画

【実績値】6人
【取組状況】人権ｸﾘﾆｯｸの活動、修了
生の研究者教員採用、授業・ｷｬﾘｱｱ
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰへの参画

【ＫＰＩ】
毎年度新規5人の修了生が法科大学院教育
へ関与【基準値】5人 【目標値】5人

Ａ
【実績値】65.79％
【取組状況】模擬裁判(民事・刑事)、
法律相談ｸﾘﾆｯｸ、ｴｸｽﾀｰﾝｼｯﾌﾟ、法学
研究基礎、ｷｬﾘｱ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ講演会

【実績値】ー％
【取組状況】模擬裁判(刑事)、
エクスターンシップﾟ、法学研究基礎、
キャリアプラン検討機会提供

【ＫＰＩ】
①司法試験合格率(未修・既修共通)
【基準値】71.62％ 【目標値】71.62％

Ａ
【実績値】80.22％
【取組状況】模擬裁判(民事・刑事)、
法律相談ｸﾘﾆｯｸ、ｴｸｽﾀｰﾝｼｯﾌﾟ、法学
研究基礎、ｷｬﾘｱ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ講演会

【実績値】90.32％
【取組状況】模擬裁判(刑事)、
エクスターンシップﾟ、法学研究基礎、
キャリアプラン検討機会提供

【ＫＰＩ】
②標準修業年限修了率(未修・既修共通)
【基準値】83.33％ 【目標値】83.33％

学生の循環サイクルの確立

未修者教育の質の改善

「体験・議論・成長」プロセスの強化

法科大学院に
て法曹コース3
年生につき初の
推薦入試を実
施

初の推薦入
学生受入

金沢大学との連携の実質化

2回目の推
薦入学受け
入れ

法学部との連携強化

「一橋モデル」すなわち「体験・議論・成長」というコンセプトの下で、多様な学生が少人数クラスで切磋琢磨してきた一橋大学法科大学院の特
性をさらに伸ばす。学生が、互いに異なるさまざまな背景・考え方を持つ学生・教員・修了生らと出会い、法理論のみならず法実務を「体験」し、
学生・教員・実務家と「議論」をたたかわせることによって、グローバルに活躍する指導的法律家へと「成長」することを全力で支援する。さらにこの
「一橋モデル」によって、全国の法科大学院教育をリードしてゆく。

一橋大学大学院法学研究科法務専攻 工程表
構想
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京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻 全体構想
教育理念・今後の方向性ー「連携」の強化と「多様性」の尊重ー

「自由で公正な社会の実現のため、指導的な役割を果たす創造力ある法曹を養成する」との開学以来の教育理念を、今後、個々の学生のもつ「多様性」
を尊重しつつ、他の教育組織との「連携」を強化することを通して、さらに実質的・積極的に推進する。

構想

取組の
概要

修了後１年内
司法試験

合格率 75％

法学未修者
標準修業年限
修了率 57.1％

法学部における「法
曹基礎プログラム」
の導入、同プログラ
ム修了者を対象と
する５年一貫型教
育選抜の実施、法
科大学院のカリキュ
ラム改革など、法曹
教育プロセスの全面
的な見直しを進め
る。

法学未修者の教育
について、学修支援、
基礎学力の修得、
法文書作成能力の
育成等において充
実させるとともに、入
学者選抜方法も再
検討するなどにより、
多様な知識・経験・
能力をもつ法曹の
養成をめざす。

法学未修者１年
次の教育について、
同志社大学法科
大学院と連携し、
客観的指標を用い
た学習到達度の比
較、授業の共通化
を意識した施策など
を通して質の改善を
はかる。

「特定研究学生」
制度の拡充、理論
演習科目の開講な
どを通した素質・意
欲のある学生の発
掘、比較法研究の
導入的科目の提供
などにより、次代を
担う優れた法学研
究者の養成をめざ
す。

博士後期課程
直近3年平均

進学者数 3.7人

単位互換科目
単位修得者延べ数 72人
同志社大学法科大学院
修了後１年内司法試験

合格率 30.6％

標準修業年限
修了率 82.8%

２・３年次配当の
科目について、同志
社大学法科大学
院 生 の 受 入 を 継
続・拡大する一方、
同校から外国法関
係科目の提供を受
けて国際化に対応
するなど、連携によ
る相互の機能強化
を推進する。

①法学部との「連携」により長期的視野に立った法曹教育課程を構築する。②法学未修者等も支障なく入れるようにする手厚い導入プロセ
スを用意することで、「多様性」に柔軟に対応する。③法学研究科法政理論専攻と「連携」し、将来の法学教育を担う法学研究者の養成を
推進する。④同志社大学法科大学院との「多様性」を伴う「連携」により、双方の長所・強みを生かした一層の教育機能の強化をはかる。

学部との連携強化
を含めた法曹教育
プロセスの見直し

学部との連携強化
を含めた法曹教育
プロセスの見直し

法学未修者の
教育内容の改善に

向けた取組

法学未修者の
教育内容の改善に

向けた取組

法学未修者1年次の教
育に関する同志社大学
法科大学院との連携

法学未修者1年次の教
育に関する同志社大学
法科大学院との連携

２・３年次の教育に
関する同志社大学

法科大学院との連携

２・３年次の教育に
関する同志社大学

法科大学院との連携

優れた法学研究
者を養成する取組
優れた法学研究

者を養成する取組

目標値
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京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻 工程表
構想 「社会の様々な分野で指導的役割を果たす創造力ある法曹」の養成に向けて

取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・

目標値

学部との連携強
化を含めた法曹
教育プロセスの
見直し

Ａ

【実績値】78.4%
【取組状況】
(1)～(3)の改革
を具体化する規程
改正等を検討中。

【実績値】－
【取組状況】
（１）導入済み。
（２）（３）は具
体化の作業中。

【ＫＰＩ】 修了後１年内
司法試験合格率
【基準値】 73.2％
【目標値】 75％

法学未修者の
教育内容の改
善に向けた取組

Ｓ

【実績値】78.2%
【取組状況】
(1)～(3)の取組
を着実に実施して
いる。

【実績値】81.4％
【取組状況】
(1)～(3)の取組を着
実に実施している。

【ＫＰＩ】 標準修業年限
修了率
【基準値】 75.5％
【目標値】 82.8％

法学未修者1
年次の教育に
関する同志社
大学法科大学
院との連携

Ａ

【実績値】46.4%
【取組状況】
起案の事例共通
化などにより、(1)
～(3)の取組を進
めている。

【実績値】65.5％
【取組状況】
起案の事例共通化
などにより、(1)～(3)
の取組を進めている。

【ＫＰＩ】 法学未修者の
標準修業年限修了率
【基準値】 40.6％
【目標値】 57.1%

２・３年次の教
育に関する同志
社大学法科大
学院との連携

Ｂ

A

【実績値】74人／
8.2%
【取組状況】
令和元年司法試
験の結果を受け、
(1)～(4)の取組
の着実な実施を
再確認。

【実績値】ⓐ47人
／ⓑ－
【取組状況】
令和元年司法試験
の結果及びその後の
科目履修状況を受け、
(1)～(4)の取組の
着実な実施を再確認。

【ＫＰＩ】 両法科大学院
の単位互換科目の単位修
得者延べ数／同志社大学
法科大学院の修了後１年
内司法試験合格率
【基準値】 64人／26.8％
【目標値】 72人／30.6％

優れた法学研
究者を養成する
取組 Ｓ

【実績値】3.7人
【取組状況】
(1)～(4)の取組
を着実に実施して
いる。

【実績値】4.3人
【取組状況】
(1)～(4)の取組を着
実に実施している。

【ＫＰＩ】 博士後期課程
進学者数（直近３年間の
平均値）
【基準値】 3.3人
【目標値】 3.7人

（１）法学部における、連携法曹基礎課程である「法曹基礎プログラム」の導入
（２）「法曹基礎プログラム」修了者を対象とする５年一貫型教育選抜の実施
（３）法学部と連動した法科大学院のカリキュラム改革

（１）同志社院生受入れの継続、受入科目・学生数の拡大に向けた両校の
協議・調整

（２）同志社大学法科大学院における教育改善のための助言
（３）ＦＤ分科会（両校の法律基本７科目の教員により構成）などの

組織的取組の継続
（４）教育の国際化対応の強化

（１）未修者１年次の学習到達度の比較・検討並びに今後の目標設定
（２）授業の共通化を意識した施策の推進
（３）両校教員によるFD分科会における効果の検証、教育のさらなる改善

（１）入学前授業見学会、入学後の学習支援等
（２）１年次の基礎科目における知識確認的小テスト、未修１・２年次生向け

「法律基礎科目演習」の継続
（３）未修者枠の入学者選抜方法の見直し

（１）研究者養成制度に関する広報
（２）「理論演習」科目の開講およびリサーチペーパーの作成指導、

素質ある学生の発掘
（３）「特定研究学生」制度の維持・支援内容の拡充
（４）比較法研究に不可欠な基本的知識・技能を身につけさせる科目の提供
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神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻 全体構想
教育理念（教育方針）

神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻では、「１.法曹に必要な基本的な知識と豊かな応用能力を有する職業法曹を養成すること」、「２.グローバルなビジネスローについ
て、特に深い知識と応用能力を有する職業法曹を養成すること」、「３.将来の実定法の研究者を養成すること」を理念とする。

構

想

①司法試験新卒合格率
55％以上(2023年9月時点)
②標準修業年限修了率
75%以上(2024年3月時点)

プログラムを受講した未修
者の3年間での累積司法

試験合格率
65%

(2023年9月時点)

広大ＬＳの新卒司法試
験合格率
15%

(2023年9月時点)

アジアの法律事務所等でのイ
ンターンシップに参加する学生

数を指標化したポイント
18点（1カ年平均）
(2024年3月31日時点)

今後５年間において、以下の観点における機能強化を図る。
①司法試験合格率・合格者数を向上させ、それに伴い優秀な学生への訴求力を向上させるべく、本ＬＳの教育機能を強化する。（１）既修者向けには、法学部3年間・

LＳ2年間の一貫教育システムを、提携先の法学部等への法曹コース導入等によって構築する。また、入試における学部（他大学法学部を含む）・ＬＳ連携、実務家教育
の学部展開により体系的・効率的な学修体系を構築する。（２）未修者向けには、入学前から修了後までケアを拡充させた教育・学習支援の総合プログラムの開発等により、
堅実かつ丁寧な育成を実現する。

②他大学ＬＳの教育システムを底上げし、ＬＳ制度自体への信頼を回復させることで、法曹養成の中核をなすＬＳ制度の教育機能を強化する。教育改革を組織的に支援し
てきた広島大学ＬＳにおいて、新カリキュラム運営の支援等を通じ司法試験合格率を向上させる。また、近隣地区の他のＬＳと連携し、その成果を展開する。

③法曹実務の最先端を切り拓く人材育成機能を強化するため、アジアの法律事務所でのインターシップ等による実体験型ビジネスロー教育を拡充し（派遣先の多様化・長期派
遣の実現等）、外国法教育、企業内法務教育との相乗的な教育効果を一層向上させる。

④ＬＳの次世代型教員となる人材養成の機能を強化するため、ＬＳの優秀層に対する先端的授業提供、海外LL.M.留学の支援、TLPの利用という多彩な教育機会を充実
させる。

【概要】
①法学部とＬＳ両方のカリキュラ

ムを見直し、学部3年・ＬＳ2年の
合計5年で司法試験受験に必要
な学修を終えられるよう体系化・合
理化する。
②ＬＳ側では、法曹コースを設置

する学部とともに、一般入試におけ
る法律基本科目の出題範囲を見
直し、また、法曹コース生を対象とし
た推薦入試を導入する。
③法学部生に法曹の職業的魅

力、法曹の多様なキャリアパスを示
す実務家による講義を導入し、法
曹志望者の早期掘り起こしを行う。

【概要】
本取組では、従来の未修者

スタートアップ・プログラム（導
入教育プログラムとカウンセリン
グ）を維持しつつ、前半3か年
度は、それを入学前から修了
後まで、段階をおって拡大し、
①入学前教育の体系化、②
進級後・修了後の自律的・自
主的学修支援を行って、総合
的な未修者の教育・学修支
援のパッケージモデルを開発し、
後半2か年度はそれを連携校
や学部に提供し、広く発信し
改良する。

【概要】
広大ＬＳの新カリキュラムを

ヒアリングや授業参観で検証し、
成績評価指針の提供や入口
(入学前授業)・出口(総合演
習)のレベルチェックで実効性を
高める（３年で制度完成）と
ともに、チューターと神大ＬＳ
修了生による補充学習支援へ
の接続を充実させる（５年で
運用を実質化）。また、一部
授業の配信や、本学ＬＳ海
外学生派遣企画への参加受
入など、他のＬＳも考慮した
連携の拡充を検討する。

【概要】
アジアの法律事務所でのイン

ターンシップへの長期派遣や英
語による国際調停ワークショッ
プへの短期派遣によるビジネス
法務の実体験に加え、ＬＳに
おいて提供される外国法教育
や企業内法務教育を組み合
わせることにより、需要の急増
するアジア等のビジネス法務に
対応できる付加価値の高い
法曹養成を実現する。

法曹コースを中核とした、学
部・ＬＳ一貫の既修者教

育スキームの構築

法曹の職域拡大に向けた
「次世代型グローバル・ビジ
ネスロー教育」プログラム

広島大学法科大学院の司
法試験合格率向上に向け

た組織的支援

未修者スタートアップ・プロ
グラムとその拡充による総

合化
【概要】
ＬＳ教員に必要な資質を備

える、理論と実務の双方に通
暁した、国際的視点を有する
法律実務家の養成に向け、①
優秀なＬＳ学生に対する先
端実務科目教育、②若手法
曹に対する展開先端科目のリ
カレント教育、③海外ロース
クールLL.M等への若手法曹の
派遣、 ④中堅法曹に対する
高度に専門的なビジネスロー
教育を、それぞれ実施する。

TLP進学者数等を指数化した
ポイント

200点（累積値）
(2024年3月時点)

「次世代型実務家教員」の
養成を視野に入れた新しい

継続教育

目
標
値

取

組
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神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻 工程表
構想

本研究科は、今後５年間において以下の観点により機能強化を図る。
①司法試験合格率・合格者数を向上させ、それに伴い優秀な学生への訴求力を向上させるための本ＬＳの教育機能の強化

②法曹養成の中核をなすＬＳ制度の教育機能の強化 ③法曹実務の最先端を切り拓く人材育成機能の強化
④ＬＳの次世代型教員となる人材養成機能の強化

取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・目標値

【取組①】
1. 法曹コース
を中核とした、
学部・LS一貫
の既修者教育
スキームの構
築

2. 未修者ス
タートアップ・プ
ログラムとその
拡充による総
合化

Ａ

Ｓ

【実績値】 ①43.1％／②72.1％
【取組状況】
・学部法律基本科目の開講前倒し
・学部卒業要件の緩和、キャップの緩和
・法曹コース必修科目にかかる連携先との協
議
・開放型・5年一貫型入試の制度設計

【実績値】 ①算出不可／②86.2％
【取組状況】
・連携先５大学で法曹コース開始
・学部法律基本科目の開講前倒し済
・学部卒業要件の緩和、キャップの緩和済
・開放型・5年一貫型入試の制度設計

【ＫＰＩ】①司法試験新卒合格率、
②標準修業年限修了率【共通評価
指数】
【基準値】①2018年9月/47.5％、
②2018年3月/69.6％
【目標値】①2023年9月/55％以
上、
②2024年3月/75％以上

Ａ

【実績値】 37.5%
【取組状況】
・既存のプログラムの実施(カウンセリング等)
・入学前への拡充(入学前事前授業の実施
等)
・進級後への拡大(進級後勉強方法提供会
等)
・提供・発信先の開拓
（関西学院大、琉球大等)

【実績値】 算出不可
【取組状況】
・通常授業のオンライン授業への切り替え
・学習支援、カウンセリングのオンライン実施
・プログラムの前後への拡大とその改善
・優秀な未修修了者の輩出

【ＫＰＩ】プログラムを受講した未修
者の3年間での累積司法試験合格
率
【基準値】2018年9月/57.6％
【目標値】2023年9月/65％

【取組②】
広島大学法科
大学院の司法
試験合格率向
上に向けた組
織的支援

Ａ

【実績値】 40％
【取組状況】
・ 新カリキュラム1年目の検証
・ 教育効果（2L民法）のモニタリング
・ 神大LS修了生による指導

【実績値】 算出不可
【取組状況】
・新カリキュラム2年目の検証
・教育効果（2L民法）のモニタリング
・選択科目（国際私法）模試の支援
・神大LS修了生による指導

【ＫＰＩ】広大ＬＳの新卒司法試
験合格率
【基準値】2017年9月/0％
【目標値】2023年9月/15％

【取組③】
1. 法曹の職
域拡大に向け
た「次世代型
グローバル・ビ
ジネスロ－教
育」プログラム

2.「次世代型
実務家教員」
の養成を視野
に入れた新し
い継続教育

Ａ

【実績値】 21.5点
【取組状況】
・ 長期の派遣体制の再構築
・ 短期の派遣の拡大

【実績値】 算出不可
【取組状況】
・可能な範囲の海外派遣
・海外派遣以外のオンライン化による実施

【ＫＰＩ】アジアの法律事務所等で
のインターンシップに参加する学生数
を指標化したポイント
【基準値】2018年3月31日/6点
【目標値】2024年3月31日/18点

(1カ年平均)

Ｓ

【実績値】 117点
【取組状況】
・先端的授業の提供とLS生受講拡大
・LS修了生のTLP受講による成果
（博士号取得者、大学教員就任等）

【実績値】 162点
【取組状況】
・先端的授業の提供とLS生受講拡大
・遠隔授業のノウハウをコロナ下で活用
・法曹実務家が博士学位取得

【ＫＰＩ】 TLP進学者数等を指数
化したポイント
【基準値】2018年9月/21点
【目標値】2024年3月/200点

(累積値)

●導入教育プログラムとカウンセリングの継続的実施

●新カリキュラム（2018年度策定、2019年度実
施）の運用支援等

●アジアの法律実務でのインターンシップ等によりビジネ
ス法務の実体験、外国法教育、企業内法務教育の組
合せの強化

プログラムの発
信・提供とフィー
ドバックによる改
良（2022年度
から)

・ 教育手法の向上・
チューター制の実施の
実質化

・ 自主学習への有機
的連携

●次世代型実務家教員育成を視野に入れた継続教育
の本格化

新カリキュラム
完成
➡2020年度
末・新卒合格
者10％

長期の派遣体制強化、短期の派遣の拡大（2019
年度から） 連携LSの学生派遣開始（2021年度か

ら）

❶優秀な
ＬＳ学生に対
する先端実務
科目の提供

➍中堅法曹に
対する高度な
ビジネスロー教
育の実施

❸海外ロース
クールLL.M.
等への若手法
曹の派遣

❷若手法曹に
対する展開先
端科目のリカレ
ント教育

2020年度から学部2年生を対象に、法曹コースを運用

2022年度入試からコース生対象
の特別入試を実施

コース生推薦入
試制度の構築

実務家による教育の学部展開（2020年度から、公的
法務・プロボノの授業を追加）

総合プログラムの開
発（2019年度か
ら）
➡入学前と進級・
修了後の教育・学
修支援の拡充

他のＬＳへの展開
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【概要】
・理論と実務に通じた教
員養成を実現する「後継
者養成コース」（博士後
期課程）の実績を生かし
つつ、ICTを利用した新た
な教育方法の改善を検
討する。
・同コースの学生の経済
的支援につき、教育支援
業務への従事と連動させ、
教育経験の獲得も可能
となるよう整備する。

東北大学大学院法学研究科総合法制専攻 全体構想

後継者養成コース
の拡充

【概要】
・東北地方の弁護士会
等と連携し、実務的に
ニーズの高いテーマについ
て公開講座を開講してき
た実績を活用するとともに、
その内容を拡充し、ICTを
利用して東北各県会へ
配信する。

・科目等履修制度を活
用した法曹継続教育機
能を充実させる。

教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性
東北大学法科大学院においては、地方と都市との関係性への深い理解を有し、人々から信頼される「優れた法曹」を養成することを教育理念とする。この理念

の下、東北地方唯一の法科大学院である本学が今後目指すべき方向性は、この地域における法曹養成及び法曹継続教育拠点としての機能の強化である。

弁護士会と連携し
た公開講座配信

構想

目標値

取組

【概要】 今後５年間において、以下の観点における機能強化を図る。
①本学及び提携大学法学部に設置した法曹志望コースとの連携を強化した5年一貫教育の確立、②東北地方の優秀な法曹志望者を確保し、ICTを用いた入
学前指導の拡充と修了生弁護士勉強会により学修方法を徹底指導した上で共通到達度確認試験を活用して質保証を図る、未修者教育の質改善、③後継者
養成コースの拡充を通じた法曹継続教育機能の強化、④弁護士会等と連携し、ICTを活用した公開講座の配信による法曹継続教育機能の強化。

【概要】
・2019年度より、本学法
学部法曹コースを拡充し
て連携を強化するとともに、
新潟大学法学部とも連携
を進めていく。この取組によ
り5年一貫法曹養成教育
課程を確立する。
・優秀な本学法学部法曹
志望者及び本法科大学
院生に対して手厚い奨学
金制度を整備する。

【概要】
・東北地方の主要大学に
おける説明会、ICTを活
用した入学前指導、修了
生弁護士勉強会を通じた
学修方法の指導といった
実績を充実させるとともに、
新たに共通到達度確認
試験を進級判定資料に
活用することにより、質保
証という課題を改善し、効
果的な未修者教育を実
現する。

法学部と連携した
５年一貫法曹教育

未修者教育の
質改善

修了直後の司法試験
合格率５０％

標準修業年限
修了率７０％

直近５年間の入学者数
合計１０名

直近５年間の学生の
研究会報告数１２件

直近５年の学位授与数 ４件

２０１８年度からの公開講
座累積受講者数（うち修了
生オフィスアワー担当者の参
加数） 240名（10名)

未修者の修了直後
の司法試験

合格率４０％
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東北大学大学院法学研究科総合法制専攻 工程表
構想

本法科大学院は、今後５年間において以下の観点により機能強化を図る。
① 法学部と連携した５年一貫法曹教育 ② 未修者教育の質改善
③ 後継者養成コースの拡充 ④ 弁護士会と連携した公開講座

取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値

・目標値

Ａ
【実績値】司法試験合格率：
45.8％
【取組状況】 連携協定準備,奨
学金支給

【実績値】司法試験合格率：算出不可
【取組状況】 緊急事態宣言解除後の可及的速やかな、感染
予防対策を実施しながらの自習室等の施設利用の再開　等

【ＫＰＩ】司法試験合格率
【基準値】29.4%
【目標値】 50％

Ａ
【実績値】標準修業年限修了
率：51.2％
【取組状況】 同上

【実績値】標準修業年限修了率：55.6％
【取組状況】同上

【ＫＰＩ】 標準修業年限修了率
【基準値】 40%
【目標値】 70%

A
【実績値】未修者の司法試験合
格率　０％
【取組状況】説明会実施、ICT入
学前指導等

【実績値】未修者の司法試験合格率：算出不可
【取組状況】 東北地方所在主要大学をターゲットとしたオンラ
インでの各種の法科大学院説明会の実施、入学予定者への
ICTによる入学前指導、修了生弁護士による未修者対象勉
強会の、オンライン及び対面での実施、進級判定における共
通到達度確認試験の活用。

【ＫＰＩ】 未修者の司法試験合格
率
【基準値】 40%
【目標値】 40%

Ｂ
【実績値】入学者数：1名
【取組状況】フェロー給付による進
学促進

【実績値】入学者数：1名
【取組状況】フェロー給付の実施による司法試験合格者の後
継者養成コースへの進学促進

【ＫＰＩ】直近５年間の入学者数
合計 【基準値】 7名
【目標値】 １０名

A
【実績値】学生の研究会報告
数：3件
【取組状況】研究会報告の実践

【実績値】学生の研究会・学会での報告数・論稿の公表業
績数：5件
【取組状況】後継者養成コース学生による研究会報告・論文
執筆の実践

【ＫＰＩ】学生の研究会報告数
（累積）【基準値】 ２件（直近1
年間）【目標値】 １２件（直近5
年間）

Ｂ 【実績値】 学位授与数：1件
【取組状況】 博士号の学位授与

【実績値】学位授与数：0件
【取組状況】学位論文の礎石となる研究論文の執筆指導

【ＫＰＩ】学位授与数
【基準値】 0件（直近1年間）
【目標値】 4件（直近5年間）

A
【実績値】 公開講座参加者（う
ち修了生ＯＨ担当者）：66
（1）名
【取組状況】 公開講座の実施

【実績値】公開講座参加者数（うち修了生オフィスアワー担
当者の参加数）：27名（2名）
【取組状況】労働法上の諸問題を主題とし、弁護士を対象と
する公開講座の実施（本法科大学院で教育に携わる修了
生弁護士も受講）

【ＫＰＩ】2018年度からの公開講
座累積受講者数（うち修了生ＯＨ
担当者の参加数）
【基準値】 86名(0名)
【目標値】 240名（10名）

法学部と連
携した５年
一貫法曹教
育

未修者教育
の質改善

後継者養成
コースの拡
充

弁護士会と
連携した公
開講座

・本学及び新潟大学の法曹コース
との５年一貫教育課程の運用
・立教大学法学部との連携準備

・法曹コース向け特別入試の整備
・立教大学法学部との５年一貫教育課
程の運用

・法曹コース在籍者および法科大学院生に対する奨学金制度の整
備・運用

・東北地方所在大学での説明会 ・ICTを用いた入学前指導の拡
充
・修了生弁護士による未修者への学修支援
・共通到達度確認試験の判定活用

後継者養成コース（博士後期課程）の拡充と同コースへの進学
促進

弁護士会と連携した公開講座の拡充とICTを活用し
た東北各県会への配信

科目等履修制度の活用

理論と実務に通じた教員養成を実現する後継者
養成コース（博士後期課程）の教育の拡充

法
曹

継
続

教
育

公開講座を契機と
した進学促進
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東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻 全体構想

国民や社会に貢献する高い志と強い責任感・倫理観を持ち、国
際的にも、また先端分野においても活躍できる高い水準の法律家の
輩出
博士課程に進学し、日本の法学研究の将来を担う人材の育成

構想

評価
指標

○海外派遣7名程度、国内事務所60名程度
○英語での授業開講科目数 4科目、延べ受講者数70名
○東アジア比較法演習開講科目数 1科目、国際セミナー開催件数 年1件
○ローレビュー発行回数 年1回
○法科大学院からの博士課程進学者及び助教就職者数 6名
○法整備支援講演会 年2回
○他研究科等と連携した講演等 年2件、プログラムに係る国際シンポジウム・セミ
ナーの開催件数 年3件

取組 取組区分③
・海外派遣等による国際的・先端的な活動領域の開拓
・英語での授業の充実による国際的な法律家の育成
・東アジア法の理解を通じた多面的・創造的な法律家の育成
・『東京大学法科大学院ローレビュー』を中核とした問題発見・分析能力の涵養
・持続可能な高度の法科大学院教育のための法学教員養成事業
・法教育・法整備支援による社会貢献活動への認識強化
・ビジネスロー分野における理系等との分野融合的・学際的・実践的セミナーを
通じた先端的・応用的な学修の多面的強化

①法律家としての基幹能力の育成
②国際的問題への対応能力の育成
③多様な人材の育成

教
育
方
針

教
育
理
念

教育理念を維持しつつ、教育の内容・方法の発展
法学既修者について、法曹養成プロセスの機能強化
法学未修者について、多様なバックグラウンドを持つ
者が法律家として活躍できるよう、教育の一層の充
実

今後目指すべき方向性
第一線で活躍する多くの法律家

や研究者を生み出す
これまでの教育の着実な成果

志願者の減少
未修者教育の課題

従来からの取組の確実な実施・展開
ビジネスロー分野における学際的・実践的セミナーによ

る先端的な学修の多面的強化

法学部と連携しつつ制度改革
法律専門職を志望する法学部学生の拡充

法科大学院進学の促進

法学既修者
共通到達度確認試験を活用した学習の進捗度把握

東大法曹会・法科大学院同窓会と協力した
学習支援の充実

法学未修者 教育の継続と不断の見直し

取組区分①－１
法学部との連携による時間的負担の軽
減と法曹養成プロセスの機能強化

法律専門職・法科大学院に関する情報発
信の強化
早期卒業制度の周知

法曹養成連携協定の締結に向けた検討
基本法律科目や基礎法科目等の編成の
検討

特別の入試制度（特別選抜）の導入
カリキュラム上必要な措置等の整備

○司法試験合格率 60％
○標準修業年限修了率 65％
○早期卒業入学者 30名

法曹コース

早期卒業

取組区分①-２
若手実務家による未修者指導
を通じた法学未修者の学修支
援の充実

法律基本科目

論文の作成や勉強方法等

○未修者司法試験合格率
30％

未修者指導講師
による個別起案指

導

若手研究者による
個別の学修相談
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東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻 工程表
取組 実績

評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・目標値

①－１ 法学部との連
携による時間的負担の
軽減と法曹養成プロセ
スの機能強化

①－２ 若手実務家・
研究者による未修者
指導を通じた法学未修
者の学修支援の充実

Ａ

Ａ

Ａ

【実績値】
司法試験 70.5％
標準修業年限 58.3％
早期卒業 6名
【取組状況】
法曹コースの規程の
整備、特別選抜入試
の検討、早期卒業制
度の周知等

【実績値】
司法試験：延期
標準修業年限 62.7％
早期卒業 11名
【取組状況】
法曹養成連携協定の締
結、特別選抜入試の検
討、進学奨励金制度の
準備、早期卒業制度の
周知等

司法試験合格率
58.0％→60％

標準修業年限修了率
66.7％→65％

早期卒業入学者
8名→30名

A
【実績値】
司法試験：13.8％
【取組状況】
未修者指導の継
続・拡充

【実績値】
司法試験：延期
【取組状況】
未修者指導の継続・
拡充

未修者司法試験合格率
25.0％→30％

③－１ 海外派遣等によ
る国際的・先端的な活動
領域の開拓
③－２ 英語での授業の
充実による国際的な法律
家の育成
③－３ 東アジア法の理
解を通じた多面的・創造
的な法律家の育成
③－４ 『東京大学法科
大学院ローレビュー』を中
核とした問題発見・分析
能力の涵養
③－５ 持続可能な高
度の法科大学院教育の
ための法学教員養成事
業
③－６ 法教育・法整備
支援による社会貢献活動
への認識強化
③－７ ビジネスロー分
野における理系等との分
野融合的・学際的・実践
的セミナーを通じた先端
的・応用的な学修の多面
的強化

Ａ
Ｂ

【実績値】
海外派遣 7名
国内事務所 58名
開設科目 ５科目
受講者数 46名
東アジア 1科目
国際ｾﾐﾅｰ 1件
ローレビュー 1回
進学者数 4.7名
法整備支援 1回
講演 3件
シンポジウム 5件

【取組状況】
修了生の海外派遣
短期トレイニー制度
英語による授業
サマースクール
東アジア比較法プロ
グラム（演習開講）
ローレビューの刊行
法学教員養成事
業（研究者養成）
法整備支援講演
法教育演習
先端ビジネスロー・
プログラム

【実績値】
海外派遣 中止
国内事務所 45名
開設科目 4科目
受講者数 20名
東アジア 延期
国際ｾﾐﾅｰ 1件
ローレビュー 1回
進学者数 3.3名
法整備支援 中止
講演 6件
シンポジウム 7件

【取組状況】
短期トレイニー制度
英語による授業
東アジア比較法プログ
ラム（演習開講）
ローレビューの刊行
法学教員養成事業
（研究者養成）
法整備支援講演
法教育演習
先端ビジネスロー・プロ
グラム

海外派遣7名→7名
国内事務所39名→60名

Ａ
Ｂ

開講科目数4科目→4科目
延べ受講者数69名→70名

Ａ
Ａ

東アジア比較演習開講科目数１科
目→1科目、国際セミナー開催件数
年１件→年1件

Ａ ローレビュー発行回数年1回→年１
回

Ｂ
法科大学院からの博士課程進学
者・助教就職者数（直近3年平
均）5.4名→６名

Ｂ 法整備支援講演会年２回→年2回

Ａ

Ａ

他研究科等と連携した講演年２件
→年2件
国際シンポジウム・セミナーの開催件
数年2件→年３件

法律専門職・法科大学院に関する情報発信の強化
早期卒業制度の周知

正規授業との連携

修了者の海外国際機関等への派遣、
在学生の国内法律事務所への短期トレイニー派遣

特別選抜実施

未修者指導講師による個別起案指導
若手研究者による学習相談

制度化未修者基本演習
の設計

検討WTの
検討

法学部

早期卒業者特別選抜
法科大学院

実施（早期卒業）法曹コース設置

制
度
検
証
・
見
直
し

外国人実務家等による授業、米国提携大学の教授による授業、
海外研究者等を講師とするサマースクール

東アジア諸国の研究者・実務家による比較法演習、東アジア諸
国の法科大学院生等とで行う国際セミナー

『東京大学法科大学院ローレビュー』の編集・発行
リサーチ・ペイパー・研究論文の執筆指導

法学教員志望者数回復のための施策、法学研究者を念頭にお
いた教育プログラムの実施、修了生の進学・就職のための支援

法教育に関する授業、高校生に対する法教育授業、前期課程
学生向け法教育授業、法整備支援講演会

総合法政専攻との連携による授業開講・先端ビジネスロー分野
の学修強化、理系等との分野融合的な講演や国際的セミナー
の実施、博士課程進入学の多様化によるキャリアパスの充実
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大阪大学大学院高等司法研究科法務専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

大阪大学大学院高等司法研究科法務専攻においては、「新時代を担う真のLegal Professionalsの育成」という理念の下、①総合大学としての大阪大
学の強みを生かし、多様な学生を本研究科に導き入学者に対する学習支援の取組を強化して司法試験合格率の向上を図る。②関西大学等の西日本の他
大学との連携。③商都大阪に立地する大学として、地域に貢献する法曹や、グローバルに展開し、あるいはこれから展開してゆく企業を支援する、ビジネス法に強
い法曹を養成する。

今後５年間において、以下の観点における機能強化を図る。
①-1既存ITシステム(コンタクトチャートシステム)、授業支援システムの高度化により学生の弱点を細かく把握して具体的で的確な指導に結び付ける。
①-2入学者の多様性確保のため、特別選抜（社会人等）に加えて、特別選抜（グローバル法曹）を設ける。②関西大学等との連携強化を図る。③在学中の
キャリア支援教育を強化し、パブリック・セクターで活躍する人材や、グローバル法曹、大学支援の担い手など、修了生の進路の多様化を図る。

●早期卒業・飛び入学による阪大法
学部からの既修入学者６人

●標準修業年限修了率 ７０％
（2023年修了者）
●司法試験合格率 ５５％
（2022年度修了者）

●特別選抜（社会人等）志願者数
30人（2023年度実施）

●グローバル法曹枠志願者数
15人（2023年度実施）

●共同セミナー、連携講義の実施
件数
・ セミナー等 ５件
・ 連携講義 ５科目

●連携による関西大学の標準修
業年限終了率65％への向上

●キャリア支援授業の受講者100人（５
年間累計）

●パブリック・セクターへの就職者数
(2014年度修了生からの累計)21人
(10人増)

●海外の案件を扱う法律事務所等への
就職割合12%

●智適塾インターンの経験者数17人(４
人増)、取扱件数(2015年度からの累
計)60件(30件増)

【概要】
「息の長い一貫教育の強化」、ITシス
テムの学部生への拡張により、法科大
学院とのシームレスな指導体制を確立。
法学部から法科大学院修了、司法試
験合格に至るまでの学びの質の高度
化、及び学生に対するフォロー体制の
強化を実施する。

【概要】
社会人・他学部経験者や国際的
バックグラウンドを有する学生等の入
学促進により、在学中から視野を広
げ豊かな人間性を涵養するとともに、
グローバルな領域で活動する法曹の
輩出を目指す。
▼特別選抜の新設・拡充
▼海外の大学等との交流プログラム

実施
▼海外派遣研修の実施

【概要】
関西大学との連携を強化し、入学
前指導の相互乗り入れを実施、
共同セミナー、連携講義の実施、
FD活動に関する相互交流等を進
めることにより、双方の教育力を高
め、多数の司法試験合格者の関
西からの輩出を目指す。

【概要】
在学中のキャリア支援教育の強化、
修了生にはパブリック法曹養成、智
適塾の取組を充実させるとともに、グ
ローバル法曹を目指す学生の受け入
れを拡大し、社会のニーズに応える法
科大学院を目指す。
▼法曹の活動領域拡大の意識づけ
▼パブリック法曹養成
▼グローバル法曹養成
▼智適塾プロジェクトによる先端的

法曹養成

法学部・法科大学院の連携強
化、法学未修者等教育の強化

法曹の活動領域拡大に寄
与するキャリア支援の取組

関西大学への
支援の取組

多様な法曹
養成プログラム

構
想

目
標
値

取
組
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大阪大学大学院高等司法研究科法務専攻 工程表

区分 取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・目標値

法
学
部
・
法
科
大
学
院
と
の
連
携
強
化

ITを活用
した法学
部教育と
の連携強
化・法学
未修者
等教育の
展開

Ａ

Ｂ

Ａ

【ＫＰＩ】①早期卒業・飛び入学による
阪大法学部からの既修入学者数②標
準修業年限修了率③司法試験合格
率
【基準値】①１人(2018入学)②
71.7%③47.1％
【目標値】①6人②70%③55％

多様な
法曹養
成プログ
ラム

Ｓ

Ａ

連
携
・
連
合

関西大
学への支
援の取組

Ａ

Ｂ

【ＫＰＩ】①共同セミナー等、連携講義
の実施件数②関大の標準年限修了率
【基準値】①共同セミナー等3件、連携
講義2科目、②54％(2018年度)
【目標値】①共同セミナー等5件、連携
講義5科目、②65％

キ
ャ
リ
ア
支
援
の
取
組

キャリア委
支援科
目の開講、
パブリック
法曹・グ
ローバル
法曹・智
適塾プロ
ジェクトに
よる先端
的法曹の
養成

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

【KPI】①ｷｬﾘｱ支援科目受講者数②
2015年からの国・自治体への就職者
数の累計③海外の案件を扱う法律事
務所等への就職割合④智適塾の活動
(ｲﾝﾀｰﾝ経験者、取扱件数の累計)
【基準値】①平均30人②2015年度か
らの累計11人③10.3%④13人・累計
30件
【目標値】①5年間累計100人②
2015年度からの累計20人③12%④
17人・累計60件

【実績値】①0人
②62.5%③46.2％ ・両システム

改良検討
・効果分析

・新総合（教材、
CC、OULS’SA）
システム開発

・新総合システム
本稼動
（早期卒業者
司法試験受験）

ｺﾝﾀｸﾄﾁｬｰﾄｼｽﾃﾑ(CC)・授業支援
ｼｽﾃﾑ(OULS’SA)・支援教材 連動 分析・改良 本格稼動統合システム稼動

【実績値】①社会人等
20人②ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ16人 ・海外研修

受入先開拓
・海外研修

受入先開拓
・交流プログラム

検証

多様な法曹（社会人等、グローバル）育成体制確立 拡充 多様な法曹拡大
【実績値】①セミナー等4
件、連携講義2件②
39%

・連携講義・
セミナー
効果分析

・共通教材・
システム

協議開始

・共通教材・
システム
試行

連携基盤整備 共同運用 共創システム
【実績値】①34人②累計
13人③10.6%④14人・
12件

・教材、講義、
インターンシップ
開発/講義

・ 多様な機関
・ 多 業 種
・ 他 大 学
・ 海 外

「 法 科 大 学 院 入 学 前 － 在 学 中 － 修 了 後 」 の 一 貫 教 育

キャリア支援講義開講 キャリア支援講義更新 拡 充

【取組状況】
・法学部学生以外対象
の入試説明会の開催

・社会人・他学部出身
合格者の広報

【取組状況】
・CC学部生用項目の
精査、学部在学生対
象の早期卒業・法曹
コース説明会の開催

【取組状況】
・連携強化のための取組
を継続的に実施

【取組状況】
・ｷｬﾘｱ支援・ｴｸｽﾀｰﾝｼｯ
ﾌﾟ科目、自治体市長
等による講義の開講

・智適塾による医学・生
命科学系のﾍﾞﾝﾁｬｰ設
立支援等の実施

【ＫＰＩ】①特別選抜（社会人等）志
願者数②グローバル法曹枠志願者数
【基準値】①15人②0人(いずれも2018
年度入学者選抜)
【目標値】①30人②15人

【実績値】①3人
②60.3%③算出不可
【取組状況】
・阪大法学部法曹コースの
学生への学習支援

・成績中位以下の学生へ
の学習支援

【実績値】①社会人等
30人②ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ7人
【取組状況】
・法学部学生以外対象
の入試説明会の開催

・社会人・他学部出身
合格者の広報

【実績値】①セミナー等1件、
連携講義2件（一部実施
不能）②38.5%
【取組状況】
・連携強化のための取組
を継続的に実施

【実績値】①(34人
※2019年度通年)②累
計14人③32%④15人・
12件
【取組状況】
・ｷｬﾘｱ支援・ｴｸｽﾀｰﾝｼｯ
ﾌﾟ科目、自治体市長
等による講義の開講

・智適塾による医学・生
命科学系ﾍﾞﾝﾁｬｰへの
支援等の実施
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九州大学大学院法務学府実務法学専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

九州大学法学部のみならず九州地域の他大学、さらには同地域の弁護士会等と連携しつつ、地域における法曹養成教育に取り組む。九州地域の基幹とな
る法曹養成機関として、社会に貢献できる法曹を数多く育成し、九州地域の法曹の質と司法サービスを向上させる。

構想

目標値
既修者の
○司法試験合格率：50%
○標準修業年限修了率：90%
○入学定員充足率：100％

○修了後1年以内の司法試験
合格率：55%

○標準修業年限修了率：80%

セミナーの
○年間開講数：4
○年間参加者数100名

取組

【概要】
【九州地域の基幹校としての法曹養成機能の強化】 (1)九州大学法学部との連携による同学部への法曹コース設置、(2)九州地域の他大学の

法学系学部と連携による法曹コース設置支援、(3)未修者の教育課程の改革プログラム実施、(4)岡山大学法科大学院との連携強化
【法曹養成・法曹実務の相互交流の拠点機能の強化】 (5)リカレント教育の展開による法曹実務との交流拠点化

【概要】
2019年度から本取組を開始する。

まずは、九州大学法学部との連携
により、九大法学部に法曹コースを
設置して、 接続授業の強化、特
別選抜実施など、法学部・法科大
学院５年一貫教育を拡充する。こ
れを九州地域にある他大学の法学
系学部との教育連携へと展開・拡
大し、当該学部における法曹養成
教育に協力し、本法科大学院への
入学者の受入れを積極的に行う。
これらを通じて、既修者コースの入

学者を確保し、その質を向上させる。

【概要】
岡山大学法科大学院とのあい

だで、これまでに、教育連携協議
会の設置による連携体制を整備
した上で、法律基本科目について
科目間FDと共同FDを実施し、
教育内容の相互検討を行ってき
た。引き続き、法律基本科目の
授業内容の共同検討を行い、定
期試験問題の共通化や教材の
共同開発、授業への教員の相互
参加等の取組みを実施し、教育
内容全体の見直しと教育成果の
向上を果たす。

【概要】
九州・福岡の司法機関集積地

区にある法科大学院施設を活用
して、九州弁護士会連合会、各
県弁護士会、隣接領域の専門
職、企業法務関係者と連携協
力網を形成し、リカレント教育事
業を展開する。このための組織と
して施設にリカレントセンターを置
き、法曹教育・法律実務の交流
拠点とし、得られた教育の成果は、
企業法務担当者との共同授業
等、法科大学院教育にも還元す
る。

法科大学院と法学部との
教育連携プログラム

岡山大学法科大学院との
教育連携プログラム リカレント教育改革プログラム

【概要】
本取組により、未修者コースの

入学予定者に対して Web シス
テムを用いた入学前学修指導を
実施し法律学の学修への効果
的・効率的な導入を図る。入学
後は、中間試験を早期に実施し
た上で指導等を行い、各人に即
した学修方法を早期に確立させ
る。同時に、未修者コース出身の
弁護士等を学修支援アドバイ
ザーに登用して学修サポート体制
を整備し、個々の学生の進度に
応じた指導を徹底する。

未修者の
○司法試験合格率：25%
○標準修業年限修了率：70%
○入学定員充足率：100％

法学未修者に対する教育
改革プログラム
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機能強化構想

取組 実績
評価 実績値 2019年度 2020年度

実施状況（赤字） 2021年度 2022年度 2023年度 KPI
基準値・目標値

法科大学
院と法学
部との教
育連携プ
ログラム

九大法学
部と連携し
た法曹コー
ス Ａ

Ａ

Ａ

既修者の
○司法試験合格
率:算出不可

○入学定員充足
率：83%

〇標準修業年限
修了率:74%

既修者の
○司法試験合格率：
43% ⇒ 50%

○入学定員充足率
63% ⇒ 100％

○標準修業年限修了
率：71% ⇒ 90%九州地域

の他大学と
連携した法
曹コース

法学未修者に対する
教育改革プログラム

Ａ

Ｂ

Ａ

未修者の
○司法試験合格
率 算出不可
○入学定員充足
率：67%
○標準修業年限
修了率：64%

未修者の
○司法試験合格率
23% ⇒ 25%
○入学定員充足率
100% ⇒ 100%
○標準修業年限修了
率：53% ⇒ 70%

岡山大学法科大学院
との教育連携プログラム

Ａ

Ａ

○標準修業年限
修了率：70%
○修了後1年以
内の司法試験合
格率:算出不可

○標準修業年限修了
率64% ⇒ 80%
○修了後1年以内の
司法試験合格率：
53% ⇒ 55％

リカレント教育改革
プログラム Ａ

セミナー
○年間開講：6
○年間参加者
数：252名
〇在校生参加者
数：2名

セミナー
○年間開講数：1⇒4
○年間参加者数：
53⇒180名
〇在校生参加者数：
0⇒20名

連携に基づく学部の授業への参画 → 法曹コースへの誘導
連携準備

協定

既修者教育の再編

接続教育の強化

飛び入学・早期卒業からの既修入学者の
成績の追跡調査→ コース過程の検証

特別選抜の実施

入学前学修指導

進度管理指導

進級判定における共通到達度確認試験の利用

未修者学生の成績データ分析
指導メニューの検証・見直し

未修者の
教育課程
の再編

○全法律基本科目の科目間FDの完了
→教材、授業方法、試験問題の相互検証の基礎資料

○学生支援体制の相互検討
（継続審議） 科目内容【授業教材・定期試験問

題】の共通化・共同化作業

カリキュラム改革

継続教育研究
センターへの改組

集約型
セミナー型

アウトリーチ型

在学生にセミナー型を開放、ワークショップ参加
○継続教育研
究オフィス開設
○セミナー実施

法曹実務と
法曹教育の
交流拠点
化

特別選抜の実施

本法科大学院は、以下の観点により、今後５年間の機能強化を図る。 (1)九州大学法学部との連携による同学部への法曹コース設置、
(2)九州地域の他大学の法学系学部と連携による法曹コース設置支援、(3)未修者の教育課程の改革プログラム実施、(4)岡山大学法科
大学院との連携強化、 (5)リカレント教育の展開による法曹実務との交流拠点化

九州大学大学院法務学府実務法学専攻 工程表

法曹コース設置:熊大・
西南・鹿児島

入試制度の検討法曹コースの設置申請
（九大法学部と連携）
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教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性
慶應義塾大学法務研究科法曹養成専攻においては、法科大学院における法曹教育を拡大・深化させて、法務博士号取得の社会的な評価の向上に向けた取組を実践する。
そのために、法科大学院の入口では、優秀な法曹志望者を確保・選抜するために法学部での法曹教育との一貫性を図る「3年＋2年」法曹教育プログラムを開始すると共に特
別選抜制度を準備し、また、法学への適正を測る入学前教育を継続して、司法試験合格実績の向上を図る。他方、法科大学院の出口では、法科大学院修了生の国際
的・社会的・学術的な活躍の場を広げることができるための実務教育および法学教育を継続・拡充すると共に、現役法曹の専門性を高める法曹リカレント教育・認証制度に
よって、法科大学院教育の質的向上を図る。

構想

目標値

取組

「法科大学院新会社に対する法科大学院と法学部の連携に関する調査研究報告書」（2017年3月）を基礎にした法曹教育の強化と拡充。
そのための具体的な方策として、①法学部3年＋法科大学院2年の法曹教育プログラムの確立、②LL7による法曹教育のあり方の調査・研究の継
続、③未修教育での法学適性判断の前倒し、④法科大学院修了生の進路の国際化・多様化のための実務教育の実践、⑤グローバル法曹養
成の取組、⑥法学研究者の育成の取組、⑦法曹リカレント教育による法科大学院教育の質的向上

○司法試験合格率の向
上（49.7％から70％）

【概要】
法学部3年＋法科大学院2
年の体系的かつ効率的で一
貫した法曹教育プログラムを
確立して、優秀な若い学生を
特別選抜制度を利用して法
科大学院に誘うために、法学
部との連携を強化し、教育内
容の見直しを図る。さらに、学
部教育での法曹教育プログラ
ムを実践する他大学の法学
部と提携することにより、特別
選抜制度を活用した法科大
学院への進学促進を図る。

【概要】
7つの先導的法科大
学院のコンソーシアム
（いわゆるLL7）を通
じた、法科大学院の横
断的な協力活動により、
法科大学院教育のあ
り方を調査研究すると
共に、法科大学院教
育の魅力を社会に広く
アピールし、優秀な法
曹志望者・法科大学
院志望者を増やす。

【概要】
法科大学院入学試験
合格後、法科大学院
入学前の半年間に、
法科大学院の正規授
業を履修することにより、
とりわけ社会人が自身
の法学適性を測ること
ができる、「じっくり学ぶ
コース」を継続・活用す
る。

【概要】
①法科大学院修了生の活躍の場を国際機関・民間企業・公務員へ
と拡張して、法科大学院修了者の職域を拡大するために、フォーラムプ
ログラムでの実務教育を継続・拡充する。
②グローバルな法曹人材を養成するために、グローバル法務専攻（い
わゆるLLM）が開講している英語授業の履修や海外留学・研修を促
進することにより、法科大学院修了者の一層の国際化に努める。
③特に優秀な法学研究者等を要請するために、「上級リサーチペー
パーⅠ」・「上級リサーチペーパーⅡ」（合計6単位）の履修を促し、
成果論文を公表して後、「助教（有期）」としての採用を通じて、研
究者の養成を図る。
④実務法曹がその仕事の専門性を高めるための法曹リカレント教育を
通じて、法科大学院教育の質の向上を図り、教育成果をアピールする
ことによって、法科大学院教育の社会的評価を高める。

慶應義塾大学大学院法務研究科法曹養成専攻 全体構想

○法科大学院全体
の入学試験の競争
倍率の向上（2.06
倍から2.50倍）

○法科大学院全体
の入学試験の競争
倍率の向上（2.06
倍から2.50倍）

○標準修業年限修
了率の向上

（85.1％から
87％）

○標準修業年限修
了率の向上

（85.1％から
87％）

○法科大学院入学試験の競争率の向上（2.01倍から
2.50倍）

○法科大学院入学試験の競争率の向上（2.01倍から
2.50倍）

「3年＋2年」法曹教育
プログラム構想の実現
「3年＋2年」法曹教育
プログラム構想の実現

LL7の提携活動の
深化

LL7の提携活動の
深化

じっくり学ぶコース
での未修者の法学

適性判断

じっくり学ぶコース
での未修者の法学

適性判断
法科大学院教育の社会的評価の向上に向けた取組法科大学院教育の社会的評価の向上に向けた取組
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取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・

目標値

「3年＋2年」
法曹教育プロ
グラム構想の
実現

Ａ
【実績値】
67.3%
【取組状況】
順調着実に推
移

【実績値】
算出不可
【取組状況】
順調着実に推
移

【ＫＰＩ】司法試験
合格率
【基準値】49.7％
【目標値】70％

LL7の提携活
動の深化 Ｂ

【実績値】
2.23倍
【取組状況】
遅延気味で推
移

【実績値】
2.21倍
【取組状況】
遅延気味で推
移

【ＫＰＩ】法科大学
院全体の入試競争
倍率
【基準値】2.06倍
【目標値】2.50倍

じっくり学ぶ
コースでの未
修者の法学
適性判断

Ｂ
【実績値】
81.1％
【取組状況】
2019年度で
取りやめ

【実績値】
72.2％
【取組状況】
継続的に検証

【ＫＰＩ】標準修業
年限修了率
【基準値】85％
【目標値】87％

法科大学院
教育の社会
的評価の向
上に向けた取
組

Ｂ
【実績値】
2.13倍
【取組状況】
安定継続的に
推移

【実績値】
2.01倍

【取組状況】
安定継続的に
推移

【ＫＰＩ】法科大学
院入試競争倍率
【基準値】2.01倍
【目標値】2.50倍

慶應義塾大学大学院法務研究科法曹養成専攻 工程表
慶應義塾大学法科大学院の法曹教育の質的拡充と深化構想

特別選抜入試導
入・法学部3年演
習

既修1年目
法学部4年演
習・先取り履修

既修2年目

LL7による法科大学院教育の魅力のアピール・法学部
との連携教育の調査・検証・研究の継続

フォーラムプログラムでの実務教育の実践継続・拡充
グローバル法曹教育の提供

法学研究者の育成
法曹リカレント教育と認証制度の継続・拡充

法学部と法科大学
院での一貫性ある
効率的な法曹教育
プログラムの確立・
推進

法曹教育プログラム学生の入学・教
育

2019年度まで実施してきたじっくり学
ぶコースの
評価・検証
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愛知大学大学院法務研究科法務専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

愛知大学大学院法務研究科法務専攻においては、地域に貢献するビジネス・ローヤーあるいはホーム・ローヤーとして、様々な分野における第一線で活躍すること
のできる人材を育成することを目指す。

構想

目標値

取組

【概要】 未修者教育の一層の強化、法学部との連携強化等により、司法試験合格率の維持・向上を図るとともに、入学し
た多数の幅広い人材が様々な分野でトップランナーとして活躍することができるよう、臨床実務教育・奨学金制度等の強化を
図る。

・司法試験合格率（既修＋
未修、卒後１年以内）50%
・標準修業年限修了率 40%
・早期卒業入学者数 ２名

・司法試験合格率
（未修） 50％

【概要】
・法曹コース開設に向けた取
組
・法科大学院の授業改善

【概要】
・万全の学業フォローアップ
（プレスクーリング、丁寧な講
義、復習プログラム、法務基
礎演習
・少人数制を生かした組織的
メンタルケア（選択担任制、
教授会等での情報共有
等）

【概要】
・国際化に対応し、外国人
学生の受入れを強化
・地域の外国人向けの短期
日本法講座の実施
・海外駐在を控えた日本人
向けの短期外国法講座を
実施

・外国人学生数
累計5名

【概要】
・動画撮影
・入試情報発信
・生活情報発信
・サイトアクセス数及び実入学者
数の増減をGoogleアナリティク
スにより分析。適宜コンテンツの
充実を追求
・法科大学院合同説明会等積
極的参加
・学内相談会の充実

・入学定員充足率
70％

法科大学院と法学部等との
連携強化の取組

法学未修者教育の質の改
善の取組

国際化への対応 入試制度・広報活動の改革を
行う取組
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愛知大学大学院法務研究科法務専攻 工程表
構想

【概要】 未修者教育の一層の強化、法学部との連携強化等により、司法試験合格率の維持・向上を図るとともに、入学した
多数の幅広い人材が様々な分野でトップランナーとして活躍することができるよう、臨床実務教育・奨学金制度等の強化を図
る。

取組
実
績
評
価

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・
目標値

法科大学院
と法学部等と
の連携強化
の取組

法学未修者
教育の質の
改善の取組

A

Ａ

Ｂ

【実績値】33.33％、
30％、0名
【取組状況】
法学部と定期的に協
議を行い、法曹コース
設置・早期卒業導入
に向け検討を進めてい
る。

【実績値】①司法試
験合格率・算出不能
②標準修業年限修
了率37.5％、③早期
卒業入学者0名
【取組状況】法曹コー
ス開設申請に向けて、
学則改定等準備を
行った。

【ＫＰＩ】①司法試験合格率、
②標準修業年限修了率、③
早期卒業入学者
【基準値】①合格率33.3%、
②修了率30％、③早期卒業
入学者0名
【目標値】①合格率50％、②
修了率40％、③早期卒業入
学者2名

Ａ

【実績値】27.27％
【取組状況】
本学では未修者を積
極的に受け入れ、教
育を行っている。相談
に対応する教員を決
める等、学生に合わせ
た指導を行っている、

【実績値】算出不能
【取組状況】
Moodle等のネット
ツールを利用し、きめ
細やかな指導を行って
いる。

【ＫＰＩ】司法試験合格率
（未修）
【基準値】司法試験合格率
（未修）25.00％
【目標値】司法試験合格率
（未修）50％

国際化への
対応

入試制度・広
報活動の改
革を行う取組

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

【実績値】①無料法
律相談立会者数累
計17５名、②生活福
祉支援活動参加者
数累計０名、③地域
貢献奨学生候補修
了者６名、④外国人
入学者2019年度1
名、入学定員充足率
50％
【取組状況】外国人
留学生が1名入学。
生活面を含めた指導
を実施。各種広報活
動を行い、出願者を
増やす努力を継続

【実績値】①外国人
向け講演会年間0回、
②日本人向け講座年
間0回、③外国人入
学者数0名、④入学
定員充足率35％
【取組状況】Webを
中心に広報活動を展
開。一方、新型コロナ
ウイルスの影響により、
公開講座開催等の活
動はできなかった。

【ＫＰＩ】①外国人向け講演
会年間３回、②日本人向け講
座年間３回、③外国人入学
者数、④入学定員充足率
【基準値】①外国人向け講座
10名規模年間0回、②日本
人向け講座10名規模年間3
回、③外国人入学者2018年
度0名④入学定員充足率35
％
【目標値】①外国人向け講座
10名規模年間3回開講、②
日本人向け講座10名規模年
間３回開講、③外国人入学
者累計5名、④入学定員充足
率70%

法曹コース開講
法科大学院側の
入試制度の改正
等、１期生の受入
れ準備

法曹コース修了者の法科大学院入学
法科大学院の授業改善
法曹コースの授業へのフィードバック

地域の外国人向けの短期日本法講座および海外駐在を控えた日本人
向けの短期外国法講座を検討し、実施

万全の学業フォローアップ（プレスクーリング、丁寧な講義、復習プログラ
ム、法務基礎演習
少人数制を生かした組織的メンタルケア（選択担任制、教授会等での
情報共有、院長との新入生ランチョンミーティング）

入試制度、広報活動の改革を実施。特に、Ｗｅｂを利用した入試情
報の提供に特化
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筑波大学大学院ビジネス科学研究科法曹専攻 全体構想
多様なバッググランドを有する人材に広く法曹界への門戸を開くという理念の下、開設以来一貫して社会人を対象
に夜間週末開講に特化。豊富な社会経験を生かし活躍できるより多くの法曹を､ますます効果的に育成輩出し、
社会人未修者教育の拠点校としてのブランド力をさらに強化。

基本理念
目指すべき

方向性

未修者の司法試験合格率低迷

未修入学志願者の減少
《質》の確保も課題

社会人学生特有の課題
仕事〔と家庭〕との両立（２足〔３足〕の草鞋）の困難性

適性を有する社会人の入学促進 入学後の教育の更なる改善・充実

（１）適性を有する社会人入学者の確
保・促進

１）JMOOCなどを利用した特定授業の
全国規模配信
２）入学後の適性ミスマッチ防止を目的
とした、出願前の法科大学院体験学修コ
ンテンツの提供

（２）社会人学生ごとの習熟度に
配慮したきめ細かい未修者教育
をさらに充実

５つの未修者教育プログラムの連携運用
体制をさらに拡充
１）チューターゼミ強化プログラム
２）基礎力自己測定プログラム
３）法学基礎力充実プログラム
４）学生カルテ
５）他大学（夜間開講校含む）とのＩ
ＣＴによる共同ＦＤ活動を通じた未修
者教育プログラムの向上

（３）ＩＣＴの積極的導入による
場所的・時間的障害の解消
１）モバイル方式
携帯端末を通じ出張先等
遠隔地から授業参加
２）サテライト方式
社会人学生に、物理的移動を強
いることなく他大学法科大学院の
特色ある科目を受講できる機会
を提供。他大学（夜間開講校含
む）との間で相互に教育ノウハウ
を蓄積・共有

①入試競争倍率3倍・②科目等履修生
を経て入学した法学未修1年次生のうち
1年次GPA2.5以上の学生の割合が
50%

①修了1年目の司法試験合格率30％・
②標準修業年限修了率60％

①非対象科目解消
②利用申請数200件・接続成功率
95%

KPI

課題克服
に向けた

取組

現況
課題 授業期間中

も
海外出張・・・

取組区分①－１ 取組区分①－２ 取組区分③－１
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筑波大学大学院ビジネス科学研究科法曹専攻 工程表

構想
適性を有する社会人の入学を確保・促進、入学後の教育の更なる改善・充実

社会経験を生かし活躍できるより多くの法曹を育成輩出・社会人未修者教育の拠点校としてのブランド力強化

取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・目

標値

（１）適性を
有する社会人
入学者の確
保・促進

（２）社会
人学生ごとの
習熟度に
配慮したきめ

細かい未修者
教育
をさらに充実

A

B

【実績値】①入試競争倍率2.9倍
②科目等履修生を経て入学した法学未
修1年次生のうち1年次GPA2.5以上の
学生の割合が50%
【取組概要】
1)OCWに「憲法ⅠA〔人権〕」の授業
（１時限分）を全国無料配信
2) 2019年1月から3月までエクステン
ションプログラム2講座実施（延べ48名
の参加）、2020年度から1年次全法
律基本科目まで拡大、BPの申請準備
検討

【実績値】
①2.85倍、②0%
【取組概要】
1)2020年1月から3月までエクステンショ
ンプログラム（延べ55名参加）うち5名
入試出願、2名入学
2)科目等履修生、実人数23名延べ
106科目出願、選考後延べ57科目履
修、うち11名が2021年度入試出願

1)①②の継続と検証
2)入試志願者とBP受講
生との関連性，BP受講
生の入学者の授業成績
の検証、これを受けてBP
の教育内容・手法の充
実研究

1)①②の継続と
検証
2)前年度と同じ

1)①②の継続と
検証，
2) BPの教育内
容・手法の充実
研究の結果につ
いての中間報告

【ＫＰＩ】
①入試競争倍率
②科目等履修生を経て入
学した法学未修1年次生
のうち1年次GPA2.5以上
の学生の割合
【基準値】
①2.16倍 ②23.8%
【目標値】
①３倍 ②50%

A

A

【実績値】①修了直後の司法試験合格
率44.44％
②標準年限修了率48.48％
【取組概要】
1)チューターゼミの時間数612時間
（2018年度）より100時間増
2)manabaによる利用（共通到達度
確認試験の模擬試験実施）
3)基礎ゼミⅠ~Ⅲ実施
4)学生カルテの充実
5)3年次総合科目FD開始（司法試験
合格率の検証）

【実績値】①未定、②50%
1)チューターゼミの時間数573.25時間
2)manabaによる利用（共通到達度
確認試験追再試実施・模擬試験実
施）
3)基礎ゼミⅠ～Ⅲ実施
4)学生カルテをmanabaに移管し、内
容・機能充実
5)大学間FD実施（コロナ渦における教
育方法・内容の向上に向けた工夫な
ど）

1)他大学とのチューター
ゼミ相互交換実施
2)manabaによる利用、
但し新機能アプリの開発
の場合、他大学との共同
利用とＦＤ、1，年次の
必修科目の充実
3)基礎ゼミⅠ・Ⅱ実施
4)学生カルテの充実とデ
ジタル分析
5)前年度同様

1)前年度同様
2)前年度同様
3)前年度同様
4)前年度同様
5)前年度までの
FD結果により授
業等の再編
（標準修業年
限修了率・司法
試験合格率の
検証）

1)前年度同様
2)前年度同様
（新機能アプリ
利用の場合、
FD結果の中間
報告）
3)前年度同様
4)前年度同様
5)前年度同様

【ＫＰＩ】
①修了直後の司法試験
合格率 ②標準修業年
限修了率
【基準値】
①12％
②55.17％
【目標値】
①30％
②60％

（３）ＩＣ
Ｔの積極的導
入による
場所的・時間
的障害の解消

S

A

【実績値】①モバイル方式を利用できな
い科目数(リーガルクリニック除く)５科目
②アンケート調査による満足度
【取組概要】
1)利用件数、受信成功率などの検証と
利用回数上限撤廃の検討
2)サテライト
他大学との授業交換継続・3年次総合
科目ＦＤ実施（2020年度に向けた司
法試験科目・臨床科目の単位互換の
準備とＦＤ実施）

【実績値】①0科目、②3.64
【取組概要】
1)授業録画システムの機能充実とコロナ
禍における録画授業視聴、モバイル方式、
教室サテライト授業のハイブリッド型の実
施
2)チューターゼミにも拡大。

1)前年度の検討・研究
継続と提言
2)前年度同様

1)前年度の提
言の実現準備
等
2)前年度同様

1)提言の実現
準備等
2)前年度同様

【ＫＰＩ】
１）モバイル方式を利用
できない科目数（リーガル
クリニックを除く）
２）アンケートによる満足
度
【基準値】
１）５科目（リーガルクリ
ニックを除く)
２）3.54
【目標値】
１）0科目（同上）
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《教育理念（教育目標）》
①社会の様々な問題について、合理的で透明なチャンネルを通して、すべての人々が納得のいく、法的に明確な解決が図られることを支え推進する「豊かな人間性と感
受性に裏打ちされ、幅広い教養と優れた法的専門能力を備えた法曹の養成」
②将来巨大な市場として発展する無限の可能性を秘めているアジア諸国に対する「広い国際的な関心を持つ法曹の養成」
③市民が直面する様々な問題をきめ細かく拾い上げ法的に解決する「市民生活に関連する分野について広範な知識を有する法曹の養成」
《今後目指すべき方向性》
①「法化社会を支え推進する法曹の養成」を実現するため、資質と意欲のある人材を法曹志望へと導くための制度改革を実行する
②法整備支援活動の拠点に設置された法科大学院として、「広い国際的な関心を持つ法曹の養成」において引き続き顕著な成果を上げる
③東海地区の法曹養成の拠点として、未修者教育の質の改善を重視しつつ、他の法科大学院との連携を推進する

■優秀な人材が将来への不安を感じることなく法科大学院に進学できる条件の確保を通じて教育理念に基づく法曹養成を実現
①基礎知識の反復学習と論述能力の育成を重視した法科大学院教育の実践と組織化の推進
②資質と意欲のある学生を法科大学院経由で法曹に養成するための法学部と法科大学院の連携強化
③「ICTを活用した段階的・多重的なテーラーメイド型未修者教育モデル」の実施・改善を通じた未修者教育の質の改善
④「アジア法に通じ、法整備・法協力に携わる法曹人材育成プログラム」の継続とさらなる深化
⑤地域の法的サービスの需要を質・量ともに充足しうる法曹養成のための東海地区の他の法科大学院との連携推進

構
想

司法試験合格率 40.0%
標準修業年限修了率 70%
法曹コース登録者数 20名
「５年一貫型教育選抜」による進
学者数 10名

司法試験合格率（未修）20%
標準修業年限修了率（未修）

60%

南山大学法科大学院との共同開
講科目数 ７科目
共同開講科目「総合問題演習」
（３科目）受講率 66.6%

海外派遣実績及び関連科目受講
者数 合計26名

目
標
値

取

組

①短答式問題に対する学習意欲
を高める措置の継続実施
②学生の論述能力の育成を重視
した教育内容の改善
③法学部に「法曹コース」を設置し、
５年一貫教育による短期司法試
験合格及び法科大学院への入学
者増加の実現
④法科大学院教員や実務家が
担当する「法曹養成演習」をコー
ス必修科目とすることで「５年一
貫教育」を実質化

①入学前学習→「事前学習確認テ
スト」→「実定法基礎Ⅰ・Ⅱ」→「夏
季理解度チェック講座」・「夏季文章
力養成講座」→「総合問題演習」と
いう段階的学習モデルの実施・改善
②「お助け君ノートシステム」や「じゃく
てん定期便」等の組み合せによる多
重的なシステムによる個々の理解度
に合わせたテーラーメイド型未修者
教育の実施・改善

①「段階的・多重的なテーラーメイ
ド型未修者教育モデル」のコアの科
目である「実定法基礎Ⅰ・Ⅱ」の共
同開講
②未修者・既修者を問わず要求さ
れる法律文書を書く能力を育成す
る「総合問題演習」の共同開講

①アジア法の現実や法整備支援活
動の基礎を学ぶ科目「法整備支援
論」や来日外国人の法的問題を学
ぶ科目「外国人と法」のさらなる充実
②アジア諸国にある日本法教育研
究センターや現地大学に学生を派遣
する実習科目の実施
③法科大学院修了生に対する日本
法教育研究センターでの日本法講
師体験の機会提供

教育内容の改善及び「法曹コー
ス」設置

ICTを活用した段階的・多重的な
テーラーメイド型未修者教育モデル
の実施・改善

未修者教育の改善と論述能力の
育成に重点を置いた南山大学法
科大学院との教育連携の推進

アジア法に通じ、法整備・法協力
に携わる法曹人材育成プログラム
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名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 工程表
構 想

取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・目標値

教育内容の改
善及び「法曹
コース」設置

Ａ

Ｓ

Ａ

【実績値】
①41.2%
②57.9%
③17名
【取組状況】
・「法曹コース」の設置
・授業内容の改善による
関連科目の受講者数の
増加

【実績値】
①算出不可
②79.4%
③26名
【取組状況】
・「法曹コース」本格始
動
・「法曹コース運営委員
会」設置

ＫＰＩ：①司法試験合格
率 ②標準修業年限修了
率 ③「法曹コース」登録者
数・「５年一貫型教育選
抜」による進学者数
基準値：①40.0%
②58.８% ③16名・―名

目標値：①40%
②70% ③20名・10名

ICTを活用し
た段階的・多
重的なテー
ラーメイド型未
修者教育モデ
ルの実施・改
善

Ａ

Ａ

【実績値】
①16.7%
②33.3%
【取組状況】
・教育モデルの確実な実
施と改善点の点検

【実績値】
①算出不可
②62.5%
【取組状況】
・コロナ禍における教育モ
デルの最大限の実施

ＫＰＩ：①司法試験合格
率(未修者) ②標準修業年
限修了率(未修者)
基準値：①16.0% 

②42.1%
目標値：①20% ②60%

未修者教育の
改善と論述能
力の育成に重
点を置いた南
山大学法科
大学院との教
育連携の推進

Ｂ

Ａ

【実績値】
①３科目
②73.6%
【取組状況】
・３科目を共同開講
・「実定法基礎」等の共
同開講に向けた協議

【実績値】
①３科目
②82.8%
【取組状況】
・３科目を共同開講
・「総合問題演習（公
法）」の次年度共同開
講決定

ＫＰＩ:①共同開講科目
数②総合問題演習受講率
基準値：①３科目
②52.4%
目標値：①７科目
②66.6%

アジア法に通じ、
法整備・法協
力に携わる法
曹人材育成プ
ログラム

Ａ

【実績値】
合計29名
【取組状況】
・海外派遣事業を実施
（派遣実績は０名）
・「法整備支援論」等の
関連科目の受講者数は
堅調

【実績値】
合計33名
【取組状況】
・海外派遣事業は中止
・「法整備支援論」等の
関連科目の受講者数は
増加

ＫＰＩ：関連科目の受講
者数と海外派遣者数
基準値：合計24名（内訳
は各項目ごとに設定）
目標値：合計26名（同
上）

優秀な人材が将来への不安を感じることなく法科大学院に進学できる条件の確保を通じて
教育理念に基づく法曹養成を実現

反復学習推進・論述能力育成のための講義内
容の実施・改善

教育内容・方法
の継続的改善

運用上の課題を精査し、必要な改善を実施
「じゃくてん定期便」など必要なシステムの改修

協議が整った科目から順次共同開講
常設の委員会において開講科目の継続的な
改善を協議・実施

運用上の課題を精査し、必要な改善を実施
継続的な実施に向け、外部資金等の獲得を目指す
「法整備支援論」等の関連科目の更なる充実と個別
的指導等を通じて、人材確保に取り組む

第一期生第一期生
法科大学
院進学

第一期生第一期生
法科大学
院修了
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早稲田大学大学院法務研究科法務専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

早稲田大学法務研究科は、「挑戦する法曹」養成のため、法律基本科目を体系的・立体的に学ぶことを重視しつつ、研究者教員と実務家教員が連携し理
論と実務の架橋を図り、法理論的専門性だけでなく法実務的能力を発展させるカリキュラムを設けている。他方、多様化し変動する社会に対応すべく、様々な
法律実務分野を網羅する教員・科目を擁し、司法試験合格のみならず高い専門性と実務能力を獲得する付加価値の高い法曹を養成することをめざしている。

構想

目標値

取組

【概要】 本研究科は、以下の５つの観点から法科大学院教育の機能強化をめざす。
①未修者教育の強化 ②５年一貫法曹養成システムの構築 ③地域大学との連携の強化・法曹養成支援 ④国際化対応力および先進的かつ高度
な専門能力の向上強化 ⑤理論と実務を架橋する教育の強化および継続教育・キャリアサポートを含む一貫した法曹養成システムの構築

①司法試験合格率
(1)全体 50%
(2)5年一貫 65%

②標準修業年限修了率（既修
者） 85%

①司法試験合格率(未修者) 
30%

②標準修業年限修了率
(1)全体 80%
(2)未修者 60%

①派遣留学生 3名
②グローバル・ビジネス・コース修
了者および学内での国際プログ
ラムへの参加者 在学生の約
10%

①本研究科への志願者における女
性の割合 40%
②本研究科の司法試験合格者に
おける女性の割合 40%

【概要】
・学部3年＋法科大学院2
年の5年一貫法曹教育シ
ステムを構築
・法学基礎教育-アドバンス
法学教育-即戦力法曹育
成コースをモデルとする
３段階プログラムを構築
・法科大学院を撤退した
地域大学との教育連携を
推進

【概要】
・未修者教育・学修サポート
の改善により、司法試験合
格率の向上をめざす
・共通到達度確認試験結
果を活用した進級判定・学
習指導等を実施
・AAによる学修サポートや付
設法律事務所と連携した実
務基礎教育プログラム実施

【概要】
・国際的視野を持つ法曹を
輩出するための学修・経験
の機会を重層的に提供
・最先端の国際取引分野、
渉外家事分野等での活躍
をにらみ、派遣留学生、
グローバル・ビジネス・コース
の修了者、国際プログラム
への参加者を増加させる

【概要】
・女性法曹志望者に対し、
長期ビジョンの涵養／ロール
モデル・メンターの提供／具
体的な学修支援の場の提供
・5つの支援策に基づき、女
性法曹志願者層の掘り起こ
し(入口)から、司法試験合
格(出口)に至るまでの総合
的な学修支援を実施

法科大学院と法学部等
との連携強化の取組

未修者教育の質
の改善の取組

重層的な国際化
対応プログラム

女性法曹輩出促進
プロジェクト(FLP)
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早稲田大学大学院法務研究科法務専攻 工程表

取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・目標値

法科大学
院と法学
部等との
連携強化
の取組

未修者教
育の質の
改善の取
組

Ａ

Ａ

Ｂ

【実績値】
①(1)50.5%

(2)50%
②86.4%
【取組状況】
5年一貫法曹養成ｼ
ｽﾃﾑの構築検討、法
曹養成連携協定の
認定申請準備 等

【実績値】
①(1)算出不可

(2)算出不可
②73.3%
【取組状況】
5年一貫法曹養
成ｼｽﾃﾑの構築検
討、連携協定校
への説明会 等

【ＫＰＩ】
①司法試験合格率[%]
(1)全体 (2)5年一貫
②標準修業年限修了率(既修者)[%]

【基準値】
①(1)39.0% (2)50% ②80.1%

【目標値】
①(1)50% (2)65% ②85%

Ａ

Ａ

【実績値】
①35.5%
②(1)72.7%

(2)52.3%
【取組状況】
ｶﾘｷｭﾗﾑ改定、共通
到達度確認試験活
用方法の検討 等

【実績値】
①算出不可
②(1)66.9%

(2)54.3%
【取組状況】
ｶﾘｷｭﾗﾑ改定、共
通到達度確認試
験活用方法の検
討 等

【ＫＰＩ】
①司法試験合格率(未修者)[%]
②標準修業年限修了率[%]
(1)全体 (2)未修者

【基準値】
①16.7% ②(1)70.9%(2)51.1%

【目標値】
①30% ②(1)80% (2)60%

重層的な
国際化対
応プログラ
ム

女性法曹
輩出促進
プロジェク
ト(FLP)

Ａ

Ｓ

【実績値】
①5名②11%
【取組状況】
派遣留学制度の広
報 等

【実績値】
①1名②11%
【取組状況】
派遣留学制度の
広報 等

【ＫＰＩ】
①派遣留学生[名]
②グローバル・ビジネス・コース修了およ
び国際プログラムへの参加の割合[%]

【基準値】 ①1名 ②3%
【目標値】 ①3名 ②10%

Ａ

Ｓ

【実績値】
①35.5%
②32%
【取組状況】
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催 等

【実績値】
①36.9%
②算出不可
【取組状況】
ｵﾝﾗｲﾝ・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
計画等

【ＫＰＩ】
①志願者における女性割合[%]
②司法試験合格者における
女性割合[%]

【基準値】 ①32.3% ②26.4%
【目標値】 ①40％ ②40％

取組③－２： 女性法曹輩出促進プロジェクト(FLP)
・女性法曹志望者に対し、長期ビジョンの涵養／ロールモデル・
メンターの提供／具体的な学修支援の場を提供
・5つの支援策に基づき、女性法曹志願者層の掘り起こし(入
口)から、司法試験合格(出口)に至るまでの総合的な学修支
援を実施

取組③－１： 重層的な国際プログラム
・国際的視野を持つ法曹を輩出するための学修・経験の機会を
重層的に提供
・最先端の国際取引分野、渉外家事分野等での活躍をにらみ、
派遣留学生、グローバル・ビジネス・コースの修了者、国際プログ
ラムへの参加者を増加させる

取組①－２： 未修者教育の質の改善の取組
新カリキュラム実施 → → → → →→ → → → → → → 

共通到達度試験結果の進級判定･クラス分け利用 → →

取組①－１： 法科大学院と法学部等との連携強化の取組
法曹コース開始→ 法曹コース学生受入→  →  → 

既修者カリキュラム 既修新カリキュラム →  →  →
改定 実施

【概要】 本研究科は、以下の５つの観点から法科大学院教育の機能強化をめざす。
①未修者教育の強化 ②５年一貫法曹養成システムの構築 ③地域大学との連携の強化・法曹養成支援 ④国際化対応力および先進的かつ
高度な専門能力の向上強化 ⑤理論と実務を架橋する教育の強化および継続教育・キャリアサポートを含む一貫した法曹養成システムの構築

構想
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岡山大学大学院法務研究科法務専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

岡山大学大学院法務研究科は、 「地域に奉仕し、地域に根ざした法曹養成」の教育理念のもと、中国・四国地域における地域中核的法科大学院として、
法学部教育と法科大学院教育、その後の法曹継続教育及び就職支援を有機的に結びつけることにより、地域社会に有為な法律系人材の輩出を通じて
（「岡山で育て地域に戻す」）地域貢献を実現する。

構想

目標値

取組

【概要】
（１）司法試験の合格率の向上に向けて、法律基本科目の教育方法および教育内容の一層の充実・強化を図り、本研究科の教育力の向上を図る。
（２）中国・四国地域における法学系学部学科との連携を深め、中国・四国という地域環境において法曹を目指すことのできる環境を整備する。
（３）地元自治体、企業、経済団体、医療機関・福祉機関等と連携を一層促進させ、法曹継続教育及び法律系人材の就職支援強化を図る。

○法学既修者の司法試験
合格率【40%】

○法学既修者の標準修業
年限修了率【65%】

○中四国地域大学からの
志願者【24人】

○法学未修者司法試験合
格率【20%】

○法学未修者の標準修業
年限修了率【35%】

○司法試験合格率（全体）
【30%】

○標準修業年限修了率
（全体）【50%】

○就職支援実績5年間累積
【10人】

○研究会・研修の参加者数
【100人・60人】

○法務担当者養成基礎研修
参加者数【15人】

【概要】
岡山大学法学部との

連携による法曹コースの
設置による一貫的教育
体制を整備するとともに、
中国・四国地域における
法学系学部学科との連
携を深め、接続教育を強
化することにより、中国・
四国という地域環境にお
いて法曹を目指すことの
できる環境を整備する。

【概要】
ICT及び学修アドバイザー

の活用により、入学前学修
支援体制の構築をはじめ、
入学前から法科大学院修
了まで、段階的かつ一貫し
た法学未修者教育を実施
し、法学未修者教育の改
善・充実を図る。また、共通
到達度確認試験を個別の
フォローアップに活用する仕
組みを構築し、法学未修
者教育の質の向上を図る。

【概要】
九大LSと教育方法・教

育内容についての相互的
な検討を継続することによ
り、司法試験の合格率の
向上に向けて、法律基本
科目の教育方法および教
育内容を抜本的に見直す
とともに、教育方法・教育
内容の一層の充実・強化
を実現し、本研究科の教
育力の向上を図る。

【概要】
司法試験合格者のみならず

進路変更者をも対象とする就
職支援のシステムを構築する。

法科大学院と法学部
等との連携強化

就職支援システム
の構築

教育連携に基づく
教育力の改善・充実

法学未修者教育
の質の改善

【概要】
地域法務に対応する研究会・

研修会をとおして，地域ニーズ
に対応した法律系人材の継続
教育を実施するとともに，地域
の法務基盤を強化し，地域の
法律系人材に対する雇用創出
にもつなげていく。

継続教育および
地域貢献
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岡山大学大学院法務研究科法務専攻 工程表
構想

（１）司法試験の合格率の向上に向けて、法律基本科目の教育方法および教育内容の一層の充実・強化を図り、本研究科の教育力の向上を図る。
（２）中国・四国地域における法学系学部学科との連携を深め、中国・四国という地域環境において法曹を目指すことのできる環境を整備する。
（３）地元自治体、企業、経済団体、医療機関・福祉機関等と連携を一層促進させ、法曹継続教育及び法律系人材の就職支援強化を図る。

取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・

目標値

法科大学
院と法学
部等との
連携強化

岡大
法学部

との
連携

Ａ

Ａ

実績値：25%, 
66.7%
取組状況：法曹コース
設置具体化,接続教育
強化

実績値：算出不
可, 66.7%
取組状況：法曹
コース運用開始・
接続教育強化
(ICT活用)

KPI【基準値】【目標値】
法学既修者の司法試験合格率
【100%】【60％】
法学既修者の標準修業年限修了率
【100%】【75％】

他大学
との
連携

Ａ
実績値：27人
取組状況：ロースクー
ル導入講座

実績値：23人
取組状況:司法制
度論(ICT活用)

中四国地域大学からの志願者数【24
人】【26人】

法学未修者
教育

の質の改善

Ａ

Ａ

実績値：0%, 
38.5%
取組状況：学修アドバ
イザー拡充

実績値：算出不
可, 42.9%
取組状況：学修
アドバイザー拡充
(ICT活用)

法学未修者の司法試験合格率
【20%】【25％】
法学未修者の標準修業年限修了率
【60%】【60%】

九大LSとの教育
連携に基づく教育

力の
改善・充実

Ａ

Ａ

実績値：12.5%, 
47.4%
取組状況：ＦＤの継
続実施

実績値：算出不
可, 53.8%
取組状況：ＦＤ
の継続(ICT活用)

司法試験合格率(全体)【35.3%】
【40%】
標準修業年限修了率(全体)【62%】
【65%】

就職支援システム
の構築 Ａ

実績値：50%
取組状況：就職支援
システム構築・運用

実績値：100%
取組状況：就職
支援システム運用・
改善

法務担当者就職実績割合【50%】
【75%】

継続教育および
地域貢献

Ａ

Ａ

実績値：
4.0,3.81
取組状況：組織内弁
護士等研修・法務担
当者基礎研修

実績値：
4.0,3.87
取組状況：組織
内弁護士等研修・
法務担当者基礎
研修

アンケート満足度
1.組織内弁護士等研修満足度
【3.67】【3.8】
2.法務担当者養成基礎研修【3.43】
【3.8】

特別選抜の実施（2022年度入試～）
選抜方法の検証

法曹コース設置に向け
た検討

接続教育科目の運用（評価→分析→改善）

特別選抜の実施

未修者カリキュラム再編
共通到達度
確認試験の活用

入学前学
修指導
学修アドバ
イザーの活用

就職支援システム
の構築

組織内弁護士研
修・OATC研究会
教育プログラム再編

就職支援システム
の確立

法曹継続教育の
確立

研修事業の確立

法科
大学院
教育へ
の還元

法曹コースのPDCAサイクルの確立

検証

支援システム再編

法務研修(岡山経済
同友会との連携)

検証

検証

カリキュラム再編

大学間FD（科目間FD・共同FD）・連携協議会

科目内容の共通化・共同化・学修支援態勢の検討

研修事業再編 34

学修アドバイザーの活用
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琉球大学大学院法務研究科法務専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

本研究科は、地域にこだわりつつ世界を見つめ、性の多様性を尊重する法曹を養成することを教育理念としている。また、本研究科には、島嶼地
域にある地方国立大学の法科大学院として、経済的理由や家庭の事情等により沖縄以外で教育を受けることのできない有為な人材に対し、地元
において高度な教育を受ける機会を提供しながら、地域社会に貢献できる人材を育成していく責務がある。
今後は、さらにそれらを発展させつつ、より多くのグローカルな思考を持ち、性の多様性を尊重する法曹を継続して輩出していくことを目指していく。

第１ 地方小規模校の特性を活かすために履修カルテを活用し、沖縄弁護士会との連携を深めながら、未修者教育をさらに充実させるなど教育の改
善・充実を図る。

第２ 早期から法曹を志望する学生に対し、実質的な６年一貫教育を行うために、本学人文社会学部との連携を強化する。
第３ 本研究科の特色であるグローカル教育と性の多様性を尊重する教育について充実強化を図るとともに、本研究科の魅力を高める。

○ 直近修了者の司法試験合格率：25％
○ 標準修業年限修了率：52％
○ 修了生全員の司法試験合格率：20％

小規模校の強みを
生かしたきめ細やか
な未修者教育

・よりきめ細やかな教育
を行うための履修カル
テの作成
・履修カルテを活用し
た学修指導、カリキュラ
ム改正、入試方法の
改革、弁護士会からの
支援の改善

弁護士会との連
携強化による教
育の改善・充実

・弁護士会との継続
的な協議による
支援内容の充実化
と最大限の活用

○ 本学人文社会学部法学プ
ログラムから既修者コースへの
進学者数：年間3名

地方小規模校におけ
る実質6年一貫教育

・法科大学院教員によ
る多数の授業の提供
・ＬＳ進学等特修クラ
スを設置し、さらに手厚
い教育を実施
・ＴＡ・チューター制度
の活用
・学部と法科大学院の
教員のＷＧ、担当教員
間でのＦＤ等による学
部教育の更なる充実

グローカル教育の充実

・これまで行ってきた英米法研修
プログラムや米軍基地法等に加
え、アジア貿易論（仮称）等の
新しい科目の開発、台湾の大学
との連携によって、さらなるグロー
バルな人材養成を目指す。

○ 競争倍率2.50倍
○ 性の多様性の尊重と法の講義受講者で「アライ」の法曹であるこ
とを公言して活動している修了生の数：2名

経済的支援制度の拡充

・協議会等を通じて、企業や団
体との連携を強化し、既存の経
済的支援制度の継続と内容の
充実を図るほか、新規の経済的
支援制度も獲得

性の多様性の尊重

・当事者学生の学修環境整備
・自治体との協定締結、条例制
定等の支援
・「アライ」の法曹、法務人材を養
成

昼夜混合開講

・教員の過負担を抑制しながら、
昼夜混合開講の着実な実施

魅力の向上、競争力強化
未修者教育の改善・充実 学部との連携強化

目
標
値

構

想

取

組
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琉球大学大学院法務研究科法務専攻 工程表
構想

① 地方小規模校の特性を活かすために履修カルテを活用し、沖縄弁護士会との連携を深めながら、未修者教育をさらに充実させる
など教育の改善・充実を図る。

② 早期から法曹を志望する学生に対し、実質的な６年一貫教育を行うために、本学人文社会学部との連携を強化する。
③ 本研究科の特色であるグローカル教育と性の多様性を尊重する教育について充実強化を図るとともに、本研究科の魅力を高める。

取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・目標値

未修者教育
の改善・充
実

学部との連
携強化

Ａ 【実績値】
21.42％

【取組状況】
・簡易な事例演習科
目を新設・実施
・履修カルテの内容とそ
の利用方法を検討し、
当初の計画どおり、
2020年度入学生か
ら導入できる見込み。
・弁護士会の担当委
員会と継続的な協議
を行う中で、問題点を
共有し、ＷＧで対策を
検討中。

【実績値】
ー

算出不可
【取組状況】
・簡易な事例
演習科目順
調に実施。
・履修カルテ運
用開始。
・弁護士会と
連携して、短
答式試験対
策実施。

【ＫＰＩ】 直近修了者の司
法試験合格率
【基準値】 20％
【目標値】 25％

Ｓ 【実績値】
33.33％

【実績値】
76.92％

【ＫＰＩ】 標準修業年限修
了率
【基準値】 25％
【目標値】 52％

Ａ 【実績値】
14.71％

【実績値】
ー

算出不可

【ＫＰＩ】 全修了者の司法
試験合格率
【基準値】 15％
【目標値】 20％

Ａ 【実績値】
1人

【取組状況】
・新学部へより充実し
た授業の提供開始
・ＴＡ・チューター制度
は順調に運用

【実績値】
1人

【取組状況】
・学部への授
業の提供本格
的に開始。
・ＦＤの実施
による改善。

【ＫＰＩ】 本学人文社会学
部法学プログラムから既修者
コースへの進学者数
【基準値】 0人
【目標値】 年間3人

魅力の向上、
競争力強化

Ａ 【実績値】
2.62倍

【取組状況】
・台湾の大学との連携
具体化。
・誰でもトイレ設置によ
る学修環境整備。
・永続的支援への移
行準備具体化、新規
の経済的支援１件獲
得。
・昼夜混合開講、混
乱なく実施。

【実績値】
2.26倍

【取組状況】
・グローカル教
育等実施。
・台湾の大学
と大学間協定
締結。
・株式受入実
現・奨学金拡
大支給
・新規科目開
発具体化。

【ＫＰＩ】 競争倍率
【基準値】 2.00倍
【目標値】 2.50倍

Ｂ 【実績値】
0人

実績値】
0人

【ＫＰＩ】 性の多様性の尊
重と法の講義受講者で「アラ
イ」の法曹であることを公言し
て活動している修了生の数
【基準値】 0人
【目標値】 2人

取組概要①－１－A
小規模校の強みを生かしたきめ細やかな未修者教育

指導教員・就学支援委員会を中心とした学修指導

履修カルテの内容見直し
教育効果の分析・検討・ＦＤの実施

不断のカリキュラム見直し・改正

取組概要①－１－B
弁護士会との連携強化による教育の改善・充実
弁護士会担当委員会との継続的な協議 → 支援
内容の充実化
履修カルテと学修指導を通じた支援の最大限の利用

取組概要①ー２
地方小規模大学における法学６年一貫教育
法曹への道筋呈示⇒ＬＳ進学等特修クラス進学
者確保
法科大学院教員による授業提供、ＴＡ・チューター
制度の活用
ＦＤ、連携ＷＧを通じた学部教育の充実・改善

取組区分③-Ａ グローカル教育の充実

取組区分③-Ｂ 性の多様性の尊重

取組区分③-Ｃ 経済的支援制度の拡充

取組区分③-D 昼夜混合開講

英米法研修プログラムや米軍基地法等の継続実施
短期学生交流の実施・新しいグローカル科目開講

学修環境整備、自治体との連携協定を活かした講義の実施

支援先との協議を通じた経済的支援制度の充実と、新規獲得

昼夜混合開講の着実な実施
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明治大学大学院法務研究科法務専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

＜教育理念＞明治大学法科大学院は，本学の建学の精神である「権利自由・独立自治」を現代的に解釈し、「人権を尊重し，『個』を大切にする法曹の養成」を教育理念として
いる。
＜今後目指すべき方向性＞ 本法科大学院の開校時の方針は、端的には「学生の自主性の尊重」と「合格者数の重視」であった。しかし、全国的な法曹志願者数の減少の中で、
本校への入学者にも量的・質的変化が生じ、司法試験の合格率が次第に低下し、そのことが入学者数の更なる減少と合格率・数の低下を招くようになった。この状況を打開するため、
入学定員を削減し、今後は「合格率重視」の教育を推進する。また，将来的には，合格率を上げ、意欲ある学生を呼び込み、いずれは入学定員を再び増やすことも視野に入れなが
ら、質の高い合格者の数を増やし、社会のニーズに応えていくことこそ、最終的な目指すべき方向性である。

構想

目標値
1科目平均の視聴者数
（1年間の実績）
３人→10人

取組

当面の方向性は、「司法試験合格率の向上」である。この目的の実現のため、本年4月から入学定員を40名に削減し、独立の法科大学院組織から、既存の専門職大学
院の中の４番目の研究科へと改編した。この改革を踏まえ、以下のような施策を講じ、法曹養成の機能を強化する。 第1に、法学部との連携を深化させる。法学部と本法
務研究科の両執行部からなる「法曹教育連絡会」を通じて「オール明治」の取組を実行し、法学部からの質の高い進学者を増やす。 第2に、カリキュラムの見直しを進める。
学生に自由に選ばせる「アラカルト」カリキュラムから、目的指向の「筋肉質」のカリキュラムに再編する。特に専門法曹養成教育については、科目数を厳選し、リカレント教育や
研究科間の横断教育にシフトする。 第3に、クラス担任制度（担任は教員、副担任は教育補助講師）制度を充実し、「顔の見える教育」を進め、1人1人の能力・到達度
や個性に応じたきめ細かな教育を実行する。 第4に、修了後2回目以降の試験の合格率の向上のために、継続して自ら学べるように修了生ネットワークを構築し、教員や教
育補助講師との交流の機会を提供する。 第5に、専門職大学院の他の研究科等との連携を進め、現役生に対する専門法曹教育を多様化し、また修了生に対するリカレン
ト教育を充実する。このことにより、意欲的な入学生を増やし、司法試験の合格率につなげていく。

標準修業年限修了率
37.8％→75.0％

法学部との連携
【概要】
本学法学部における法曹志望者の内，多くの者が本法務

研究科ではなく，他大学の法科大学院へ進学する傾向が
本研究科の課題の一つである。法学部との連携を深め，本
学法学部卒の優秀な入学生を確保することにより司法試験
合格率を上げる。そのことは本学法学部の「法曹コース」の魅
力を上げることにもつながり，双方の利益にかなう。また，何
より個々の明治大学法学部卒の学生にとって一貫性のある
教育を受けられることによって司法試験の合格可能性が高く
なる。 このような認識に基づいて、「オール明治のために」との
問題意識を共有し、今後5年間で (1) 早期卒業・飛び入
学、(2) 先取り履修、(3) 奨学金制度の改革、(4) 教員の
相互交流、(5) 高大連携、(6) カリキュラム編成に関する意
見交換などの取組を法学部と共同して実施する。

クラス担任制度の充実
【概要】
既に導入している「クラス担任制度」の更なる活

用により，標準修業年限内に修了できるように、
弱点（苦手科目）を早期に発見し、1人1人に
応じた適切な対策を講じるようにする。 具体的に
は，C評価やF評価を受けた又は受けるおそれが
ある科目について、学生からの申出により又は担
任又は副担任等からの提案により、フォローアップ
を行うことによって苦手科目を克服することとする。
また，特に「共通到達度確認試験」や本法務

研究科が2017年度秋から導入している「基礎力
確認テスト」の結果を活用し、各学生が自らの弱
点を把握し、早期に担任・副担任又は科目担当
教員等に相談できる体制を整備する。

授業科目のオンライン配信による自習シス
テム
【概要】
本法務研究科における一部の基本科目の

授業（全14回）をビデオで撮影し、そのコン
テンツを明治大学の情報通信システム（e-
Meijiシステム）にアップロードし、全ての学生
が随時に視聴できる自習システムを整備し、
活用を図る。
e-Meijiシステムのアカウントを有する本法

務研究科の学生は、インターネットを通じて自
宅のパソコンから本システムにアクセスすること
ができ，個々の学生の苦手科目又は学習が
不十分であった科目の「自習」のために積極
的に活用することを学生に促していく。

①修了後一年以内の合格率 11.36％→30.0％
②司法試験合格率 12.25％→22.0％
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明治大学大学院法務研究科法務専攻 工程表
構
想

「人権を尊重し、『個』を大切にする法曹」の養成には、「自ら考え、学ぶ」気概と力（建設的批判精神、自己改革力等）の涵養が必須である。一方、司法試験の合格を目指
して学ぶということは、自ら目標を設定し、自己の能力を計測し、その差を埋めるための課題を設定し、実行し、その進捗を評価し、再び新たな目標を立てて努力していくプロセスを
繰り返すことである。司法試験合格を目指した学習は、「自ら考え、学ぶ」気概と力を涵養する点で「よき法曹」となるための日々の訓練である。司法試験の合格率の向上を目指す
教育への転換は、教育理念からの離反ではなく、それを実現するための現実的手段である。
機能強化構想の土台は、定員削減と組織改編である。２０１８年度より定員を１２０名から４０名に削減したことにより、真に意欲と実力のある受験生を入学させ、少数精

鋭の教育を進めることができ、個々の学生にとって司法試験の合格可能性を高めると同時に、本校の「競争力」を高めることができる土台ができた。同時に，これまで独立して設置
していた法科大学院を，他の専門職大学院と並列に位置づける組織改編を行った。この改編を機に他の研究科との連携を進めて行けば、専門法曹教育の多様化等に資すること
ができる。今後５年間で，法学部との連携深化，カリキュラムの見直し，クラス担任制度の充実，修了生の支援（eラーニング含む），専門職大学院の他の研究科等との連
携を進めていく。これらの施策を総合的に進めることにより、将来の意欲的な入学生を増やし、司法試験の合格率につなげていく。

取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年

度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・目標
値

法学部との連携

クラス担任制度
の充実

Ａ

Ａ

【実績値】
①25.0％
②16.0％
【取組状況】
当初計画の取り組み実
施に加え，本学法学
部と連携協定を締結し，
学部連携を強化した。

【実績値】
－算出不可
【取組状況】
法曹養成連携協定
の文科省大臣認定
を受けるとともに，同
連携協議会を開催
し，学部連携を更に
強化した。

【ＫＰＩ】
①修了後一年以内の合格率
②司法試験合格率
【基準値】
①11.36％ ②12.25％
【目標値】
①30.0％ ②22.0％

Ａ

【実績値】
47.2％
【取組状況】
当初計画どおり，クラス
担任による個別指導や
担任・副担任間の意見
交換会，TKC支援ソ
フトの活用等を行い，
標準修業年限修了率
の改善に努めた。

【実績値】
52.8％
【取組状況】
コロナ禍においても，
オンライン形態での授
業や定期試験等を
実施することにより，
法曹教育の質の維
持・向上に努めた。

【ＫＰＩ】
標準修業年限修了率
【基準値】37.8％
【目標値】75.0％

授業科目のオン
ライン配信による
自習システム

Ａ

【実績値】
約311時間
【取組状況】
当初計画どおり12科目
を配信し，18,600分
の視聴があった。

【実績値】
約822時間
【取組状況】
科目及び視聴可能
対象者を拡充したこ
とにより，総視聴時
間数が大幅に伸びた。

【ＫＰＩ】
全科目の総視聴時間数
【基準値】82時間
【目標値】410時間

授業科目の録画，視聴環境の整備（e-Meijiへのコンテ
ンツ登録），新入生・修了生向けＩＤとＰＷの付与等

（１）学年別ゼミの継続実施（一人ひとりの学生の「顔の
見える教育）
・学年別にゼミを組み，クラス担任・副担任が補習や指導

を行う。
・C評価やF評価を受けた又は受けるおそれがある科目につ

いて、学生からの申出又は担任又は副担任等からの提案に
より、フォローアップを行うことによって苦手科目を克服する
（２）基礎力確認テストの実施
ＴＫＣ法科大学院教育支援ソフトを活用し，定期的に

実施することで， 各学生が弱点を把握し，早期にクラス担
任・副担任等に相談できるようにする。

授業の視聴（苦手科目の復習），クラス担任・副担任
（教育補助講師）による弱点克服のため個別指導

(1) 早期卒業・飛び入学、(2) 先取り履修、(3) 奨学
金制度の改革、(4) 教員の相互交流、(5) 高大連携、
(6) カリキュラム編成に関する意見交換などの取組を法学

部と共同して実施する。

法曹養成連携協議会の定期的な開催
（法学部と法務研究科間）

連携協定に基づく５年一貫型教育の計画・準備・実施
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北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性 【確かな基礎力と高度な応用力・発展力を身につけた法曹養成】

北海道大学法学研究科法律実務専攻においては、専門法曹としての基礎的能力とともに、変容する社会からの高度な要請に応えうる応用力・発展力を身につけた法曹養
成を目標としている。今後もこの目標を維持しつつも、法曹としての基礎力と応用力・発展力とを更に高めた法曹養成を目指す。より具体的には、①基本的法分野における体
系的で深い理解を確実に身につけたうえで、②かかる基本的法分野における応用力・発展力に加え、③知的財産法分野を中心に先端的なビジネス部門の基礎力と応用力・
発展力とを修得した法曹養成を目指す。

構想
【概要】 【入学前から修了後にわたるワイドスパンな法学教育の更なる充実・強化】

今後５年間、次の観点における機能強化を図る。①法学部生に法科大学院を意識させるためのガイダンス・授業等を展開して、有意な志願者・入学者を確
保するとともに、②法学既修者については、法曹コースを新設し、法科大学院と法学部との連携によるシームレスな法学教育を実現する。③法学未修者につい
ては、ICTを用いた入学前導入教育、入学後の学習カルテを用いた丁寧な個別指導を実施し、そのレベルアップを図る。④特に知的財産法分野に注力した専
門教育を行うとともに、⑤修了後も知的財産法分野での実効的な継続教育プログラムを実施し、国の知的財産推進計画に貢献する。

目標値 ①司法試験合格率 ３０％
②標準修業年限修了率 ８５％

①未修者標準修業年限修了率 ８０％
②未修課程入学者数 １５名

○サマーセミナー参加者数
①2019年から2023年の5年平均 180名
○アンケートによる満足度
② 2019年から2023年の5年平均 3.85

取組

【概要】
① 法学部生に法科大学院を意識させる

ことを目指したガイダンス・授業・課外
授業等をさらにバージョンアップし、

② 法学部に「法曹コース」を新設して、
③ 法曹コースを３年間で卒業した者が

法科大学院の２年課程に入学するこ
とを可能とするための法科大学院の特
別選抜を新たに実施し、

④ 法科大学院の２年課程教育において
も、法曹としての基礎力と応用力・発
展力を高めるための教育の更なる充
実を図る。

【概要】
法科大学院入学手続から入学までの約
２カ月の期間を利用して、
① ＴＫＣのシステムを通じて導入授業と

確認テストを、逐次改善しつつ実施す
るとともに、

② その学習履歴に基づいて学習カルテを
作成して、入学後の段階的な個別指
導に役立て、

③ さらに未修者学修支援室を新設して、
一層充実した未修者教育を行い、

未修者教育の「北の拠点」を構築する。

【概要】
知的財産法分野での専門性の高い法曹
等の養成を実現するため、
① 法科大学院での高度な知的財産法

教育に注力しつつ、
② 弁理士、弁護士等の企業法務関係

者の知的財産法分野のリカレント教
育をさらに推進する。

具体的にはインテンシィブなサマーセミ
ナーを法科大学院が全面的な責任主体
となって実施し、国の知的財産推進計画
の人材育成について貢献する。

法科大学院と法学部との連携に
よるシームレスな法学教育の実現

ＩＣＴを用いた未修者のための入
学前導入教育と学習カルテによる
個別指導の強化

知的財産法分野における社会的
ニーズに即応した実効的な継続
教育プログラム
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北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻 工程表
構想 入学前から修了後にわたるワイドスパンな法学教育の更なる充実・強化

取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・

目標値

法科大
学院と

法学部と
の連携に
よるシー
ムレスな
法学教

育の実現

Ａ

【ＫＰＩ】① 【実績値】
44.12%
【取組状況】
・法学部に法曹コースを設置し、
法曹養成連携協定を年度内
に締結予定
・民事法ゼミと刑事法指導ゼミ
を新設

【ＫＰＩ】①
【実績値】算出不可
【取組状況】
・法曹養成プログラム登録開始

【ＫＰＩ】①
司法試験合格率

【基準値】27.78%
【目標値】40％

【ＫＰＩ】②
標準修業年限修了率

【基準値】83.72%
【目標値】80％

Ａ 【ＫＰＩ】② 【実績値】
94.74%
【取組状況】
同上

【ＫＰＩ】②
【実績値】73.53%
【取組状況】
同上

ＩＣＴを
用いた未
修者のた
めの入学
前導入
教育と学
習カルテ
による個
別指導の

強化

Ａ

【KPI】① 【実績値】85.71%
【取組状況】
・導入教育の改善と学習カルテ
の実施
・未修者用ゼミの拡充と未修
者学生支援室の設置

【KPI】①
【実績値】58.82%
【取組状況】
・未修者用ゼミの更なる拡充

【ＫＰＩ】①
未修者標準修業年限修
了率

【基準値】79.82%
【目標値】60％

Ａ

【KPI】② 【実績値】12名
【取組状況】
・他学部１年生への基礎授業
の提供
・修了生への学習及びキャリア
支援

【KPI】②
【実績値】16名
【取組状況】
・学内ポータルを利用したオンライン
授業を実施

【ＫＰＩ】②
未修課程入学者数

【基準値】10名
【目標値】15名

知的財
産法分
野におけ
る社会的
ﾆｰｽﾞに即
応した実
効的な継
続教育
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

B
【KPI】① 【実績値】175名
【取組状況】
・８月に著作権・不正競争・
意匠・商標等をテーマにしたセ
ミナーを実施

【KPI】①
【実績値】算出不可
【取組状況】
・開催方法の検討

【ＫＰＩ】①
サマーセミナー参加者数

【基準値】平均176名
【目標値】平均180名

B 【KPI】② 【実績値】3.82
【取組状況】 同上

【KPI】②
【実績値】算出不可
【取組状況】同上

【ＫＰＩ】②
アンケートによる満足度

【基準値】平均3.87
【目標値】平均3.85

4年間の取組の
最終的検証と改
善策の策定

2年間の取組の中
間的検証と暫定
的改善策の策定

暫定的改善策の
実施

法曹コース設置・運用

法科大学院特別選抜実施

2年間の取組の中
間的検証とカリ
キュラムの再検討

再検討したカリキュ
ラムの実施

未修者教育の最
終的検証と改善
策の策定2年間の取組の中

間的検証とカリ
キュラムの再検討

再検討したカリキュ
ラムの実施

2年間の取組の中
間的検証と暫定
的改善策の策定

暫定的改善策の
実施

継続教育プログラム
の最終的検証と改
善策の策定

2年間の取組の
中間的検証と暫
定的改善策の策
定

暫定的改善策の
実施

法曹コースの検証
と改善策の策定

特別選抜の検証
と改善策の策定

4年間の取組の
最終的検証と改
善策の策定
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千葉大学大学院専門法務研究科法務専攻 全体構想
本研究科は、日々の現実の中に存在する法律問題を鋭く認識し、その公正な解決のために、プロフェッショナルとして法を創造的に用いることのでき

る法曹人材の養成を目的とし、常に生活者の視点を忘れない「心」ある法律家の養成を理念としている。地方であるという多様性を持った地域に存
在する法科大学院として、「多様性」をキーワードに、「生きている一人一人のために」それぞれが抱えている問題解決のより適切な法的支援を行うた
めに、これまで以上に法的問題解決能力に優れた、質が高く多様なバックグラウンドを持つ「市井の弁護士」の養成に力を入れていきたいと考えている。

構想
①-1 本学法政経学部及び他大学法学部等との連携強化による一貫した法曹養成教育の実施
①-2 法学未修者教育の質の改善
②-1 小規模法科大学院の各特色を活かした連携の強化とそれを踏まえた組織的支援による法曹養成教育の実現
③-1 女性学生支援を中心とした個々の学生の特性に応じた学修支援制度の実施

目標
値

• 修了後1年目司法試験合格率40％以上
• 標準修業年限修了率 65％以上
• 特別入学者選抜受験者数 3名以上
（法曹コース設置後に指標を見直す）

• 未修者司法試験合格率
(過去3年累積) 50％以上

• 未修者標準修業年限修了率 50％以上
• 共通到達度確認試験の成績が全国平均

を上回る学生の割合 66％以上

• 金沢大学法科大学院の修了後1年目の
合格率 20％

• ICTによる提供科目数 ３科目以上

• 入学者女性比率
(過去3年平均) 25％以上

• 司法試験合格者の女性比率
(過去3年累積) 25％以上

• 女性学生の標準修業年限修了率 80％
以上

取組

学部等との連携強化による一貫した法
曹養成教育の実施

【概要】
・本学法政経学部と協力して、同学部に法
曹コースを設置する。同コース設置後は、そ
の学生を対象とした本研究科特別入試を実
施する。
・研究科教員と学部教員とが授業等を相互
担当し、学部法曹養成教育充実を図る。
・法曹コース学生が研究科の授業に参加す
るための方策を積極的に推進する。
・法曹コースでの成績判定や、特別入試合
否判定において、将来の司法試験を意識し
た判定を可能とする仕組みの導入を積極的
に推進する。
・法曹志望学生に対して、エクスターンシップ
や法曹としてのロールモデルを提供するワーク
ショップ等を実施する。
・加えて、他大学法学部の法曹コースとの連
携を積極的に推進する。
・法曹コース学生対象の特別入試を開始す
るまでは現在の飛び入学・早期卒業特別入
試を継続することで、早期に司法試験受験
資格を獲得できる道を開く。

法学未修者教育の質の改善
【概要】

・未修者1年生の進級判定に共通到達度確
認試験の結果を組み入れる。
・「未修者教育プログラム」を構築し、それに基
づき「入学前指導」、「法学学習ガイド」、本
研究科修了弁護士をチューターとして起用し、
「法学未修者を対象としたチュートリアル」、
「共通到達度確認試験」を統一的に実施し、
学修効果を確認する。また、金沢大学との共
同学習、必要に応じ法曹コースの授業を聴
講させる等の対応を行う。
・２年次以降の未修者への学修支援の強化
を図る。
・チューターがロールモデルとなること、生活や
就職の支援を行うことで、法曹になるという目
標を見失うことがないという効果が期待できる。
なお、チューターの配置には、より安心・安全
な環境を提供するために、ジェンダーに配慮す
る。

特色を活かした連携の強化とそれを踏ま
えた組織的支援

【概要】
・ICTを用いた共同開講科目「現代法の諸問
題」（展開・先端科目）を、内容を更に充
実させつつ継続実施する。今後は、展開・先
端科目以外の分野の授業の実施も積極的
に推進する。
・両法科大学院が提供しているリーガルクリ
ニック（金沢大学）や裁判員裁判傍聴（千
葉大学）という実務教育を相手方法科大学
院の学生にも提供する。
・新たな取組として、以下のような組織的支
援を実施することで、金沢大学法科大学院
の教育の改善・充実を図る。
・従来から実施してきたFDの内容に、金沢大
学法科大学院の授業を本研究科教員がモニ
タリングすること等を加え、その結果を踏まえた
FDを行うこと等に取り組む。
・従来から実施してきたICT等による連携の手
法を用いて、本法科大学院からの法律基本
科目等の授業傍聴や自学自習用補助教材
の提供を更に充実させる。
・両法科大学院の学生による合同自主ゼミ
等、共同学習の機会を設けられるようにする
ため、ICT環境を従来よりも充実させる。

取組区分③
【概要】

・女性学生が大学近辺に積極的に居住でき
るよう住居費の一部（2万円）を支援するこ
とで早朝・深夜の本研究科へのアクセスが安
全かつ容易になり、集中した学修ができる環
境が享受できる。
・本研究科に在学する子育て中の女性学生
のうち希望者については、併設されている「や
よい保育園」への入園を支援し、保育料を全
額支援する。
・チュートリアル制度に関して、女性学生につ
いては女性のチューターを配置することで、学
修支援のみならず法科大学院における学生
生活全般の相談ができる取組を行う。
・ロールモデルの提供の機会として、本学修了
女性弁護士を集めて在学生との交流の機会
を設け、学修、生活等に関する女性学生の
不安解消等の支援を行う。
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千葉大学大学院専門法務研究科法務専攻 工程表
構想

①-1 本学法政経学部及び他大学法学部等との連携強化による一貫した法曹養成教育の実施
①-2 法学未修者教育の質の改善
②-1 小規模法科大学院の各特色を活かした連携の強化とそれを踏まえた組織的支援による法曹養成教育の実現
③-1 女性学生支援を中心とした個々の学生の特性に応じた学修支援制度の実施

取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・目標値

学部等との連
携強化による
一貫した法曹
養成教育の
実施

法学未修者
教育の質の改
善

Ｂ

Ｂ

Ａ

【実績値】
KPI(1):13.3％
KPI(2):71.4％
KPI(3):0人
【取組状況】
・2校の法曹コースとの
連携協定を11月中に
締結予定

【実績値】
KPI(1):算出不可
KPI(2):40.0％
KPI(3):2人
【取組状況】
・3校と法曹養成連携
協定を締結。各校の
法曹コース起動開始
に併せて所要の措置
を実施し、広報活動
強化。

B

Ａ

Ａ

【実績値】
KPI(1):23.8％
KPI(2):80.0％
KPI(3):－
【取組状況】
・共通到達度確認試
験の進級判定への利
用方法を決定

【実績値】
KPI(1):算出不可
KPI(2):57.1％
KPI(3):57.1％－
【取組状況】
・共通到達度確認試
験結果の進級判定利
用、未修者教育プロ
グラムの実施

特色を活かし
た連携の強化
とそれを踏まえ
た組織的支
援

Ａ

Ｂ

【実績値】
KPI(1):60％
KPI(2):１科目
【取組状況】
・ICT活用の共同授
業を本年度前期に開
講
・実務教育の相互提
供の実施

【実績値】
KPI(1):算出不可
KPI(2):2科目
【取組状況】
・ICT活用の共同授
業を開講
・実務教育の相互提
供の実施
・授業録画の提供

女性学生支
援を中心とし
た個々の学生
の特性に応じ
た学修支援

Ａ

Ａ

Ａ

【実績値】
KPI(1):27.3％
KPI(2):13.3%
KPI(3):50.0%
【取組状況】
・住居費補助実施人
数を40%増加
・女性学生へのきめ細
かい支援の実施

【実績値】
KPI(1):37.0％
KPI(2):算出不可
KPI(3):50.0%
【取組状況】
・女性学生への住居
費補助や保育園利用
支援
・女性学生へのきめ細
かい支援の実施

女性学生に対する安全な居住環境の提供のための
住居費の支援、附設学内保育園の保育料の支援
など、安心して学修に専念できる環境を提供するとと
もに、チュートリアル制度の実施における配慮、女性
法曹ロールモデルの提供

取組概要②
金沢大学法科大学院との連携を継続強化し、ICTを利
用した共同授業の開講、実務教育の機会の相互提供及
び共同FDの実施による相互の教育力向上を図る。
これに加えて、金沢大学法科大学院への支援として、共
同FD内容の充実強化、授業録画や補助教材の提供、
ICTを活用した学生の相互交流機会の増加など先方大
学院の学修環境向上を図る。

取組概要① － ２
法学未修者1年生の進級判定に共通到達度確認試験の
結果を組み入れると共に、従来からの取組の強化として、入
学前指導、１年生向けの入門授業の充実、及び、入学後
の修了法曹チューターによる指導といった「未修者教育プログ
ラム」の実施・強化。

ＫＰＩ 基準値 目標値

(1)修了後1年目
司法試験合格率 14％ 40％以上

(2)標準修業年限修了率 44％ 65％以上

(3)特別入学者選抜
受験者数 1人 3人以上

取組概要①－１ａ
本学法政経学部、鹿児島大学法文学部及び明治学院大
学法学部と法曹養成連携協定を締結。各校の法曹コース
がスタートしたことに合わせて、研究科規程を改定し、法曹
コースと本研究科の教育課程を体系的・一貫的なものに整
備

ＫＰＩ 基準値 目標値

(1)未修者司法試験合格率
(過去3年累積) 24％ 50％以上

(2)未修者標準修業年限修了率 25％ 50％以上

(3)共通到達度確認試験の成績
が全国平均を上回る学生の割合 33％ 66％以上

ＫＰＩ 基準値 目標値

(1)金沢大学法科大学院の修
了後1年目の合格率 0％ 20％

(2) ICTによる提供科目数 １科目 ３科目以
上

ＫＰＩ 基準値 目標値

(1)入学者女性比率
(過去3年平均) 19％ 25％以上

(2)司法試験合格者の女性比
率(過去3年累積) 17％ 25％以上

(3)女性学生の標準修業年限
修了率 40％ 80％以上

取組概要①－１ｃ
法曹コース修了生向けの特別入学者選抜制度を整備。併せ
て広報活動を強化。
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金沢大学大学院法務研究科法務専攻 全体構想
教育理念と今後目指すべき方向性

「地域に根差した法曹教育」という理念の下、北陸三県の弁護士会の協力による特色ある教育を実現しながら，学士課程段階からの効率的な法曹教育
及び直面する課題の解決のため，千葉大学・一橋大学法科大学院との連携・支援による教育改革と学生の競争力強化

構想

目標値

取組

【概要】 今後５年間において，以下の取組みを実施し，定員充足及び司法試験合格率向上を目指す。
①本学 法学類に設置される「法曹養成プログラム」による法曹一貫コースの構築
②千葉大学法科大学院及び一橋大学法科大学院との連携強化による教育内容の改善と自学学習システムの構築
③企業や自治体との連携強化による組織内弁護士等職域拡大，また様々なバックグラウンドを有する学生に合わせた学修環境の整備

修了後1年目司法試験合格率20％
標準修業年限修了率70％
法曹養成プログラム特別入試入学者
数3人以上

未修者標準修業年限修了率55％
司法試験合格率（単年度）25％

【概要】
千葉大学法科大学院との連携により，①ICTによる共同授業の開
講，②FDによる教育能力の向上，③特徴ある実務教育機会の
相互提供及び学生交流等，教育理念の遂行を可能とするきめ細
やかな法曹教育を実現し，教育内容の充実と少人数校の問題点
を克服してきた。
さらに，FD活動の強化を図り，ICTによる法律基本科目の受講推
進及びICT機器を活用した両大学の学生間で共同学習の機会を
新たに設け，少人数教育の問題点を克服することで，司法試験の
合格率を向上させることができる。
上記FD活動の強化として，千葉大学教員による本研究科講義科
目の難易度評価を行い，それに応じた同校からの教材の提供によ
る自学自習環境の整備を行うことで，未修者標準修業年限での
修了者を増加させることができる。
在学生が10人を下回る未修者コースの現状から，一橋大学法科
大学院の進級判定試験と成績分布を利用することで，学生が全
国における自己の位置の把握が可能となり，司法試験までの学修
計画の指標とすることができる。

社会人入学者数3人
組織内弁護士数8人(累計)

【概要】
2019年度法学類入学者を対象に，法学類
の総合法学コース中に「法曹養成プログラム」を
設置する。登録学生は本研究科1年次開講
科目に相当する授業を履修することができ、本
研究科の特別入試の受験資格を得られる。
この制度により，学士課程と法科大学院の効
率的な法曹教育が実現でき，法曹への目標を
もって法学類へ入学した学生が，そのまま本研
究科へ進学し，高い意欲を保ったまま学修す
ることにより，司法試験合格率の向上を期待
することができる。
また，法学類1年次より「法曹養成プログラム」
を周知し，法曹への興味を深めさせるために，
本研究科実務科目授業の参観や，修了生
弁護士との懇談・事務所訪問などを体験できる
リーガルプロフェッションプログラムも実施する。

【概要】
講演やリカレント授業を通じて，企業や自
治体における法曹教育の理解を高めるととも
に，学生も企業等での就業体験(インターン
シップ)を通じて組織内弁護士や企業業務
への興味を高めることにより，職域拡充を目
指すことができる。
インターンシップ先には北陸地域の企業法務
部・市議会から選択でき、単位化もされてい
る。
また，筑波大学法科大学院の夜間・土曜
の授業をICTで接続することにより，社会人
が就業しながら学べる学修環境を整備し，
有限な学習時間を効果的に使用させるため
の自学自習方法・制度を企業のアドバイスを
受けながら整備することにより，社会人入学
者数を増加させることができる。

学士課程からの効率的な法曹養成 職域拡大と社会人学生の
学修環境整備

千葉大学法科大学院との連携強化
一橋大学法科大学院の協力による教育効果の検証
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取組
実
績
評
価

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 KPI・基準値・
目標値

法曹一貫教育
〈学士課程からの効
率的な法曹養成〉

Ａ
【実績値】
・60％
・44％
・0人（本学法学類出身者）
【取組状況】
法曹養成連携協定案の
策定，入試制度の検討，
ﾘｰｶﾞﾙﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾝ ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑ活動，法曹養成プロ
グラム 説明会実施

【実績値】
・算出不可
・30％
・2人（本学法学類出身者）
【取組状況】
法曹養成連携協定の開
始，学士課程学生への
積極的な情報提供，法
科大学院への進学希望
の喚起

修了後1年目司法試
験合格率
【基準値】0％
【目標値】20%

Ｂ
標準修業年限修了率
【基準値】50%
【目標値】70％

Ａ
特別入試入学者数
【基準値】1人
【目標値】3人以上

千葉大学法科
大学院との連携
強化

一橋大学法科
大学院の協力に
よる教育効果の
検証

Ａ
【実績値】
・0％
・14.29％
【取組状況】
(千葉大学）共同開講，
授業評価，自学学習
用教材の充実，合同自
主ゼミ，実務教育の相
互提供，合同FD
(一橋大学）進級判定
試験の実施，合同FD

【実績値】
・37.5％
・算出不可
【取組状況】
合同FD開催→コロナ禍
でも可能な限り出来得る
ことを検討→ICTを活用
した共同開講，授業評
価など連携強化のための
取り組みを継続的に実
施

未修者標準修業年限
修了率
【基準値】33.3％
【目標値】55％

Ａ
司法試験合格率
【基準値】3.6％
【目標値】25％

職域拡大と
社会人学生の
学修環境整備

Ｂ
【実績値】
・6人
・3人（累計）
【取組状況】
企業や自治体への訪問，
インターンシップの充実，
学習環境整備に向けた
検討

【実績値】
・1人
・4人（累計）
【取組状況】
学習環境整備に向けた
検討
(筑波大学)共同開講，
合同FD

社会人入学者数
【基準値】1人
【目標値】3人

Ａ
組織内弁護士数
【基準値】3人
【目標値】8人

特別選抜合格者入学（短縮コース）
２年の教育課程を経て修了

千葉大学法科大学院との連携によるきめ細やかな法曹教育の実現
及び教育支援による改革の実施（ICTを利用した共同授業開講，
実務教育の機会の相互提供，ICTを活用した学生の相互交流機
会の増加）

本学法学類との連携強化による学士課程段階からの効果的な法曹
教育の実施
リーガルプロフェッションプログラムによる学生への「法曹養成プログラム」
広報活動

法曹養成プログラム修了予定者を対象とした
特別選抜の実施

一橋大学法科大学院の協力による教育効果の検証及び学生の学習
意欲向上(進級判定試験の利用による未修者の学習到達度確認）

金沢大学大学院法学研究科法務専攻 工程表
【概要】 今後５年間において，以下の取組みを実施し，定員充足及び司法試験合格率向上を目指す。
①本学 法学類に設置される「法曹養成プログラム」による法曹一貫コースの構築
②千葉大学法科大学院及び一橋大学法科大学院との連携強化による教育内容の改善と自学学習システムの構築
③企業や自治体との連携強化による組織内弁護士等職域拡大，また様々なバックグラウンドを有する学生に合わせた学修環境の整備

構想

企業・自治体への
インターンシップ

筑波大学法科大学院による夜間・土曜日の授業開講(ICT)

法学未修者に対する教育内容の改善

組織内弁護士等就職
企業・自治体への
講演・リカレント授業

企業による社会人
の学修環境
整備アドバイス

他法科大学院との合同FD会議の実施
教育効果の検証・授業改善・学修環境向上

修了後もインター
ンシップ可能
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広島大学大学院法務研究科法務専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性：広島大学大学院法務研究科法務専攻は，「広島大学SPLENDOR PLAN 2017」に基づき，予測不可能な課題に対応する教
養と，紛争解決を可能とする専門的法知識の活用力とを兼ね備え，平和構築に尽力する法曹を継続的に輩出することを教育理念とする。広島大学は，2020年度から人間社会科学
研究科を新設し，学問領域の垣根を取り払う融合型の研究・教育を実施する。法務研究科は新研究科の１専攻（実務法学専攻）として，他の学問領域への対応力があり，新たな
問題に創造的な法的理論を組み立て，紛争解決からの平和構築を目指す法曹を養成する。 本研究科は，教育システムを常にチェックし，そのシステムが有効に機能し続けるための教
育改革・改善を適宜・迅速に行い，法科大学院教育の実効性を十二分に保持できるよう，ステークホルダー等の関係者や第三者の意見を取り入れ，教育の改善・質の向上を行い，そ
の検証を通じて教育成果につなげられるシステムを構築し，それを支える教育体制へと進展させる。特に中四国エリアにおいては，当該エリアで法曹を目指す志ある有為な学生がそれを実
現するためのプロセス教育の機会を提供することが極めて重要である。当該エリアの各大学と教育連携を図り，法実務の学修の基礎（エッセンス）を埋め込んだ法実践教育プログラムを
提供し，法曹を志す人材の育成ネットワークを構築する。これにより，本研究科は，ベーシックな法的思考を重視するオリジナルなプロセス教育プログラムの実践及び教育改善に即応でき
る組織体制の構築により，中四国エリアにおける法曹養成教育機関の中核となることを目指す。

構

想

目
標
値

広島大学法科大学院は今後5年間において，以下の３つの機能強化を実施する。
第1に，法曹養成のためのハイレベルな教育サービスを恒常的に提供できる教育機関たるために，学修サービス・マネジメント・システムを導入し，一層の機能強化を図る。特に2017
年度より実施している神戸大学法科大学院との教育連携に基づき，教育改革の指導・助言を受け教育改革の成果を共同検証し改善する実践経験を積むなかで，教育改革・改
善プロセスを確立しマニュアル化することで，短期間で教育の実態を分析し改善すべき事項をピックアップするとともに，その改善の方向性を具体化できる組織へ転換する。 第2に，
法曹への志を抱いた学生がその夢を比較的短期間で実現でき，同時に法曹の多様性が確保できる教育プログラムを開発・実践する教育法研究力を強化する。特に法学未修者がよ
り円滑に法科大学院教育の学修成果を獲得できるように，学部段階から入学前学修指導，法科大学院1年次教育を通じて，法実務を担ううえでの法学のエッセンスを問う学修を
意識づけるための学びの機会を提供する組織的活動を強化展開し，そこでの教育経験に伴う知見を本研究科１年次教育にフィードバックしその質の向上を図る。 第3に，法曹資
格を得た修了生，法曹からの方向転換を選択した学生・修了生に対して，企業や公官庁等との相互交流による現場主義的教育（臨床型授業，企業セミナーや企業と共同設計
したインターンシップ，神戸大学との相互授業乗り入れなど）を強化し，多様な方面への就職支援のサポート体制の充実を図る。

司法試験合格率（修了1年以内）：46.6％
標準修業年限修了率：60％

法学未修者標準修業年限修了率：50％
法学未修者司法試験合格率（修了1年以内）：37.5％

迅速で適切な教育改革を積み重ねて司法試験合
格率の高い実績を有する神戸大学法科大学院との
教育連携に基づく教育支援を受けて，本研究科の教
育システム及び教育プログラム等に潜む課題を特定・
把握し，エビデンスに基づいた具体的解決策を講じな
がら，同時並行的に共同での解決策の教育成果を
検証することで改革の実効性を担保し，教育成果が
見られなければ改善策を講ずることで，PDCAサイクル
をしっかりと実行する。これにより，教育連携による改
革プロセスの実践から，自律的な教育機関としての学
修サービス・マネジメント・システム（学修サービスの見
える化を図って実態を包括的に把握できるようにし，
教育内容・方法や教員の教育技量等を速やかに改
善できる体制を構築し，学修サービスを効果的に提
供できるシステム）を導入し，本研究科の法曹養成
教育機能を強化し向上させる取組を実施する。

年齢や社会経験など多様な学生を受け入れ，統合型
教育プログラムでの学修エッセンス修得教育を通じ，個性
や特性をより輝かせた上で，法曹の活躍の場を企業や公
共団体等さまざまに見いだし，その場で法曹としての技量
を最大限に発揮するとともに組織体の構成員の一人として
活動することができる教育を行う機能強化を行う。
研究科長等の面談指導で，インハウスローヤーを目指し

たいとの学生や，企業等を目指す学生の意見を踏まえ，
公共団体や海外の法律事務所等と連携し，法務の実践
を体験する現場主義的教育を，学生のニーズにきめ細か
に対応できるように，企業等で実際に生じた具体的事件
を扱う演習講義，法務担当者とのその職場での対話を中
心として法務の実際を学ぶセミナー及び法務担当者の1人
として法務部の会議等に加わって自ら実践するインターン
シップなど段階的に提供する。

○法学未修者1年次教育の充実強化策の実行
＊統合型教育プログラムでの学修エッセンス修得教育実施
＊複数教員による個別学修指導を通じた，学生の勉学の特
性を活かしたオーダーメイド型勉学プラン策定

＊１人の学生に３～４人の教員チューター制を適用
＊若手弁護士による課外での学修フォローゼミの実施
＊1年次教育への円滑な対応を促す，入試合格後から入学
前までの，ICT利用等による個別学修指導の実施

○法学未修者１年生の進級判定に共通到達度確認試験の
結果を組入

○法学未修者対象の独自の支給奨学金制度の整備
＊入学前事前課題に基づく入学直後の学力確認論述試験
を用いた独自の奨学金制度

＊法律基本科目の基礎的知識の修得を促し，同時に全国
レベルでの自らの学修到達度を確認させることを目的とした
TKCによる短答式全国実力確認テスト等を用いた独自の
奨学金制度

企業等へ就職した修了生数（過去5年間累積）：10人

法学未修者教育の質の改善の取組 神戸大学法科大学院との教育連携による教育改革
組織的就業支援として，現場主義的教育プログラムの改
善強化
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広島大学大学院法務研究科法務専攻 工程表
取組・

実績評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 基準値・目標値

神戸大学
法科大学
院との教育
連携による
教育改革

Ａ

実績値：40.0％
取組状況：
＊教育内容等の改善成果の試行
的検証（2年次民法）
＊修了のミニマムライン学修到達レ
ベルの試行的検証（3年次刑事
法）

実績値：算出不可（司法試験合格が未発表のため）
取組状況：
＊神戸大学と本学のダブルチェックシステムによる教育成果確認
＊司法試験合格率改善のための教員人事戦略の策定
＊神戸大学の助言に基づき、法曹連携協定締結のための協議を
広島大学法学部と実施。2021年度法曹コース開始予定

実績値：55.6％
取組状況：
＊神戸大学と本学のダブルチェックシステムによる教育成果確認
＊司法試験合格率改善のための教員人事戦略の策定
＊神戸大学の助言に基づき、法曹連携協定締結のための協議を
広島大学法学部と実施。2021年度法曹コース開始予定

司法試験合格率
（修了1年以内）
【基準値】12.5%
【目標値】46.6％

Ｂ

実績値：35.3％
取組状況：
＊統合型教育プログラムの徹底実
践
＊個別学修指導における個性対応
型指導の改善

標準修業年限修了
率
【基準値】31.3%
【目標値】60.0％

法学未修
者教育の
質の改善

Ａ

実績値：25.0％
取組状況：
＊統合型教育プログラムの1年次で
の実践強化
＊学修エッセンス修得教育の入学
前個別指導への応用
＊若手弁護士による課外学修フォ
ローゼミの継続実施

実績値：算出不可（司法試験合格が未発表のため）
取組状況：
＊学修エッセンス修得教育の徹底（短答合格率83.9%）
＊学修到達度に基づく独自の給付型奨学金制度の継続
＊入学前学修指導及び事前学修ビデオの撮影・配付（4本）
＊全学生に学修指導面談及びオーダーメイド型勉学プラン策定
＊4月に学修ウォーミングアップ講座を配信（全ての授業科目）
＊弁護士課外学修フォローゼミ（98回）の継続・システム導入

法学未修者司法試
験合格率（1年以
内）
【基準値】20.0％
【目標値】37.5％

Ａ

【実績値】16.7％
取組状況：
＊統合型教育プログラムの1年次の
実践強化
＊個別学修指導の強化
＊若手弁護士による課外学修フォ
ローゼミの継続実施

【実績値】0.0％（0人/1人）※進路変更による退学
取組状況：
＊学修エッセンス修得教育の徹底（短答合格率83.9%）
＊学修到達度に基づく独自の給付型奨学金制度の継続
＊入学前学修指導及び事前学修ビデオの撮影・配付（4本）
＊全学生に学修指導面談及びオーダーメイド型勉学プラン策定
＊4月に学修ウォーミングアップ講座を配信（全ての授業科目）
＊弁護士課外学修フォローゼミ（98回）の継続・システム導入

法学未修者標準修
業年限修了率
【基準値】30.0%
【目標値】50.0%

組織的就
業支援とし
て，現場主
義的教育プ
ログラムの改
善強化

Ａ

実績値：3人
取組状況：
＊臨床法務の実施：5社
＊アジア法講義の提供：16回
＊企業を訪問し実施するセミナー：
2社
＊企業法務担当者を招へいし実施
する業務説明会：1回
＊インターンシップ(企業)：1人

実績値：4人
取組状況：
＊活きた法務活動を実践的に体験できる臨床法務の実施：5社
＊海外で生じる事件等を素材としたアジア法講義の提供：16回
＊法科大学院の学生が企業の法務部等を訪問し、法科大学院
での授業等が現場でどのように活用できるのかを体感できる企
業法務セミナーの実施：2社

＊企業法務担当者を招へいし実施する業務説明会：1回
＊グローバル企業に学生を1週間派遣するインターンシップ：1人

企業等へ就職した修
了生数（過去5年
間累積）
【基準値】5人
【目標値】10人

【第3ステージ】 改革
の検証
＊教育改革による成
果のダブルチェック制
度の導入と実行
＊改革による教育内
容・方法等の見直し・
再整備

【教育システムの改善】 自立的な教育機関たるシステム・組織の整備・強化
＊学修サービス・マネジメント・システム（学修サービスの見える化＋教員のコン
ピテンシーの向上＋ステークスホルダーの信頼確保）への転換
＊神戸大学・広島弁護士会・教育課程連携協議会メンバーによる授業参観・
意見交換
＊学修エッセンス修得教育の実践とコンピテンシーの教員相互評価

【第4ステージ】 教育改革の第1段階完成
＊普遍的なプロセス教育カリキュラムの完成
＊教育内容・方法のベクトルの統一に向けたFDの機能
強化
＊成績評価の適切性（能力・資質の 開花につなげる
工夫）

・神戸大学法科大学
院及び広島弁護士
会の協力を得て，多
様性のある入学前学
修指導を計画し実施
する。
・特に法学未修者の，
入試における資質確
認試験及び入学前
課題に対する実力試
験の成績をベースに，
学内定期試験，Ｔ
ＫＣ等の全国実力
試験の成績を追跡し，
1年次教育の見直
し・改善を繰り返しつ
つ，比較的短期間
で学修成果を獲得で
きる教育プログラムを
完成させる。

法学未修者用教育プログラムのエッセンスを取り
まとめ，学部科目あるいは全学共通科目として
キャリア形成を支援する教育内容に仕上げること
により，中四国エリアにおける各大学との連携を
通じて，法曹志望者層の拡大を図る教育法とし
て確立する。

・特に修了生に対して，学修指導フォ
ローとして若手弁護士によるゼミを修了
生の希望に応じて定期的に開催する。
また，定期的に行うチューター面談あ
るいは研究科長面談において就業に
対する助言等を実施する。
・修了生が参加できる国内外のイン
ターンシップ等の機会をより多く設け，
自らの能力を高め，適性を拡げること
により，自信をもって就業することがで
きるように導く。

・最初の司法試験に失敗した法学
未修者であっても，その後の受験で
合格させるための修了生フォローの
体制を整える。
・就職を希望する修了生に対してそ
の資質に見合った就業先を助言で
きるように情報取集を行うともに，
協力先企業等を開拓する。
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専修大学大学院法務研究科法務専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

専修大学法務研究科法務専攻においては｢自由かつ公正な社会の形成を図るため、高度の専門的な法律知識、幅広い教養、国際的な素養、豊かな人間性及び職
業倫理を備えた将来の法曹を養成する」ため、入学段階では法学既修者認定の厳格化、本学法学部との連携の強化により、修了・進級段階においては各学年における
到達すべき目標を明確化して進級・修了判定を厳格化する一方で、教育理念である「議論による問題解決能力」を修得させるため、入学前から修了まで一貫したプロセス
による学修支援を行い、入学者・修了生の質の維持・向上を目指す。

構想

目標値

取組

【概要】 今後5年間において、①法曹に必要な問題解決能力を今まで以上に養成するため、一貫した学修プロセスによる段階
的な能力の修得を図る。また、②法学部教育との連携強化に加え、奨学生制度の対象を法科大学院または法曹コースを設置
していない大学まで拡大することにより、法曹としての資質を有する学生をより多く受け入れる体勢を整備する。さらに、③法科大
学院在学中より、法曹及び異業種と交流をすることにより、専門領域についても問題解決能力を身に付け、法曹資格取得者の
就職率100％を今後とも維持する。

○修了後1年目の司法試験合格率３０％
○標準修業年限修了率６０％

○法曹資格取得者の就職率
１００％

【概要】
・入学までの半年間で行っている導入

授業を、2019年度以降も継続して実
施し、入学直後からの授業につなげる。
各年次における講義内容を、到達目

標を踏まえ精選したものにする。授業外
のフォローアップにより、１年次から２年
次にかけて基礎知識の定着を徹底し、
３年次での独自問題を利用した即日起
案により、応用力の展開を図る。
日常的な学習状況の確認・指導のた

め担当教員による定期的な個別面談を
行い、学修上や生活上の問題に対応し
ながら、計画的な学習を促す。

【概要】
・優秀な内部進学者を確保するため、2020年4

月、法学部における３年次の早期卒業制度導入
にあわせ、推薦入試の本格実施、法科大学院の
講義での履修単位の卒業単位への算入を導入す
る。これに先行する形で、2019年度より、法科大
学院教員による学部担当科目の拡大を行う。
附属高校を中心とした高大連携にも関与し、附

属高校での模擬裁判によって法曹志望者への動
機付けを行う。
奨学生制度を法学部からの推薦入試にも導入

し、さらに他大学出身者に対しても導入することに
よって、優秀な学生の進学をこれまで以上に促す。

【概要】
・これまで専修大学法曹会において実施してき

ている法曹有資格者への継続教育について、法
科大学院との協定により、新たに研究者教員に
よる基本法分野の基礎理論などに関する講義を
行う。法科大学院の教室を利用することによって、
在学生の参加を促し、専門領域での問題解決
能力を修得させるとともに、弁護士達との面識の
機会を与え、将来の就職活動に役立てさせる。
専修大学法曹会が定期的に行っている異業種

との研究会や交流会にも、法科大学院が組織
的に関与し、在学生の参加を通じ、弁護士の職
域拡大につなげていく。
これらの取組をもとに、法曹資格取得者の就職

率100％を今後とも維持していく。

一貫したプロセスに
よる段階的教育

法学部との連携強化
奨学生の対象拡大

在学生の法曹・異業
種との交流
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専修大学大学院法務研究科法務専攻 工程表

取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・

目標値

一貫したプロ
セスによる段
階的教育

Ａ

Ｂ

【実績値】
23.5％
【取組状況】
・厳格な既修者認定
・導入授業の実施
・授業支援プログラムの実
施
・即日起案の実施
・学習面接の実施（年6
回程度）

【実績値】
34.5％
【取組状況】
・法学部における法科大
学院進学プログラムの導
入及び早期卒業制度新
設
・法科大学院教員の法学
部科目の担当拡大

【実績値】
ー

【取組状況】
・厳格な既修者認定
・導入授業の実施
・授業支援プログラムの実
施
・即日起案の実施
・学習面接の実施（年6
回程度）

【ＫＰＩ】
修了後1年目の
司法試験合格率
【基準値】
14.3％
【目標値】
30.0％

【ＫＰＩ】
標準修業年限修了率
【基準値】
31.3％
【目標値】
60.0％

法学部との
連携強化
奨学生の
対象拡大

【実績値】
30.0％
【取組状況】
・法学部における法科大
学院進学プログラムの導
入及び早期卒業制度新
設
・法科大学院教員の法学
部科目の担当拡大

在学生の
法曹・異業
種との交流

Ａ
【実績値】
100％
【取組状況】
・法曹会講演会の実施
・会計人会勉強会の開始

【実績値】
100％
【取組状況】
・改正カリキュラムの実施
・説明会の共催

【ＫＰＩ】
法曹資格取得者の就職
率
【基準値】
100％
【目標値】
100％

本研究科は、今後５年間において以下の観点により機能強化を図る。
①一貫したプロセスによる段階的教育 ②法学部との連携強化、奨学生の対象拡大

③在学生の法曹・異業種との交流による法曹像の明確化及び法曹の職域拡大

到達目標
を踏まえた
基礎知識
の定着

即日起案などによる応用力の
涵養

個別面接の実施

フォローアップ

法科大学院教員による
法学部担当科目の拡大

早期卒業者向け入試実施
単位認定

早期卒業者向け入試

他大学出身者
への奨学生制
度導入

高大連携から継続教育まで続く
法科大学院を中核とする法曹養成教育

異業種交流会・研究会

協定に基づく継続教育の実施
研究者教員の参加

構想

48- 207-



法学部 １年次 ２年次 ３年次 法科大学院2年次 ３年次 修了1年目

GLP（Global Lawyers Program）

創価大学大学院法務研究科法務専攻 全体構想

G
L
P
選
抜
試
験

司法試験
合格

マイルストーン
GPA4.2
新GPA3.5

マイルストーン
早期卒業GPA4.5
新GPA3.9

マイルストーン
GPA4.2
新GPA3.5

マイルストーン
GPA3.5

▶KPI ①卒後１年以内司法試験
合格率33％

▶KPI ②標準修業年限修了率75％

■法学部と連携した
法曹養成一貫教育
の確立

法務演習等の科目増設、学修到達状況把握、修了
要件設定など法曹コースとしてのGLPの拡充と、入試
及び教育課程における法科大学院への円滑な接続

▶KPI ①修了生4名がチューター②修了生
３名が法曹コース非常勤講師③修了
生１名が同様に別科目非常勤講師
④修了生1名が博士後期課程進学

■法曹養成に携わる修了生
育成・輩出サイクルの構築

修了生の法科大学院教育への関与、法学部法曹
コースへの非常勤講師採用、博士後期課程への
進学のサイクルを構築

■未修者教育の質
の改善のための取組

▶KPI
①標準年限修了未修者
の卒後１年以内の合
格率40％

②共通到達度確認試験
全国平均超割合50％

共通到達度確認試験
の進級判定利用。授業
方法改善・工夫による
PDCAサイクル構築

大学の建学の精神に基づき「知力」と「人間力」を磨く人間教育に取り組むことを教育目
標（人材育成方針）とし、法科大学院は、法曹界に優秀で実力ある人材を輩出する
ことを目指し「人間力、法律力、国際力」を備えた法曹の養成を教育理念としている。

【教育理念・目指すべき方向性】
「法律力」強化により可能な限り短期間での司法試験合格を実現し、卒後１年目合
格率と、累積合格率の向上を図る。そのために本学法学部との法曹養成一貫教育体
制の確立、法学未修者教育の質向上、法曹養成に携わる修了生の育成・輩出サイク
ルの構築に取り組む。

【機能強化構想】
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創価大学大学院法務研究科法務専攻 工程表
構想

取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

2024年度 評価指標・基準値・目標値

①法曹
コース設
置による
法学部と
連携した
法曹養
成一貫
教育の確
立、②法
学未修
者教育の
質の改善
に向けた
PDCAサ
イクルの
強化充
実

Ａ

Ｂ

【ＫＰＩ】
①卒後１年以内の司法試験合格率
②標準修業年限修了率
【基準値】①28％ ②78.94％
【目標値】
①2023年度33％
②2023年度75％

Ａ

Ａ

【ＫＰＩ】①標準修業年限で修了し
た未修者の卒後１年以内の合格率
②共通到達度確認試験全国平均
超割合
【基準値】①25.0％ ②40％
【目標値】①2023年度40％

②2023年度50％

「法律力」の充実・強化により、より短期間での司法試験合格を実現し、卒後１年目の短答式試験と、最終合格率の向上、そして累積
合格率の向上を図る。そのために①法曹コース設置による法学部と連携した法曹養成一貫教育の確立、②法学未修者教育の質の改善
に向けたPDCAサイクルの強化充実、③法曹要請一貫教育に携わる修了生の育成・輩出サイクルの構築を柱として展開する。

取組概要①－２法未修者教育の質の改善のための取組
既に展開している未修者教育を、共通到達度確認試験の活用や、指導・教育方
法の拡充などにより、ＰＤＣＡサイクルを回す中で質の改善・向上を目指す
（2017年度～2023年度）

【実績値】
①37.03％
②83.3％
【取組状況】
法曹コース制度
設計完了

【実績値】
①46.15％
②導入
【取組状況】
取組の概要
２を推進

取組概要①－１法学部と連携した法曹養成一貫教育体制の確立
法学部既設の法曹養成コース「ＧＬＰ」の拡充と法科大学院との接続教育強化
（2017年４月～2023年度）

「法曹コース」開始 ５年一貫型選
抜初回実施

法曹コース
完全実施

法曹コース１期
司法試験受験
（2023）

法曹養成
一貫教育
に携わる
修了生の
育成・輩
出サイクル
の構築

Ａ

【ＫＰＩ】①修了生４名法科大学
院チューター②修了生３名法曹コー
ス非常勤講師③修了生１名同様に
別科目で非常勤講師（2020～
2023）④修了生1名博士後期課
程進学（同）
【基準値】①4名②３名③1名③0名
【目標値】2023年度①4名②３名
③1名③1名

【実績値】
①５名 ②３名
③０名 ④０名
【取組状況】
①５名採用
②３名採用
③④は未

取組概要③ 法曹養成一貫教育に携わる修了生を育成・輩出する
サイクルの構築

法曹養成教育に携わる修了生を育成・輩出するサイクルを構築し、法科大学
院のみならず、法学部法曹コースにも展開して、法曹養成一貫教育における
法学部と法科大学院の連携を強化して、司法試験合格率の向上を図る。

（2019年度～2023年度）

【実績値】
①算出不可
②68.4％
【取組状況】
個別面談強化

【実績値】①算出
不可②62.5％
【取組状況】
小テスト実施等

【実績値】
①５②３③１④0
【取組状況】
③１名採用
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中央大学大学院法務研究科法務専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

「實地應用ノ素ヲ養フ」という理念のもと，在野法曹のみならず，司法，行政の諸領域にあって社会の法化を支えるインフラストラクチャーとして
の良質な法曹を多数養成することを通じ，真に法の支配が実現された社会の構築に貢献する。

構想

目標値

取組

【概要】
１）他大学を含む法学部等との連携（ＦＤ活動を含む）の強化による段階的・体系的な法曹教育の充実，２）多様な法曹を輩出する
ための本学法学部通信教育課程等との連携，３）未修者教育の改善・充実，４）リカレント教育による途切れのない法曹教育によるい
わば中大法曹コミュニティの充実，５）英吉利法律学校の伝統をふまえたグローバル社会とりわけアジア諸外国法曹養成機関との連携強化。

司法試験合格率
45％
標準修業年限修了
率75％

未修者司法試験合
格率35％

法科大学院と法学部
等との連携強化

【概要】
• 他大学を含む複数

の法学部等との連携
にかかる協定を締結
する

• ICT技術を活用した
教員間のFD活動を
推進する

• よりスムーズな法科
大学院進学を実現
するための教育上及
び入学者選抜上の
工夫を行う

法学未修者教育の質
改善の取組

【概要】
• ア）択一的知識と

起案作成力双方の
習得を最適に実現
するためのカリキュラ
ムの見直し，イ）見
直したカリキュラムを
現実化する教育体
制の整備を行い，そ
の実施については，
本学が従前から全
国に先駆けて実施し
ているＩＣＴを活用
する

多様な法曹を輩出する
ための中央大学法学部
通信教育課程等との
連携

【概要】
• 法科大学院の教員

が通信教育課程の
授業を担当するなど
連携し、同課程の学
生を法科大学院入
学に誘う

リカレント教育による途
切れのない法曹教育

【概要】
• 法曹が企業会計と

法務との接続を理解
できるようになることの
支援を行う

• フィンテックに代表さ
れる新規分野におけ
る法曹の関わりの増
進、といった視点から
、各種短期セミナー
やシンポジウム等のプ
ログラムを展開する

複数のテーマでの短
期セミナーの年間実
施回数４回

全在学生のうち対
象科目を履修する
学生（実人数）の
占める割合10% 

法科大学院におけ
る社会実務経験者
学生比率15％

アジア諸外国法曹養成
機関との連携強化

【概要】
• ３群特講科目に「国

際民事紛争解決の
基礎」及び「国際仲
裁の実務」を新たに
設置する

• 国際サマースクールを
本法科大学院生に
は無償で開放する

• 「ボストンプログラム」
を正規科目化し、こ
れを履修した者に、エ
クスターン型やフィー
ルドリサーチ型のSAP
を提供する
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中央大学大学院法務研究科法務専攻 工程表
構想
取組 実績

評価 2019年度 2020年度 2021年
度

2022年
度

2023年
度

評価指標・基準値・目
標値

「法科大学院等の
抜本的な教育の改
善・充実に向けた
基本的な方向性」
の柱である法科大
学院と法学部等と
の連携強化の取組、
法学未修者教育
の質の改善の取組

Ａ

Ａ
【実績値】
34.2%,69.8%
【取組状況】
地方国立大4校及び私立大学5校と連携協
定に向けた協議進行中。

【実績値】
－算出不可
【取組状況】

地方国立大4校及び私立大学5校と連携協
定締結。リアルタイム型のオンライン授業を実
施。

【ＫＰＩ】司法試験合格率，
標準修業年限修了率
【基準値】29.2％，78.6%
【目標値】45％，75%

Ａ 【実績値】
23.3%
【取組状況】
未修者教育PTの提言を受け今年度中実施
に向けた具体的取り組みに着手。

【実績値】
－算出不可
【取組状況】
前年度の取組に加え、成績不良者との個別
面談を実施。

【ＫＰＩ】未修者司法試験
合格率
【基準値】8.6％
【目標値

法科大学院等の
抜本的な教育の改
善・充実に資する
連携・連合の取組

取組区分①及
び②以外の大
学独自の取組

Ｂ
【実績値】
9.8%
【取組状況】
法科大学院専任教員9名が通信教育部授
業を担当したほか、スクーリング会場として法科
大学院キャンパスを提供。

【実績値】
8.9%
【取組状況】

法科大学院内の連携WGに通信教育部長を
加えたほか、ICTを利用した教材開発、新規
入学選抜試験を実施。

【ＫＰＩ】法科大学院におけ
る社会実務経験者学生比
率
【基準値】11.1％
【目標値】15％

Ｂ
【実績値】
57％
【取組状況】
法曹有資格者向けとして、短期セミナー（決
算書分析、税務）を開講したほか科目等履
修生2名を受け入れた。

【実績値】
47%
【取組状況】
法曹有資格者向けとして、短期セミナー（決
算書分析、国際ビジネス法務、税務）を開
講、科目等履修生3名を受け入れた。

【ＫＰＩ】短期セミナー受講
者に占める本学法科大学院
修了生法曹の比率
【基準値】23%
【目標値】50％

Ａ 【実績値】
9.8%
【取組状況】
国際性を涵養する科目2科目およびSAPミド
ルテンプルプログラムを開講。

【実績値】
20.5%
【取組状況】
国際性を涵養する科目2科目を開講。

【ＫＰＩ】全在学生のうち対
象科目を履修する学生（実
人数）の占める割合
【基準値】8.4%
【目標値】10%

法学部等と
の協定締結，
入学者選抜
制度準備等，
接続教育

早期卒業者入学，接
続教育，FD活動

新カリキュラム等実施，検証，PDCAサイクル

通信教育課程等との間に
連携協議会設置，協議，
法科大学院教員による授
業の設置

法科大学院
教員による
授業拡大

短期セミナー，科目等履修生，法律事務所
勤務弁護士とインハウス弁護士の相互研鑚企
画等の実施

新SAP,ミドルテンプル企画等の実施

社会の法化を支えるインフラストラクチャーとしての良質な法曹を多数養成

法科大学院と法学部等との連携強化

アジア諸外国法曹養成機関との連携強化

リカレント教育による途切れのない法曹教育

多様な法曹を輩出するための中央大学法学部通信教育課程等との連携

法学未修者教育の質改善の取組
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日本大学大学院法務研究科法務専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

「日本法律学校」を前身とする日本大学大学院法務研究科法務専攻は，「人間尊重」と「自主創造」の教育理念に基づき，国際的な視野をも重視しつつ，
弱者の痛みに寄り添いながら，日々の市民生活や企業間の取引などから生じるさまざまな法律問題などについて，日本社会の実情に合致した適切な紛争解決
を実現するため，十分な専門的知識と紛争解決への情熱と国際的な視野をもって自ら創意工夫し，合理的なコストで迅速に紛争を解決することのできる日本
社会に役立つ法律実務家の養成を目指す。

構 想

目標値

取 組

本研究科は，今後５年間において，PDCA(計画・実行・検証・改善)のサイクルを取り入れつつ，以下の機能の強化を図る。
(1) 優秀な学生を積極的に取り込むため，①本学及び他大学の法学部と連携して法学部生や付属高校生に対するPRなどを強化しつつ、効果的な５年一貫コース

を構築し，円滑な実施を推進する機能，②司法試験合格率を高めるため，未修生・既修生,昼コースの学生・夜間コースの学生の特性に合致した効果的な学修
態勢の構築，改善を推進する機能，③標準修業年限で司法試験に合格できる学力を養えるようカリキュラム編成や授業内容の検証，改善を推進する機能

(2) 他大学法科大学院との相互単位認定の充実を図り，広く学修の機会を提供する機能
(3) 夜間コース学生への効果的・効率的な学修機会を提供し、その合格率(今後の累積合格率を含む)を高めつつ，成績不振者には方向転換を支援する機能

本学法学部との連携
による現役入学者数

20名

修了後1年以内の
司法試験合格率

36%

標準修業年限
修了率
75%

他大学法科大学院との
相互履修制度による
履修認定数 ３講座

【概要】
＊法学部３年＋本研究
科２年の法曹養成５年
一貫コースを導入し，その
円滑な接続を実現する。
＊法学部生のみならず附
属高校生に対しても法曹
の魅力や法科大学院での
学修のPRを強化する。
＊本研究科教員が法学部
での授業を担当するなどして
進学意欲を高める。
＊上記により優秀な学生を
法科大学院に取り込むこと
が可能になる。

【概要】
＊未修,既修,昼コース,夜
間コースの各学生の学力状
況に合致した授業内容への
改善を図る。
＊各学生の学修到達状況
をデータ化し教員間で共有
して，最適な指導や学修
相談などの態勢を構築する。
＊切れ目のない学修支援
のためさまざまな講座や課外
ゼミを実施する。
＊入学試験や期末試験で
の厳格評価を推進する。
＊上記により教育の質等を
向上させ現役合格率の向
上が可能になる。

【概要】
＊法科大学院で
学ぶ時間的リスクを
軽減するカリキュラ
ム編成等の方策を
実施し改善する。
＊標準修業年限で
司法試験に合格する
学力を養う授業内容
を工夫する。
＊厳格評価を推進
し学生の積極的な
自学自習を促す。
＊上記により学修
意欲や修了率の向
上が可能になる。

【概要】
＊他の法科大学院との
相互単位認定の充実を
図る。
＊上記により本研究科
の学生が他大学法科大
学院で開設されている展
開・先端科目を学修す
ることが可能になり，幅
広い知識を持った法律
家を養成することが可能
になる。

【概要】
＊社会人学生が大部分
の夜間コースでは予習より
も復習を重視する授業を
試行し効率的で効果的な
授業への改善を続ける。
＊授業参加機会を確保す
るためICTシステムの一層
の利用拡大を推進する。
＊隙間時間を効率的に活
用した自学自習を可能と
するための各種支援を行う。
＊上記により効果的で効
率的な学修が可能となり
夜間生合格率が向上する。

夜間コースの修了後
１年以内の合格率

60％

【概要】
＊修了生への学修
支援を図るため独自
の研修生制度をより
充実させる。
＊研修生認定に成
績要件を導入し，
基準に満たない修了
生に対して適切な方
向転換を勧める。
＊上記により修了生
の合格可能性を高め
つつ，成績不良者に
再出発の機会の提
供が可能になる。

今後５年間の
累積合格率

50%
優秀な学生を取り
込むための法学部と

の緊密な連携

未修生への教育の
質の向上と学修支

援態勢の充実

カリキュラムや授
業内容等の工夫、
学修相談の充実

他大学大学院との
連携を図る

夜間生への効果的な
授業の工夫や効率的
な学修機会の提供

修了生に対する
学修支援と方向

転換の支援
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日本大学大学院法務研究科法務専攻 工程表

構 想
取 組 実績

評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 KPI、基準値、
目標値

優秀な学生を取り
込むための法学部
との緊密な連携

Ｂ
【実績値】 本学法学部現役
入学者数10人
【取組状況】 ５年一貫コース
の協定・法学部との連携Ｐ
Ｒ活動の実施等

【実績値】 同左 ６人
【取組状況】 法曹養成連
携の締結、同連携協議会
の設置、Webによる進学
相談，広報ビデオ制作等

【KPI】 本学法学部
現役入学者数
【基準値】12人
【目標値】20人

未修生への教育の
質の向上と学修支
援態勢等の充実

Ａ
【実績値】 1年以内司法試
験合格率24.24％
【取組状況】基礎重点講座、
夏季集中講座等の充実等

【実績値】 算出不可
【取組状況】入学前研修,
基礎重点講座, オンライン
授業のための学修支援等

【KPI】1年以内司法
試験合格率
【基準値】22.73%
【目標値】36% 

カリキュラムや授業
内容等の工夫 Ｂ

【実績値】 標準修業年限修
了率68.18％
【取組状況】 学務・FD委員
会等によるカリキュラム等の改
善 ・学力等に応じた指導等

【実績値】 同左 66.67％
【取組状況】 コロナ下でＰ
Ｃの貸与やTKCの活用，
全学生への授業資料やレ
ジュメの郵送の実施等

【KPI】標準修業年限
修了率
【基準値】 68.6%
【目標値】 75%

他大学法科大学
院との連携を図る Ｂ

【実績値】 他大学法科大学
院との相互履修制度によ
る履修認定数 １講座
【取組状況】ガイダンス,掲示
TKC等での周知

【実績値】 同左 0講座
【取組状況】入学前研修,
ガイダンス,TKC等で周知し、
応募者があったがコロナ下
の事情等で応募撤回

【KPI】 他大学法科
大学院との相互履
修制度による履修
認定数
【基準値】 1講座
【目標値】 3講座

夜間生への効果
的な授業の工夫
や効率的な学修
機会等の提供

Ａ
【実績値】 夜間生修了後
1年以内合格率 33.33％
【取組状況】 ICT授業、特
別講座・学修相談等の充実

【実績値】 算出不可
【取組状況】 コロナ下での
ICT授業，オンライン授業
の実施と学修支援の充実

【KPI】夜間生修了
後1年以内合格率
【基準値】50%
【目標値】60%

修了生に対する
学修支援と方向
転換等の支援

Ａ

【実績値 (2018年3月生)】
36.36％
【取組状況】 研修生へ成績
要件の検討、各種ゼミ講座
等の開設・進路相談等

【実績値(2019年3月生) 】
算出不可
【取組状況】 コロナ下での
「本番直前総仕上げ特別
講義」の実施，図書室の
利用の一部緩和等

【KPI】今後5年間の
累積合格率
【基準値】25.7%
【目標値】50%

本研究科は，今後５年間において，PDCA(計画・実行・検証・改善)のサイクルを取り入れつつ，以下の機能の強化を図る。
(1) 優秀な学生を積極的に取り込むため，①本学及び他大学の法学部と連携して法学部生や付属高校生に対するPR等を強化しつつ，効果的な５年一貫コースを

構築し，円滑な 実施を推進する機能，②司法試験合格率を高めるため，未修生・既修生，昼コースの学生・夜間コースの学生の特性に合致した効果的な学
修態勢の構築，改善を推進する機能，③標準修了年限で司法試験に合格できる学力を養えるようカリキュラム編成や授業内容の検証，改善を推進する機能

(2) 他大学法科大学院との相互単位認定の充実を図り，広く学修の機会を提供する機能
(3) 夜間コース学生への効果的・効率的な学修機会を提供し、その合格率(今後の累積合格率を含む)を高めつつ，成績不振者の方向転換を支援する機能

修了生に対する研修生制度の見直しと学修支援態勢を見直して効果を再検証

他大学法科大学院との単位認定等の一層の充実
単位認定を含む結果の検証・改善，改善実施の再検証

法学部：法曹コースの実施、カリキュラムの改善・実施、厳格評価の実施・検証
当研究科：5年一貫コースによる法学部３年生の早期履修の受入れ

本研究科教員による学部授業の担当、効果の検証
法曹養成連携協議会：円滑な接続に向けた協議・検証・改善

カリキュラム：学務委員会を中心に適切性の検証・改善・実施
授業内容：FD委員会を中心に相当性・適切性等の検証・改善・実施
成績評価：学務委員会， FD委員会，自己点検・評価委員会が共

同して成績の厳格評価の再確認・検証・改善を実施

研修生の登録に際して成績要件を導入し，成績不振で司法試験の合格可能性が
薄い修了生に対する方向転換の指導・就職相談の強化，その効果の検証等

未修、既修、昼コース、夜コースそれぞれの学生の学力等に応じた
授業内容の改善・検証等、課外の学修支援等の充実・検証等

入学試験・期末試験における厳格評価の徹底、ＦD･学務委員会が共同し学
生の学修到達状況のデータ化・共有化による最適な指導態勢の構築・検証

夜間ｺｰｽにおける復習を重視した授業の試行, ICT活用による授業参加
機会の確保,夜間生の実情とﾆｰｽﾞをふまえた学修相談の充実
FD委員会・学務委員会などの合同による効果の検証・改善，改善実施の再検証

54- 213-



法政大学大学院法務研究科法務専攻 全体構想
大学院の教育理念は、優れた人間性と高度な専門知識を備え、複雑な現代社会に生じる法律問題に柔軟に対応する能力を備えた、市民のための法曹の養成である。

教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性
本法科大学院の教育理念は、優れた人間性と高度な専門知識を備え、複雑な現代社会に生じる法律問題に柔軟に対応する能力を備えた、市民のための法曹の養成である。

「自由を生き抜く実践知」をモットーとする法政大学は、自由民権運動の高まりのなかで、在野の法曹養成と法曹活動との結合を志して、1880年に設立された東京法学社に端
を発する。まさにこの教育と実践との結合という法政大学建学の精神を現代に体現する法科大学院として、社会的弱者への理解と共感能力をもった法曹の養成は、今まで以上
にこれからも高く掲げるべき本法科大学院の教育理念であると考える。
本法科大学院は、2004年の設立以来、累計約300人の法曹を社会に送り出し、そのほとんどは弁護士として活動している。この数字は誇るべきものと考えているが、設立以来

の延べ修了者約800人に占める司法試験合格者の割合は40％程度であるから、なお満足できるものではない。今後は、少人数教育の利点を一層活かすとともに、本学法学部
および旧試験以来の本学出身法曹との連携をこれまで以上に密にし、大規模校に埋没することのない、在野法曹養成の拠点としての存在感を示していきたい。

構想 【概要】 法政大学建学の精神に立脚し、社会的弱者への理解と共感能力を備えた在野法曹養成の拠点となることを目指す。
◆法曹への意欲と適性に富む人材の恒常的な確保◆

◆短答式試験通過率・司法試験合格率の向上のための「テーラーメイド教育」の実現◆
◆社会的弱者への理解と共感能力を備えた法曹を養成するための「実務啓蒙教育」の展開◆

目標値 ○司法試験合格率
【基準値】20.2%
【目標値】21%
〇修了後1年以内の司法試験合格率
【基準値】23.5%
【目標値】23%

○未修者司法試験合格率
【基準値】26.9%
【目標値】20%
○標準修業年限修了率
【基準値】39.4%
【目標値】55％

◯エクスターンシップ受講生及
び法律相談への立会学生数
単年度あたり延総数
【基準値】9名
【目標値】20名

取組
本学法学部との連携強化
【概要】
法政大学法学部入学から法科大学
院修了までの教育課程の一貫化を進
め、適性に富んだ人材の確保に努める。
・法学部と協力して法曹コースの設立
準備
・法学部との法要養成連携協定締結
・法曹コース新設科目の担当者による
接続教育
・特別選抜試験実施

未修教育の改善・強化
【概要】
未修教育の改善・強化を図る。
・学修ポートフォリオの継続・強
化
・学修カルテの作成
・学修困難者向けの演習科目
の開設
・共通到達度確認試験準備の
機会提供
・OBによる個別学修相談

実務法曹による啓発教
育
【概要】
「現代法曹論の開講」を通
じてエクスターンシップの受
講生及び無料法律相談へ
の立会学生の増加を図る

本学アカデミック大学院との
連携
【概要】
法政大学大学院の連帯社
会インスティテュートの聴講制
度を利用することにより、
NPO、労働組合等の法制度
と活動の実際について、法科
大学院生が学ぶ機会を提供
する。

◯在籍学生数に占める連帯社
会インスティテュート開講科目履
修済学生数の比率
【基準値】0.0%
【目標値】15.0%
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法政大学大学院法務研究科法務専攻 工程表
構想 法政大学法科大学院は、法政大学建学の精神に立脚し、社会的弱者への理解と共感能力を備えた在野法曹養成の拠点となることを目指す。

取組 実績評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・
基準値・目標値

本学法学
部との連携
強化

A

A

【実績値】
司法試験合格率 11.5%
修了後1年以内の司法試験
合格率 4.5%
【取組状況】
法曹コース設置準備委員会，
連携協定協議

【実績値】
司法試験合格率 未確定
修了後1年以内の司法試験合
格率 未確定
【取組状況】
法曹養成連携協定締結，
学部での法曹コース開設，履修
開始，授業協力

○司法試験合格率
【基準値】20.2%
【目標値】21%
〇修了後1年以内の司法
試験合格率
【基準値】23.5%
【目標値】23%

未修教育の
改善・強化

A

Ａ

【実績値】
未修者司法試験合格率
9.1%
標準修業年限修了率
76.9%
【取組状況】
学修ポートフォリオ継続
民事，刑事基礎演習開講
共通到達度確認試験準備
OBとの未修生を繋ぐMLの開設

【実績値】
未修者司法試験合格率 未確
定
標準修業年限修了率 93.8%
【取組状況】
学修ポートフォリオ継続
憲法基礎演習開講
共通到達度確認試験過去問
練習会
OB弁護士チューター制度

○未修者司法試験合格率
【基準値】26.9%
【目標値】20%
○標準修業年限修了率
【基準値】39.4%
【目標値】55％

実務法曹に
よる啓発教
育

Ａ

【実績値】
エクスターンシップ受講生及び法
律相談への立会学生数20名
【取組状況】
新規科目『現代法曹論』開設

【実績値】
エクスターンシップ受講生及び法
律相談への立会学生数29名
【取組状況】
『現代法曹論』の実施
エクスターンシップの奨励と無料法
律相談への参加奨励

◯エクスターンシップ受講生
及び法律相談への立会学
生数
【基準値】9名
【目標値】20名

本学アカデ
ミック大学院
との連携

Ｂ
【実績値】
科目履修済学生数の比率
0.0%
【取組状況】
連帯社会インスティテュートとの
連携に関して協議

【実績値】
科目履修済学生数の比率
0.0%
【取組状況】
履修科目の選定，協議

◯在籍学生数に占める連
帯社会インスティテュート開講
科目履修済学生数の比率
【基準値】0.0%
【目標値】15.0%

学部法曹コース学
生3年次卒業

法科大学院法曹
コース入学者選抜
授業開講準備

法科大学院法曹
コース入学，
新カリ授業開始

在学中，司法試
験受験
新カリ検証

学修カルテの作成，個別指導，効果の検証

共通到達度確認試験の機会提供，過去問練習会の実施

OBによる個別学修相談の継続的な機会提供

「現代法曹論」の実施，実務法曹による啓発，エクスターンシップの受講
生及び無料法律相談への参加奨励，継続的な改善

授業履修

学修ポートフォリオの継続，強化
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立命館大学大学院法務研究科法曹養成専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

立命館大学法務研究科法曹養成専攻においては、「地球市民法曹」としてグローバルな視点と鋭い人権感覚を備え、様々な分野・専門領域において公共
性の担い手として活動する法曹の育成を目指している。

構想
【概要】
Ⅰ.法学部との連携強化、Ⅱ.未修１年次の支援強化、Ⅲ.臨床系科目での他法科大学院との連携、Ⅳ.海外の法科大学院との連携強化
以上４点を通じて、更なる法曹養成機能の強化を目指す。

目標値
2023年3月標準修業年限修了率90%（基準値72.7%）
2023年9月司法試験合格率40％（基準値13.3%）

●ワシントンセミナー・京都セミナー
2023年度受講率20%以上（基準値13%）
2023年度弁護士参加5人以上（基準値3.25人）

●地球系科目 2023年度受講率60%以上（基準値45%）
●LLM進学者数 2023年度まで2人以上（基準値3人）

取組

●法学部との連携強化
〇「法曹コース」設置
・2019年度法学部入学者から設置
・演習科目は、原則として法科大学院教員が担当
〇「特別選抜入試」導入
・ 「法曹コース」修了者を対象
・地方の大学法学部等との連携も調整中

●法学未修者教育の質の改善
〇未修１年次の支援強化
・共通到達度確認試験を未修１年次から2年次への

進級要件とし、結果を面談指導等にも活用する

●本学独自の取組
〇 「ワシントンセミナー」
アメリカン大学法科大学院（ワシントン・カレッジ・オブ・ロー）との連携し、外国
人の人権や知的財産権保護など、グローバル社会における課題を取り入れた
留学プログラム
・過去5年間で計34名が参加
・修了後、海外留学6名、LLM取得7名の実績

〇 「京都セミナー」
オーストラリアやアジア各国からの国際学生と本学学生がディスカッションをしなが
ら共に英語で日本法をめぐる諸問題について学ぶプログラム
・過去4年で本学LS生32名、留学生167名が参加
・日豪実務家・研究者による「共同セミナー」も2017年度より開始

取組区分①：「法科大学院等の抜本的な教育の改善・充実に向
けた基本的な方向性」の柱である法科大学院と法学部等との連携
強化の取組、法学未修者教育の質の改善の取組

取組区分③：
取組①以外の大学独自の取組区分
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立命館大学大学院法務研究科法曹養成専攻 工程表
構想 「地球市民法曹」としてグローバルな視点と鋭い人権感覚を備えた法曹養成機能の強化

取組
実
績
評
価

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
評価指標（KPI）

基準値
目標値

●法学部との連携強化
〇「法曹コース」設置
〇法曹コース対象「特別

選抜入試」実施

●未修１年次の支援強化

Ａ

Ａ

【実績値】
①標準修業年限修了率

⇒81.3%
②司法試験合格率

⇒36.4%
【取組状況】
「法曹コース」設置は法
学部との協議が随時行
われ、19年度入学者か
ら適用できる。特別選抜
入試についても22年度
入試には実施できる状況。
未修1年次は共通到達
度確認試験の進級要件
導入への対応等を進めて
いる。

【実績値】
①72.8%
②算出不可
【取組状況】
「法曹コース」設置を正
式に行い授業等を進
める。また次年度特別
選抜入試についても議
論が進む。未修者につ
いてもWEB等を用い
正課・課外ともに積極
的な支援を実施してい
る。

【評価指標（ＫＰＩ）】
①標準修業年限修了率
②司法試験合格率
【基準値】
①72.7%
②13.3％
【目標値】
①90%
②40％

●ワシントンセミナー

●京都セミナー

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

【実績値】
①ワシントン・京都セミ
ナー

受講率
⇒15.9%

②弁護士参加者数⇒５
人
③LLM進学者数⇒０人
④地球系科目受講率

⇒41.2％

【取組状況】
環境整備や学内ガイダン
スなどで「地球市民法曹」
や海外プログラムの周知・
浸透を図っている。

【実績値】
①16.5%
②算出不可
③0人
④31.7％
【取組状況】
前年度同様周知浸透
を図っている。コロナの
影響があり海外プログ
ラムや海外教員招聘
科目の中止等があった。

【評価指標（ＫＰＩ）】
①ワシントン・京都セミナー
受講率②弁護士参加者
数③LLM進学者数④地
球系科目受講率

【基準値】
①13%②3.25人
③3人④45%

【目標値】
①20%以上②5人以上
③2人以上④60%以上

法学部との連携強化・法曹コース設置
法学部と法科大学院との連合教授会
法学部・法科大学院連携委員会・FD企画実施

LLM進学への機会創出
近畿各弁護士会へのプログラム広報
弁護士のリカレント教育として活用

法曹コース対象「特別選抜入試」実施

共通到達度確認試験の積極的な活用
未修1年次から2年次への進級要件
未修2年次全員対象の個人面談に試験結果を利用

プログラムへの受講率向上
入学前・入学時の広報と語学力に優れた入学生の確保
地球系科目への積極的な誘導

海外大学との教員・研究交流
各大学と定期的な教員交流の実施
日豪の実務家・研究者合同の「共同セミナー」を開催
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関西大学大学院法務研究科法曹養成専攻 全体構想

構想

目標値

取組

本研究科の修了生の司法試験合格率は低く、しかも合格までに長年を要している。本研究科が取り組むべき課題は、法科大学院の２年ないし３年間で法曹としての
専門的知識を確実に修得させ、短期間で司法試験に合格できるようにすることである。
そのため、①本研究科において不断に教育内容の改善を図ると共に、法学部に「法曹コース」を設置して、法学部との体系的かつ一貫した教育システムを構築する。

法学部と法科大学院を通じて、本学学生の弱点である論理的な法律文書作成能力の弱さを克服するための教育を徹底的に行うことにより、合格に要する期間の短縮
を実現する。
また、②大阪大学法科大学院との連携により、教育内容の改善と両校学生間の切磋琢磨を促進し、本学学生の学修意欲と学修能力の引き上げを図り、標準修

業年限修了率の向上を実現する。

本研究科の教育理念は、「新しい法化社会を支えていくにふさわしい専門性・人間性・創造性の三つの特性を兼ね備えた法曹の養成」である。自律と自己責任を基調
として様々な問題が法的に解決される法化社会を担う法曹を養成するため、確かな理論的基盤と実務的応用力に裏打ちされた高度の専門的知識を修得させると共に
、豊かな人間性と優れた人権感覚をもつ人間性、複雑・多様化する現代社会で日々生起する新たな問題に適切に対処することができる創造性を兼ね備えた法曹とな
るべく教育を行う。 また、大阪にある法科大学院として、アジアに強い法曹を養成する。

教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

○司法試験合格率30％強 ○標準修業年限修了率65％

司法試験合格率の向上

法 科 大 学 院

目的：法曹としての高度の専門的知識・技能の修得

法学部・法科大学院接続運営委員会

法 学 部

目的：法曹としての基礎的知識の修得
法曹プログラムを拡充→法曹コース

法曹コースの授業の一部を
法科大学院教員が担当

優秀な法曹志望者が
進学

【概要】
法曹を志望する法学部

入学生で成績優秀者に
法曹コースへの登録を認
める。上位年次では、専
門教育科目の成績が上
位10％に属する者に法
曹コースへの登録を認め
る。
優秀な入学者を確保

するため、法曹コース修
了者で成績優秀者を対
象に特別枠入学試験を
行う。定員40名のうち、
推薦枠５名、学部成績
を重視した論文試験枠
10名を予定。給付奨学
金を与えることで経済的
負担を軽減し、優秀な学
生が法曹となる道を開く。

標準修業年限修了率の向上
教育内容の改善・学生の学習意欲と学習能力の引き上げ

F D 活 動

入 学 前 指 導

単位互換制度

関 西 大 学
法科大学院

大 阪 大 学
法科大学院

共 同 セ ミ ナ ー

共同開講科目(連携講義）

法学部との連携に基づく一貫教育システムの構築 大阪大学法科大学院との連携による教育改革

【概要】
①FD活動を通じた

意見交換、連携講義
・共同セミナーを通じ
た教材の開発、授業
の計画、授業運営の
検討などを通じて、本
研究科の教育内容の
改善を図るとともに、
②入学前指導の相
互乗入、単位互換、
大阪大学の最高裁
判所見学やモデル授
業への参加等を通じ
た学生間の交流を通
じて、本学学生の学
力の把握と各自の適
切な学習目標の設定
とこれへの動機づけを
目的とする。 59- 218-



本研究科の修了生の司法試験合格率は低く、しかも合格までに長年を要している。本研究科が取り組むべき課題は、法科大学院の２年ないし３年間で法曹とし
ての専門的知識を確実に修得させ、短期間で司法試験に合格できるようにすることである。
そのため、①本研究科において不断に教育内容の改善を図ると共に、法学部に「法曹コース」を設置して、法学部との体系的かつ一貫した教育システムを構築す

る。法学部と法科大学院を通じて、本学学生の弱点である論理的な法律文書作成能力の弱さを克服するための教育を徹底的に行うことにより、合格に要する期間
の短縮を実現する。
さらに、優秀な学生に授業料相当額の給付奨学金を与えることにより、優秀な学生の入学を確保すると共に、特に優秀な学生には早期卒業制度により合格までの

期間をさらに短縮させる。優秀な学生が法曹となるよう促す。
また、②大阪大学法科大学院との連携により、教育内容の改善と両校学生間の切磋琢磨を促進し、本学学生の学修意欲と学修能力の引き上げを図り、標準

修業年限修了率の向上を実現する。

関西大学大学院法務研究科法曹養成専攻 工程表

取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・目標値

法学部との連
携に基づく一貫
教育システムの
構築

Ａ

【実績値】
46％

【取組状況】
「法曹コース」の
設置に向け、
法学部と法曹
養成の連携準
備に関する協
定を締結する
等、予定どおり
進捗している。

【実績値】
算出不可

【取組状況】
・連携協定の締結
・法科大学院教員に
よる学部授業担当

・説明会等による学
修・進学支援

以上を中心に計画通り
連携を強化できている

【ＫＰＩ】
司法試験合格率

【基準値】
0％

【目標値】
30％強

大阪大学法科
大学院との連
携による教育
改革

Ｂ

【実績値】
39％

【取組状況】
連携講義参加
者が増える等、
教育内容・学
修意欲の高ま
りが確認できて
おり、概ね予定
どおり進捗して
いる。

【実績値】 38％

【取組状況】
・授業・共同セミナー、
FD活動におけるICT
活用（ZOOM等）

・各行事等への参加者増
・教育課程連携協議
会における相互連携

・TAによる学修支援
・意見交換の結果等を通
じ意欲の高まりが確認

以上から一定の効果は表
れてきていると判断できる

【ＫＰＩ】
標準修業年限修了
率

【基準値】
54％

【目標値】
65％

法曹養成連携協定の締結（認定済）・法曹コースの設置・履修者募集
少人数・双方向型授業(必修）を法科大学院教員が担当

2年次秋以降、法律文書作成のための授業科目を前期・後期で
４単位開講し、論理的な法律文書の作成能力を強化

法曹コース履修者への科目等履修制度の提供

①FD活動を通じた意見交換、連携講義・共同セミナーを
通じた教材の開発、授業の計画、授業運営の検討などを
通じて、本研究科の教育内容の改善を図る

②入学前指導の相互乗入、単位互換、大阪大学のモデ
ル授業への参加、司法試験合格が見込まれる学力中間
層を対象にした連携講義・共同セミナーを通じた学生間の
交流を通じて、本学学生の学力の把握と各自の適切な学
修目標の設定とこれへの動機づけを図る

各事項において、より連携強化を図るために
ICTを有効活用する（ZOOM、録画配信等）

法曹コース修了見込者(成績優秀者)を
対象とした特別選抜入試の実施

構想
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関西学院大学大学院司法研究科法務専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

本学のスクール・モットーは「Mastery for Service（隣人・社会・世界に仕えるため、自らを鍛える）」であり、本研究科の教育理念として「人権感覚豊かな市民法曹」、「公務に
強い法曹」、「企業法務に強い法曹」、「国際的に活躍できる法曹」の養成を標榜している。本教育理念に基づき、これまで多数の修了生が法曹として新しい分野を開拓して活躍する
とともに、母校を愛し、同窓会等の様々な形で結集し、本学の後進育成にも協力している。本研究科は、優れた研究者教員と経験豊かな実務家教員とをバランスよく配置した教員体
制をベースに、教育力を高める取組を共同で重ねるとともに、現実の法曹の活動と常に切り結んだ教育内容を学生に提供してきた。以上のような強みを今後も生かし、かつ2019年度よ
り兵庫県西宮市中心部に位置しアクセス抜群の西宮北口キャンパスに本拠を移転することを契機に、本研究科はより一層地域社会とのつながりや他大学との連携を強化するとともに、
この取組をアピールして志の高い優秀な入学者を多数受け入れ、教育力をさらに高める努力を格段に行うことによって、関西地区における法曹養成の拠点となることを目指す。加えて、
きめ細かな教育により学生の個性を生かし、多方面で活躍できる法曹を一人でも多く輩出することによって、社会に大きく貢献する地位を確立していく。

構想

目標値

取組

【概要】 今後５年間において、以下の観点における機能強化を図る。
①法学部との連携強化による教育の改善・充実 ②未修者教育の抜本的改善・強化
③神戸大学との連携による教育の改善・充実 ④自治体と組織的に連携した公務法曹の養成

〇修了後１年目の
司法試験合格率 ４０％

〇標準修業年限修了率
６０％

〇未修者の標準修業年限
修了率 ５５％

〇公務法曹の輩出数
６名

【概要】
これまでの取組において、本学法学
部司法特修コースとの連携による同
コース開講科目への教員派遣や早
期卒業見込者対象の入学者選抜
等を通じて、優秀な早期卒業者の
拡大ともに、卒後１年以内の司法
試験合格者輩出の実績を重ねてき
た。さらに同コース出身者の本研究
科への入学を推奨するとともに、新た
に法曹コースを有する他大学法学
部との連携を図り、学生個人に焦点
を当てた入学前サポートを行う。この
取組により、３＋２での学生の受入
れをさらに拡大し、志の高い優秀な
入学者を多数受け入れることが可能
となる。

【概要】
これまでの取組において、自治体４市
と連携協定を締結し、講師派遣、自
治体からの聴講生受入れ、自治体職
員対象の研修会を行ってきた。また、
正課授業・キャリアガイダンス等におい
て、在学時より学生に対して公務法曹
への意欲喚起を促してきた。この取組
を活かし、新規自治体との連携協定
締結、自治体職員への研修機会の
提供拡大、さらに自治体における具体
事例の授業教材への反映・共同開発
を行う。この取組により、連携の成果の
法科大学院教育へのフィードバック及
び公務法曹養成の推進が可能となる。

【概要】
2019年度より、神戸大学法科大学
院と連携するための連携協議会を設
置する。そして、連携協議会での議
論をふまえたうえで連携協定を締結
する。さらに、連携協議会においては、
教育の改善・充実に資する具体的な
施策として、授業参観等のFD研修
会を実施する。この取組により、FD
研修会等の成果をふまえつつ、基礎
的な教育力の向上、特に未修者教
育の改善・充実のための取組の共有
を通じて、法科大学院教育の抜本
的な改善・充実が可能となり、関西
地区における法曹養成の拠点として
の地位を確立する。

【概要】
2019年度より、入学前教育を充実
させ、短答式課題及び共通到達度
確認試験を用いた基礎知識の確
認・定着の徹底とよりきめ細かい学
習指導を行う。この取組により、未修
者の入学時属性及び個別の学習段
階に即応した基礎力の徹底・強化が
可能となる。

法学部との連携強化による
教育の改善・充実

自治体と組織的に連携した
公務法曹の養成

神戸大学との連携による
教育の改善・充実

未修者教育の抜本的改善・
強化

【概要】
2019年度より、神戸大学との連携
により、未修者への入学前教育の
共同開催及びノウハウの相互提供
やFD成果の共有を検討し、順次実
施していく。この取組により、入学前
教育と連動した入学後の体系的な
未修者教育の充実が可能となる。 61- 220-



取組
実
績
評
価

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・
基準値・目標値

法学部との
連携強化によ
る教育の改善・
充実

Ａ

【実績値】 ２１％
【取組状況】
・入試における早期卒業
見込者を含む優秀層の
確保
・入学前学習プログラムの
改善
・「３＋２」による司法試
験合格者の輩出

【実績値】 算出不可
【取組状況】
・本学法学部法曹コー
スとの連携協定締結
・入学時の実力・学習
計画把握及び面談によ
る個別学習サポート
・司法特修コース科目
での授業改善

【ＫＰＩ】
司法試験合格率
【基準値】 ２５％
【目標値】 ４０％

未修者教育の
抜本的改善・
強化

Ｂ

【実績値】 ３９％
【取組状況】
・入学時属性別クラス
編成等の実施
・自律学習の促進及び
科目横断的な個人指導
の徹底

【実績値】 ３１％
【取組状況】
・実力確認試験の実施
・入学時属性別クラス
編成と導入動画の提供
・オンライン勉強会等に
よる学習サポート・ケア

【ＫＰＩ】
標準修業年限修了率
【基準値】 ３４％
【目標値】 ６０％

神戸大学との
連携による
教育の改善・
充実

Ｂ

【実績値】 ３３％
【取組状況】
・未修者教育を主題とし
た神戸大学との共同FD
研修会実施

【実績値】 ２２％
【取組状況】
・春学期定期試験実施
時期変更の検討
・春学期定期試験直前
論文対策ゼミの実施

【ＫＰＩ】
未修者の標準修業年限
修了率
【基準値】 ４７％
【目標値】 ５５％

自治体と
組織的に連携
した公務法曹
の養成

Ａ

【実績値】 ３名
【取組状況】
・新規自治体との連携
・連携自治体との講演会
及び各種ガイダンス等を
通じた公務法曹に対する
学生の意欲喚起

【実績値】 ５名
【取組状況】
・自治体連携にもとづく
継続的な聴講受入及
び研修実施
・授業・ガイダンスでの公
務法曹への意欲喚起

【ＫＰＩ】
公務法曹の輩出数
【基準値】 ３名
【目標値】 ６名

関西学院大学大学院司法研究科法務専攻 工程表
構想

今後５年間において、以下の観点における機能強化を図る。
①法学部との連携強化による教育の改善・充実 ②未修者教育の抜本的改善・強化
③神戸大学との連携による教育の改善・充実 ④自治体と組織的に連携した公務法曹の養成

司法特修コース学生への周知

公務法曹をテーマとしたキャリアガイダンス等の実施

入学時属性に応じたクラス編成・学習指導

自治体との協定締結

司法特修コース学生への入学前個別指導
入学前学習プログラムの実施・見直し

本学法学部との連絡協議会の定期開催

短答式課題での基礎知識確認
共通到達度確認試験の活用

検証結果の
取組内容
への反映

自治体への講師派遣・同職員への研修実施

連携協議会の定期開催

特別選抜の実施
入学者選抜方法の検証・見直し

神戸大学との入学前教育の共同実施

基礎的な教育力向上に向けた神戸大学との
授業見学等FDの共同実施

自治体法務関連科目への自治体職員の聴講受け入れ

神戸大学とのノウハウの相互提供・FDの共同実施
連
携
協
定
締
結

共同開発教材の正課授業へのフィードバック

入学者
選抜制度
の検討

試験結果分析・検証
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●九州・山口地区企業・自治体への就職者数
累計7名

・法学部との連携を強化することにより、法学部生の入学者を増加させ、入学定員の充足率の向上を図る。
・法科大学院入学から修了までのステージに応じた学生一人ひとりに寄り添うきめ細かい学修支援を行って、法学未修者教育の質の改善を
図ることにより、標準修業年限修了率の向上並びに司法試験合格率の向上を図る。
・地域の問題を扱う法律実務の現場を体験させることにより、九州・山口の地域に根ざした法曹の増加を図る。
・共通到達度確認試験を2年次への進級要件として活用するほか、2年次生および3年次生の学修指導に活用する。

福岡大学大学院法曹実務研究科法務専攻 全体構想
教 育 理 念 （ 教 育 方 針 ） ・ 今 後 目 指 す べ き 方 向 性

福岡大学法科大学院は、地域に根ざし地域の人々の暮らしを支える法曹の養成を目指すべく、法学部との連携をさらに強化し、「入学定員充足率の向上」、「標準修業年限
修了率の向上」、「法学未修者教育の充実による未修者の司法試験合格率の向上」、「九州・山口地区の地域に根ざす法曹の養成」に目指す体制の構築に取り組む。

構想

目標値

取組
【取組期間】2019年度～2023年度
【概要】
法学部「特修プログラム」で開講する

法科大学院教員担当科目を増加さ
せるほか、法学部に「法律特修プログ
ラム（法曹連携基礎クラス）」を開設
して2020年度入学生より履修を開
始する制度について基本合意し連携
協定の策定等を準備している。
法学部が法科大学院1年次の科目

を履修することができる「早期履修制
度」、本法科大学院が企画・実施す
る「刑事模擬裁判」を法学部生に体
験参加させる取組を開始し、さらに従
来から「長期体験入学制度」を実施し
ており、学部段階から主体的かつ計画
的に法科大学院での学修に入ること
ができる環境を整える。

【取組期間】2019年度～2023年度
【概要】
入学前における早期履修指導やプレセミナー等の導入教育を行い、

入学者がスムーズに授業になじめるようにする。
カリキュラムは、1年次前期に、法情報の検索や法文書の作成手法

を学ぶ「法情報・法文書入門」を新設し、その後の演習科目等を通じ
て法学未修者に不足しがちなリーガルマインドの涵養を行う。
小テスト成績等の情報を集約した「学生カード」によって各学生の学

力状況や問題点等を適切に把握し個別指導に活用できるシステムの
改良を行うとともに、同カードにより把握した担任する学生の状況を踏
まえた指導を行うなど、担任制を強化する。また、本法科大学院出身
若手弁護士による「アカデミック・アドバイザー」によるゼミの内容をより
充実させるとともに、学生の相談に応じるチューター体制の一層の充
実を図る。
進級要件になっていない学生も含め、積極的に共通到達度確認試

験に取り組ませ、その結果を分析し、今後の学修指導に活かす取組
を行う。

●入学定員充足率
80％

法学部との連携強化
●標準修業年限修了率

80％
●司法試験合格率 20％

●修了後５年での合格率 40％

学修支援の充実・未修者教育の充実

【取組期間】2019年度～2023年度
【概要】
学生自らが、地域で活躍する法曹となる基

礎や意欲等の醸成につなげるため、本法科大
学院出身の実務家法曹先輩らが地域で活躍
する様子、先輩・後輩の強いつながりがあるこ
となどについて、1年次の「法律相談立会い」
（地域の公民館で実施している無料法律相
談に学生を立ち会わせる）プログラムを通じて、
学生各自にリアルに強く訴えかける。
サマークラークへの参加、本学出身者の受入

れ協力法律事務所への訪問・見学等プログラ
ムへの参加を通じ、福岡県以外の九州・山口
弁護士会登録者増加を目指す。また、地域
企業や自治体などへの就職を推進する取組
みを開始し、九州・山口地区内企業・自治体
への就職者数増加を目指す。

地域の法律実務の体験
本学修了弁護士の
●九州・山口地区での登録比率 90%
●上記のうち福岡県以外の登録者数 17名
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福岡大学大学院法曹実務研究科法務専攻 工程表

取組
実
績
評
価

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・

基準値・目標値

法学部との
連携強化 Ｂ

【実績値】60.0％
【取組状況】・「法曹連携基礎
クラス」連携協定締結準備
・刑事模擬裁判308名参加、
長期体験入学1名・早期履修
制度1名利用実績

【実績値】55.0％
【取組状況】
・連携協定締結完了
・早期履修制度：2名利
用・1名入学実績
・Webによる募集活動

【ＫＰＩ】
入学者定員充足率
【基準値】 60.0%
【目標値】 80%

学修支援の
充実

・
未修者教育

の充実

Ａ
【実績値】
①80.0％②25.0％③29.6％
【取組状況】導入教育OBOGと
の交流会の増加/未修者カリ
キュラム「法情報・法文書入門」
入学者全員受講/学生カードシ
ステム改良/アカデミックアドバイ
ザー(AA)の活用とチューターの
刷新/受験対策支援での短答
式ゼミ、法務研修生対象ゼミ実
施/共通到達度確認試験結果
の進級判定活用/担任制強化

【実績値】
①80.0％②－③－
【取組状況】左記取組の
継続実施
（新規）学生に対するア
カデミックアドバイザー・
チューターの利用に関する
アンケートの実施/入学前
のチューターとの顔合わせ/
クラウド化された学生カード
を活用したWebによる担
任の個別面談・指導強化

【ＫＰＩ】
①標準修業年限修了率
②司法試験合格率
（卒後1年以内）
③司法試験累積合格率
（未修者コース修了者5年間）
【基準値】
①60.0%②16.7%③29.4%
【目標値】
①60%②20％③40％

Ａ

Ａ

地域の法律
実務の体験

Ｂ
【実績値】
①84.6％②13名③1名
【取組状況】法律相談立会いプ
ログラム9月開始/九州・山口地
域の弁護士との人的交流を目
的としたサマーセミナー参加推
奨・弁護士法人による説明会3
月開催準備、各地法律事務所
派遣プログラム検討開始/九州・
山口地域の企業によるキャリアガ
イダンス・就職説明会開催準備

【実績値】
①85.3％②11名③2名
【取組状況】全プログラム
に亘りコロナ禍により実施
不可
（新規）Web動画配信
による九州・山口地区の
法律事務所PR動画作成
準備/オンラインによる法律
相談・同立会いプログラム
の実施を検討

【ＫＰＩ】
①九州・山口地区での修了生
弁護士登録割合、②①の弁護
士のうち福岡県以外の登録者数、
③地域企業等への就職者数の
増加
【基準値】
①86.4%②14名③0名
【目標値】
①90%②17名
③5年間合計7名

Ｂ

Ａ

カリキュラム・授業方法の検証及び充実

学生のニーズに合ったAA等の効果的活用

入学前早期履修指導･プレセミナーの検証・充実

学生カードの効率的活用・入力項目の検証

４年間の
評価と

改善策の
検討

４年間の
評価と

改善策の
検討

４年間の
評価と

改善策の
検討

共通到達度確認試験結果による進級状況・
学修指導への活用状況等の中間的評価

構想
・法学部との連携を強化することにより、法学部生の入学者を増加させ、入学定員の充足率の向上を図る。
・法科大学院入学から修了までのステージに応じた学生一人ひとりに寄り添うきめ細かい学修支援を行って、法学未修者教育の質の改善を図ることにより、
標準修業年限修了率の向上並びに司法試験合格率の向上を図る。

・地域の問題を扱う法律実務の現場を体験させることにより、九州・山口の地域に根ざした法曹の増加を図る。
・共通到達度確認試験を2年次への進級要件として活用するほか、2年次生および3年次生の学修指導に活用する。

上記取組による担任制・個別指導の充実

法学部法曹連携基礎クラス開講

特別選抜募集・早期卒業生選抜実施

模擬裁判・体験入学参加・早期履修制度
利用状況の中間的評価

法律相談立会いプログラムへの
参加状況等の中間的評価

協力的な弁護士法人・法律事務所の開拓、
サマーセミナー・法律事務所派遣プログラムの
継続実施及び参加状況等の中間的評価

協力的な企業・自治体等の開拓、
キャリアガイダンス・就職説明会の継続実施
及び参加による就職実績等の中間的評価 64- 223-



学習院大学大学院法務研究科法務専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

学習院大学法務研究科（以下、本院という）は、学習院伝統の少人数教育という教育手法を駆使することにより、「国民のための司法を担う質の高い法曹の養成」という社
会的責務を果たすことを目指してきた。法科大学院設置の理念に忠実に、法科大学院教育の自然な延長線上に司法試験が存在するという信念に基づき、徒に受験技術に
偏することなく、オーソドックスな科目展開、基本を重視した丁寧な指導を行ってきた点は本院の特長である。この本院の教育理念を実現するために、学部教育との連携の強化、
入試、カリキュラム、教育手法、不合格修了生へのサポートなどの改革を行い、社会的使命を果たす。

構想 （１）法学部との連携により、学部教育と法科大学院における教育の自然な延長線上に司法試験を位置づける一貫的な教育課程を構築する。
（２）多様な法曹を輩出するために、未修者教育を改善する。
（３）論述能力を涵養するためのカリキュラム改革などを行い新卒合格率の向上と、標準年限修了率の改善を目指す。
（４）修了から司法試験合格までの期間のサポート体制の整備を行うことにより、不合格修了生の合格率を向上させる。

目標値

取組

【概要】 今後５年間の機能強化構想

○学習院出身者数 5名
〇連携予定大学入学者数 ４名

○未修者司法試験合格率20％
〇未修入学者の2年次進級率
80％

○新卒合格率15％
○標準修業年限修了率75％

○修了2年目以降の修了生司
法試験合格率20％

【概要】
（１）法学部教育と司法試験

とを結びつけるための法科
大学院教育の構築

（２）法曹コース生を対象とし
た推薦入試制度の構築

（３）法曹志望者の掘り起こし

（４）法科大学院を撤退した
中規模法学部とのネット
ワークの構築

【概要】

（１）入試の改善

（２）共通到達度確認試験の成
績についてのチューターとの
分析機会設定

（３）チューター制の導入

【概要】

（１）カリキュラム改革

（２）入試制度の改革

（３）経済的支援

（４）修了生法曹による法実務
講座

（５）外部試験の結果を分析と
弱点克服の戦略立案サ
ポート

（６）チューター制

【概要】

（１）担任制と修了生法曹による
サポート

（２）経済的な支援の充実

（３）修了生に特化した法実務講
座の開講

（４）聴講制度

法学部との連携
新卒合格率と標準修業年限
修了率の上昇を目指して 不合格修了生のサポート未修者教育の改善
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学習院大学大学院法務研究科法務専攻 工程表
構想
取組 実績

評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・目標値

法学部
との連携

Ａ
【実績値】 6名
【取組状況】
・新たに3月に学部生向け説明会を開催した。
・法曹を身近に感じてもらうよう「法曹を知ろう講
座」開催する等工夫した。

【実績値】 2名
【取組状況】
・本学法学科への協定検討依頼
・法学科での特設演習科目の開講。

【ＫＰＩ】
新入生における学習院出身者数
【基準値】 ２名
【目標値】 5名

Ｃ
【実績値】 0名
【取組状況】
・複数大学と連携に向け協議を行っている。
・2019年度より入試で未修者コースに面接を
実施し、面接方法の知見を蓄積している。

【実績値】 0名
【取組状況】
・協定校学生へのオンライン入試説明会の実施
・法曹コース対象入試への面接方法の検討

【ＫＰＩ】
連携予定大学からの入学者数
【基準値】 ０名
【目標値】 ４名

未修者教
育の改善

Ｂ
【実績値】6.7％
【取組状況】
・未修者コース入試の改善を行い、接を実施す
ることとした。
・チューターとの面談会を設けた。
・共通到達度確認試験結果を進級判定資料
のひとつとすることに決定した。

【実績値】 算出不能
【取組状況】
・厳格な選抜による未修入学者入試の実施
・法的論文を書く能力を高めるカリキュラム改正

【ＫＰＩ】未修者司法試験合格率
【基準値】 20.8％
【目標値】 20％

Ｂ
【実績値】 33.3％
【取組状況】
・未修者コース入試の改善を行い、2019年度
実施の入試受験者に対し、面接を実施すること
とした。

【実績値】 50％
【取組状況】
・入試の厳格化による前期修了段階での留年
者ゼロ。
・チューター制の導入。

【ＫＰＩ】未修入学者の2年次
進級率

【基準値】 66.7％
【目標値】 80％

新卒合格
率と標準
修業年限
修了率の
上昇を目
指して

A
【実績値】 6.3％
【取組状況】
・2020年度から実施するカリキュラム改革の決
定。
・入試改革の実施。
・法実務講座の再編。

【実績値】 算出不可【取組状況】
・在学中受験のためのカリキュラム改革
・経済的支援の継続
・チューター制によるサポート実施
・多数の法実務講座の実施

【ＫＰＩ】
新卒合格率
【基準値】 0％
【目標値】 15％

Ｂ
【実績値】63.15%
【取組状況】
・入試改革の実施。
・2020年度から実施するカリキュラム改革の決
定。

【実績値】 50％
【取組状況】
・書く能力を重視した入試判定の実施
・来年度に向けた、書く能力に不安がある学生
向けの科目の設置

【ＫＰＩ】
標準修業年限修了率
【基準値】 47％
【目標値】 75％

不合格
修了生の
サポート

A
【実績値】14.28%
【取組状況】
・法科大学院基金からの支援金受給者2名が
2019年9月司法試験に合格した。
・修了生向け法実務講座の実施。

【実績値】 算出不可【取組状況】
・寄付金による成績優秀者への支援金の支給
・外部試験受験料補助
・修了生向け法実務講座の実施

【ＫＰＩ】
修了2年目以降の修了生司法試験合格率
【基準値】 24.2％
【目標値】 20％

（１）法学部との連携により、学部教育と法科大学院における教育の自然な延長線上に司法試験を位置づける一貫的な教育課程を構築する。
（２）多様な法曹を輩出するために、未修者教育を改善する。
（３）論述能力を涵養するためのカリキュラム改革などを行い新卒合格率の向上と、標準年限修了率の改善を目指す。
（４）修了から司法試験合格までの期間のサポート体制の整備を行うことにより、不合格修了生の合格率を向上させる。
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取組概要①ー１
（１）法学部教育と司法試験とを結び

つけるための法科大学院教育の
構築

（２）法曹コース生を対象とした推薦
入試 制度の構築

（３）法曹志望者の掘り起こし
（４）法科大学院を撤退した中規模

法学部とのネットワークの構築

取組概要①ー２
未修者教育の改善
（１）入試の改善
（２）共通到達度確認試験の成績につい

てのチューターとの分析機会設定
（３）チューター制の導入

新卒合格率と標準修業年限修了率の上昇を目
指して
（１）カリキュラム改革
（２）入試制度の改革
（３）経済的支援
（４）修了生法曹による法実務講座
（５）外部試験の結果を分析と弱点

克服の戦略立案サポート
（６）チューター制

不合格修了生のサポート
（１）担任制と修了生法曹によるサポート
（２）経済的な支援の充実
（３）修了生に特化した法実務講座の開講
（４）聴講制度- 225-



上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

上智大学法学研究科法曹養成専攻においては、とりわけ国際関係法分野および環境法分野に関する充実した教育を通じて,高度な問題可決能力や提案能力を有し、他
者に奉仕できる優れた人格を備える法律家の要請を基本的な教育方針とする。そのために、そのような法律家を目指す多様な人材がチャレンジしやすい法科大学院を目指す。

構想

目標値

取組

①司法試験合格率の向上、②未修者教育力の抜本的強化、③法科大学院と法学部との連携強化、
④国際的法律問題に強い法律家の養成力強化、⑤環境問題に強い法律家の養成強化

2023年度において、未修者司法
試験合格率30％（修了後1年以
内20％）、未修者標準修業年限
修了率50％、共通到達度確認試
験の未修1年次生の受験者のうち、
合計点で6割以上の得点を獲得し
た受験者の割合が60％

○・・・・・・
○・・・・・・

2023年度において、ADRワークショップ参
加大学・参加者10校・60名、環境法プロ
グラム履修証取得者20名(累計）、エコロ
ジー・ロー・セミナー（B・C）申込者数350
名（累計）

【法学未修者教育の質の改善
の取組】
未修者教育重視の方針を維

持強化するため、2年次進学時
点での十分な基礎力習得を目
標に、入学前・入学時・進級時
に充実した学修サポートを提供。
●入学前事前学習プログラム
●授業DVDライブラリー
●毎月の到達度確認テスト
●担任補佐制度
●フォローアップ講座 等

【法科大学院と法学部との連携
強化の取組】
法曹を希望する法学部生に対

して、その動機づけを一層具体
化・強化し、進むべき道筋を明確
に提示するための環境を整備。

●法曹コースの設置
●実務家教員による教育プログ
ラムへの参加

●入試制度改革

【国際と環境に秀でた法曹の養成】
「国際と環境に秀でた法曹の養成」のために、

国際関係法教育、環境法教育を実施。

（1）国際仲裁ADRワークショップ
●日本唯一の模擬仲裁・模擬調停WS

（2）世界最高水準の環境法プログラム
●環境法プログラム履修証制度
●ソフィア環境法律家ネットワーク
●エコロジー・ロー・セミナー（B・C）

2023年度において、司法試験合
格率40％（修了後1年以内
30％）、標準修業年限修了率
75％
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上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 工程表
構想 ①司法試験合格率の向上、②未修者教育力の抜本的強化、③法科大学院と法学部との連携

強化、④国際的法律問題に強い法律家の養成力強化、⑤環境問題に強い法律家の養成強化

取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・目標値

【法学未修者
教育の質の
改善の取組】

【法科大学院と
法学部との連
携強化の取組】

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

【ＫＰＩ】
①未修者司法試験合格率、②未修
者司法試験合格率（修了1年以
内）、③未修者標準修業年限修了
率、④共通到達度確認試験の未修1
年次生の受験者のうち、合計点で6割
以上の得点を獲得した受験者の割合
【基準値】
①19.23％、②0％、
③34.78％、④33.3％
【目標値】
①30％、②20％、③50％、④60％

B

Ｂ

【ＫＰＩ】
①司法試験合格率、③標準修業年
限修了率
【基準値】
①14.75％、
③51.16％
【目標値】
①40％、③75％

【国際と環境に
秀でた法曹の
養成】

Ａ

Ａ

【ＫＰＩ】
①参加者数・参加校数、②取得者
数・申込者数
【基準値】
①32名、4校②3名、49名
【目標値】
①60名・10校②20名・350名（い
ずれも累計）

【法学未修者教育の質の改善の取組】

各年度、(1)入学前事前学習プログラム
の実施、(2)授業DVDライブラリーの提供、
(3)きめ細かな到達度確認、(4)「法律文
書作成の基礎」（必修科目）の実施、
(5)フォローアップ講座の実施、(6)担任補
佐制度の実施、(7)到達度確認試験の
実施

【国際と環境に秀でた法曹の養成】
各年度、(1)国際仲裁ADRワーク

ショップ、(2)世界最高水準の環境法プ
ログラムの個別施策（環境法プログラム
履修証制度、エコロジー・ロー・セミナー
等）の実施

【実績値】未修者司
法試験合格率
4.3％、未修者司
法試験合格率（修
了後1年以内）
20％、未修者標準
修業年限修了率
81.8％、共通到達
度確認試験未実施
【取組状況】入学前
事前学習プログラム、
DVDライブラリー等

【実績値】司法試験
合格率11.5％、標
準修業年限修了率
64.7％
【取組状況】上智大
学法学部との連携、
法科大学院実務家
教員による学部ゼミ
実施等

【実績値】①43名・７
校、②3名・未確定
【取組状況】①参加
者43名・7校参加の
WS実施、②プログラ
ム履修証申請に基づ
き3名に授与 68

【実績値】①未修者司
法試験合格率 算出
不可、②未修者司法
試験合格率（修了後
1年以内）算出不可、
③未修者標準年限修
了率57.1％④共通到
達度確認試験で6割
以上の得点54.5%
【取組状況】入学前事
前学習プログラム、
DVDライブラリー等

【実績値】①司法試験
合格率 算出不可 ③
標準修業年限修了率
52％
【取組状況】上智大学
法学部との連携協定
設置決定、法科大学
院実務家教員による
学部ゼミ実施等

【実績値】
①17名・6校 ②7名、
16名
【取組状況】
①17名・6校参加のＷ
Ｓを実施。
②申請にもとづき7名に
授与。

【法科大学院と法学部との連携強化の
取組】
①法曹コース設置の検討、
③入試制度改革
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同志社大学大学院司法研究科法務専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

同志社大学大学院司法研究科法務専攻においては、同志社創立以来脈々と受け継がれてきた良心教育を基盤とした高度の専門性と国際性持つ法曹の養
成という理念の下、幅広い教養と専門的知識に裏付けられた法曹としての基本的資質を一層強固なものとするため基本教育の質の改善に努めるとともに、グロー
バル社会の中で複雑化し日々変化する法状況に対応することのできる先端的知識と国際性を備えた法律家の養成を目指す。

構想

取組

【概要】
・ロールプレイを取り入れた
訴訟法の実践的学修を
通して、法律学全体を俯
瞰できる能力を養成し、法
律知識を効率的かつ体系
的に習得することができる
ようにする。
・アカデミック・アドバイザー
によるチューター制度を拡
充し、講義の進行に合わ
せた具体的事案に即した
課題の提供や個別指導
フォローアップの実施により、
法適用の基礎トレーニング
を行い2年次以降の学修
の基盤を固める。

【概要】
・法学部との連携により、
セミナー等を通して法学
部生の法曹への関心を喚
起するとともに、本研究科
教員による事例演習科
目を通して法科大学院進
学後の学修の基礎を築く。
早期卒業制度の推進に
より、5年にわたる法曹養
成一貫教育を可能とする。
・一貫した教育体制をより
効果的なものとするために、
法学部におけるプロセスと
しての法学学修状況を公
正に判定する新たな入試
制度を導入する。

【概要】
・京都大学法科大学院と
の連携により、これまで両
校が蓄積してきた未修者
教育の内容・方法を共有
し改善することで未修者
教育の機能強化を図るも
のである。
・共通小テストや共通到
達度確認試験により両校
学生の学力比較・分析を
行い、両校教員による連
携FD活動を通して教育
内容、教材等の改善を図
る。これらの成果を踏まえ
て、一部科目を両校で共
同実施する。

【概要】
・京都大学法科大学院と
の連携により、法曹養成
機関としての教育機能の
強化を図るものである。
・京都大学から必修科目
を中心とした単位互換科
目の提供を受けることによ
り学生の学修意欲を高め
るとともに、両校教員によ
る連携FD活動を通して
教育内容、教材等の改
善を図る。
・本学からは外国法関連
科目を中心とした単位互
換科目を提供し、国際的
法教育の活性化を図る。

【概要】
・豊富な国際的法教育プ
ログラムを活性化させるこ
とで、より多くの国際性豊
かな法曹の養成を目指す。
・海外ロースクール学生と
の事例問題検討会や国
際法務セミナー等を通し
て学生の関心を喚起し、
海外ロースクールによるブ
リッジプログラムの受講によ
り留学に必要となる知識
を身につけさせる。
・提携プログラムによる奨
学金や、海外法曹資格
取得者によるガイダンスに
より留学を後押しする。

修了直後の司法試
験合格率30.6％
標準修業年限修了
率70％

法学未修者の標準
修業年限修了率
60％

法学未修者１年次
生の必修科目平均
GPA2.8

本学法学部早期卒業
者の修了直後の司法
試験合格率65％

外国法科目の受講
割合15％

【概要】 今後５年間において、以下の観点における機能強化を図る。
①同志社大学法学部との連携の一層の推進 ②京都大学法科大学院からの支援・連携の拡大・深化
③国際的法教育プログラムの活性化

目標値

未修者教育の改善 法科大学院と
法学部の連携

京都大学との連携
（1年次教育）

京都大学との連携
（2･3年次教育）

国際的法曹養成の
ための教育プログラム

の開発・実施
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同志社大学大学院司法研究科法務専攻 工程表

取組
実
績
評
価

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準
値・目標値

未修者教育の
改善 Ｂ

【実績値】2.73
【取組状況】模擬裁判セ
ミナーの実施、チューター
制度の拡充

【実績値】2.39
【取組状況】コロナ禍での
模擬裁判セミナー実施計
画、チューター制度の継
続実施・検証

【ＫＰＩ】法学未修者１年次
生の必修科目平均GPA
【基準値】2.56
【目標値】2.8

法科大学院と
法学部の連携 Ｂ

【実績値】16.7％
【取組状況】法職講座・
高校生模擬裁判交流戦
の実施、事例問題演習
科目の開講、法曹コース
による連携を協議

【実績値】ー（算出不
可）
【取組状況】法職講座・
入試問題解説会の実施、
事例問題演習科目の開
講、カリキュラムや入試制
度に関する連携協議

【ＫＰＩ】本学法学部早期卒
業者の修了後１年以内の司
法試験合格率
【基準値】50％
【目標値】65％

京都大学との
連携（1年次
教育）

Ｂ

【実績値】52.4％
【取組状況】FD分科会の
開催、教材提供・共同開
発の実施、共通問題によ
るテストの実施、同一担
当者による授業の実施

【実績値】42.9％
【取組状況】FD分科会の
開催、教材提供・共同開
発の実施、共通問題によ
るテストの実施と学習成
果の測定・比較

【ＫＰＩ】法学未修者の標準
修業年限修了率
【基準値】55.0％
【目標値】60％

京都大学との
連携（2･3年
次教育）

Ａ

Ａ

【実績値】①8.2％②
62.9％
【取組状況】単位互換プ
ログラムの実施、FD分科
会・FD協議会の開催、
授業参観・教材提供・共
同開発の実施

【実績値】①ー（算出不
可） ②66.7％
【取組状況】単位互換プ
ログラムの実施、FD分科
会・FD協議会の開催、
授業参観・教材提供・共
同開発の実施、コロナ禍
に対応した国際的法教
育プログラムの提供

【ＫＰＩ】①修了後１年以内
の司法試験合格率
②標準修業年限修了率
【基準値】①26.8％②
66.0％
【目標値】①30.6％②70％

国際的法曹養
成のための教育
プログラムの開
発・実施

Ａ

【実績値】16.4％
【取組状況】外国法科目
受講説明会の開催、国
際調停プログラムの実施、
国際民事紛争処理に関
する科目の新設、日本法
教育研究センターコンソー
シアムへの加入

【実績値】8.4％
【取組状況】外国法科目
受講説明会の開催、国
際調停プログラムの実施、
国際民事紛争処理に関
する科目の開講、留学生
入試の実施、コロナ禍に
対応した国際的法教育
プログラムの実施

【ＫＰＩ】外国法科目の受講
割合
【基準値】7.6％
【目標値】15％

チュートリアルプログラムの実施
チュートリアルプログラムの検証・見直し

実
施

法学部生の法曹への関心喚起のための取組
具体的事例課題を課す演習科目の開講
内容と開講形式について検証・見直し・協議
入試制
度検討

実
施

1期生
受入

実
施

2期生
受入

実
施

未修者１年次の学習到達度の比較・検討、連携の目標設定
小テストの共通化、法文書作成関係科目の共通化等の取組
FD分科会における効果の
検証、教育内容のさらなる
改善の推進

授業共通化の可能性の検討

本研究科学生の京都大学科目の受講、対象科目・受講学
生数の拡大に向けた取組
FD分科会・FD協議会などの組織的取組の継続、授業の相
互参観・教材の相互提供・共同開発、教育内容の改善
京都大学への国際的法教育プログラムの提供

シンポジウム・セミナー・事例問題検討会の実施

留学フェアの実施
ブリッジプログラム・外国法実地研修・海外インターンシップの実施

新たな国際的法教育プログラムの開発・既存プログラムの見直し

実
施

検証・
見直し

検証・
見直し

実
施

訴訟ロールプ
レイモデルの検
証・見直し

構想 ①同志社大学法学部との連携の一層の推進、②京都大学法科大学院からの支援・連携の拡大・深化、③国際的法教育プログラムの活性化
により、法曹養成機関としての機能強化を図る。
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南山大学大学院法務研究科法務専攻 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

教育理念：「人間の尊厳」を基本とした倫理観を身につけ、社会に貢献できる法曹の養成。
今後目指すべき方向性：少人数制の下での、質の高い、きめ細やかな双方向教育により、上記教育理念を実現する。

構想

（卒後1年以内の）
司法試験の合格率

３０％

司法試験の合格率
２５％

標準修業年限修了率
７０％

取組

上記、教育理念・今後目指すべき方向性を実現するために、以下の方策に取り組む。
①優秀かつ、法曹を目指す意欲の高い志願者を確保するための方策、
②少人数教育における、院生の学習環境上の問題点（自らの学習上の立ち位置の確認がしづらい、院生相互間での競争的環境の不足）を解消するための方策

「司法特修コース」の設置

【概要】
2020年4月から、2年次生以
降の学生を対象に、「司法特
修コース」を設置し、同コース
学生には、憲法・民法・刑法・
商法を中心に、少人数の演
習科目（「特修演習」）を開
講する。学部の履修プログラム
も体系的履修を前提とし、か
つ３年次卒業制度も用意し
た。

名古屋大学法科大学院との
共同開講
【概要】
名古屋大学法科大学院との
間で、少人数制の下での教育
効果を高めるために、「総合問
題演習」（仮称）の共同開
講を目指し、協議している。

アドバイザー制に「1・２年生」
ゼミを設置
【概要】
これまで、本法科大学院出身
の若手弁護士によって課外で
行われてきたアドバイザー制の
中に主に未修1年生を対象と
した「1・２年生」ゼミを設けた。
アドバイザーとは、年に数回の
意見交換会を行う以外にも、
指導記録を研究科委員会で
報告・検討するなど、密接に
連携を図っている。

目標値
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南山大学大学院法務研究科法務専攻 工程表
構想 少人数制の下での質の高い、きめ細やかな双方向教育の実現

取組 実績
評価 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基準値・

目標値

「司法特修
コース」の
設置と未
修者教育
の充実

Ｂ

【実績値】
0％
【取組状況】
2020年から、学
部における「司
法特修コース」
開始。

【実績値】
算出不可
【取組状況】
「司法特修コース」
には15名の学生
が登録し、「特修
演習」が開始。

【ＫＰＩ】
（卒後1年以内の）司
法試験合格率

【基準値】 17％

【目標値】 30％

Ａ

【実績値】
14％
【取組状況】
2019年4月から
「1・２年生ゼミ」
を開始。

【実績値】
算出不可
【取組状況】
１年生ゼミを6回
実施。

【ＫＰＩ】
司法試験合格率

【基準値】 14％

【目標値】 25％

名古屋大
学法科大
学院との共
同開講

Ｂ

【実績値】
67％
【取組状況】
協議を継続して
いる。なお、従来
からの共同開講
は引き続き実施
している。

【実績値】
25％
【取組状況】
2021年度から演
習科目の共同開
講実施内定。単
位互換継続。学
生指導体制の充
実。

【ＫＰＩ】
標準修業年限修了率

【基準値】 64％

【目標値】 70％

「司法特修コース」の設置
法学部との連携（司法特修コース、法科大
学院との接続を念頭に置いた履修プログラム、
3年次卒業）を推進し、優秀な学生の確保
に努める。

アドバイザー制に「1・２年生ゼミ」を設置
アドバイザーによる「1・２年生ゼミ」を開始し、
未修1年次生を対象とした「基礎研究」、
「リーガルライティング」と併せて、未修者教育
の充実を図る。

名古屋大学法科大学院との共同開講
少人数制教育における競争的環境を整備
し、教育効果の向上を図るとともに、学習に
対するモチベーションの維持・向上を図るため、
2年次生以上を想定した「総合問題演習」
（仮称）を名古屋大学と共同で開講する。
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駒澤大学大学院法曹養成研究科 全体構想
教育理念（教育方針）・今後目指すべき方向性

駒澤大学大学院法曹養成研究科においては「人に寄り添い、社会と繋がる法曹」を養成するという理念の下、修了後早期の合格者数を着実に増やすために、志願者数・入
学者数の増加・回復に向けて、主に時間的及び経済的な負担等「不安要素」を軽減するために必要な制度等を改善し、学部とも連携して「教育支援の拡充」を目指す。

構想

目標値

取組

【概要】 今後５年間において、以下の観点における機能強化を図る。
①法科大学院と法学部との連携。②ライティング能力の向上。
③未修者教育の充実。④早期卒業・飛び入学制度の充実と活用。

司法試験
合格率２０％

標準修業年限
修了率６０％

新規程による科目等
履修生の人数３人

新規程による奨学金
受給者人数２人

【概要】
・2017年度より、法学部との連
携強化のための協議を開始し、
副学長を座長とした連携協議
会を開催している。

【概要】
・2018年度より、実務家教員
による講義「現代法務概論」を
1年次必修科目とした。同科
目は、第一東京弁護士会の
協力の下、未修者向け導入
教育として実施する共同研究
として開始された。この取り組み
により、実務家として必要な姿
勢や考え方を養い、入学直後
から各自の自覚を促し、標準
修業年限修了率の上昇を図
ることが期待される。

【概要】
・2019年度より、法学部
（法学系課程）4年次に在
学中の学生が法科大学院の
科目を履修することを可能に
する。この取り組みにより、優
秀な法学部生を法科大学院
に誘引し、法科大学院進学
への動機付けが可能となり、
本学法学部との連携の基盤
にもなりうる。この取り組みを通
じて、法科大学院志願者の
増加を図ることが期待される。

【概要】
・2019年度より、学生の学修
環境を経済的に支援するために、
奨学金の拡充を行う。具体的
には、早期卒業・飛び入学制
度を利用して入学した学生及
び学内進学者に対して、授業
料に加えて、施設設備資金を
奨学金の対象とし、学修奨励
金を新たに給付する。この取り
組みにより、早期卒業・飛び入
学制度利用者の増加、法学部
との連携強化、学内進学者及
び法科大学院入学者の増加が
期待される。

法科大学院と
法学部の連携

ライティング能力の向上
奨学金の充実

科目等履修生の
対象拡大

未修者教育の
充実

【概要】
・2018年度入学者より、ライ
ティング能力強化のためのカリ
キュラム改正を行い、法律基本
7科目の発展演習を必修科目
とした。この取り組みにより、事
実上の修了認定の厳格化及び
ライティング能力の向上を通じて、
司法試験合格率の向上を図る
ことができる。
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駒澤大学大学院法曹養成研究科 工程表
構想

本研究科は、今後５年間において以下の観点により機能強化を図る。
①法科大学院と法学部との連携 ②ライティング能力の向上
③未修者教育の充実 ④早期卒業・飛び入学制度の充実と活用

取組
実
績
評
価

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 評価指標・基
準値・目標値

法学部との
連携
ライティング能
力の向上

未修者教育
の充実

Ｂ

【実績値】
0％
【取組状況】
連携協議会の継
続、広報活動の
強化

【実績値】
算出不可

【ＫＰＩ】
司法試験合格率
【基準値】10％

【目標値】20％

Ａ

【実績値】
25%
【取組状況】
効果的な学習方
法の早期獲得

【実績値】
45.5%

【ＫＰＩ】標準修
業年限修了率
【基準値】42％

【目標値】60％

科目等履修
生の対象拡
大

奨学金の充
実

Ｃ

【実績値】
0名
【取組状況】
広報活動の強化

【実績値】
算出不可

【ＫＰＩ】改正規
程による履修生数
【基準値】0名

【目標値】3名

Ａ

【実績値】
1名
【取組状況】
奨学金規定の改
正、施行及び広
報活動の強化

【実績値】
2名

【ＫＰＩ】本奨学
金の受給者数

【基準値】0名

【目標値】2名

オンライン説明会などの広報活動・協議会の中断、再開働きかけ

「現代法務概論」の未修者必修化・履修学生への指導・オンライン基礎講座の実施

履修受入の中止 対象学生の受入れ

オンライン広報

法律基本7科目、発展演習の必修化・履修学生への指導

対象学生の受入れ 74- 233-
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（新型コロナウイルス感染症拡大前）おおむね令和2年4月上旬まで

・いずれの科目群においても、約80％以上（28～33校）の法科大学院が未実施

コロナ禍を契機とするICT活用（同時双方向型による遠隔授業など）の変化

調査対象：募集継続校35校を集計
令和２年度法科大学院関係状況調査より

【具体的な取組例】

・従来のモバイル方式（同時双方向オンライン授業）を科目の特性により対面授業と使い分け、学生に最適な
学修機会を提供（職をもつ社会人学生は出張先からもアクセス可能） ＜筑波大学＞

・遠隔地在住の修了生の協力も得て、具体のアドバイスや相談対応など学修サポートを充実。
今後、法曹養成連携協定先の法曹コース生にも対応 ＜神戸大学＞

・授業科目のオンライン配信による自習システムを提供し、復習のニーズの強い法律基本科目（必修科目）
16科目をいつでも視聴可能に。修了生や入学予定者にも利用対象を拡大 ＜明治大学＞

（新型コロナウイルス感染症対策中）おおむね令和2年4月中旬から5月下旬まで

・いずれの科目群においても、約90％（31～35校）の法科大学院が実施

メリット

社会人学生が授業に参加しやすい（時間の融通）、対面よりも質問しやすい環境、
レポート提出や確認テスト等をPCで行うため添削・採点等が効率的 など

デメリット（課題）

教員・学生間の人間関係の構築や、学修の進捗状況の把握がしづらい、授業準備に時間を要する、
通信環境等により学生の受講状況に差が生じる可能性 など

※ 科目群： 専門職大学院設置基準（平成15年3月31日 文部科学省令第16号）第20条の3に規定された
「法律基本科目」、「法律実務基礎科目」、「基礎法学・隣接科目」、「展開・先端科目」
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全体の累積合格率（■）は修了後５年目でも７割には達していない。
一方、法学既修者コース修了者（■）は、修了後２年目で７割に達している。

31.0%

37.6%
39.1%

44.2% 44.8%

60.0%

72.3% 73.5% 72.0%
74.9%

52.4%

62.1% 62.9% 64.0% 64.7%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%
法学未修者コース（３年コース） 法学既修者コース（２年コース） 全体

H27年度修了者
（５年目）

H28年度修了者
（４年目）

H29年度修了者
（３年目）

H30年度修了者
（２年目）

Ｒ１年度修了者
（１年目）

修了年度
（修了後年数）※ 募集停止・廃止校を除く35校を対象として、令和２年司法試験までのデータを用いて算出している。（令和３年１月時点）

※ 司法試験累積合格率は、法科大学院修了者数のうちの司法試験実受験者数を用いて算出している。

合格率

司法試験累積合格率（未修者/既修者別）

法学既修者コース

全体

法学未修者コース
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東北大学、東京大学、一橋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、九州大学、慶應義塾大学、愛知大学

43.9%
49.6%

55.4% 59.8%
56.6%

73.7%

86.7% 87.8% 86.5% 87.4%

67.7%

79.0% 79.3% 80.3% 78.8%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

法学未修者コース（３年コース） 法学既修者コース（２年コース） 全体

H27年度修了者
（５年目）

H28年度修了者
（４年目）

H30年度修了者
（２年目）

R1年度修了者
（１年目） 修了年度

（修了後年数）
※ 第１類型の９校を対象として、令和２年司法試験までのデータを用いて算出している。（令和３年３月時点）
※ 司法試験累積合格率は、法科大学院修了者数のうちの司法試験実受験者数を用いて算出している。

合格率

司法試験累積合格率（第１類型該当校）（未修者/既修者別）
第１類型該当校（９校）

H29年度修了者
（３年目）

全体の累積合格率（■）は修了後２年目で７割を超え、８割近くに達している、

法学既修者コース修了者（■）は、修了後１年目で７割に達している。

78

法学既修者コース

全体

法学未修者コース
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• 法科大学院修了後１年目の合格率は、法学未修者・既修者ともに近年上昇傾向。

• 令和２年司法試験では、修了直後の全体合格率が初めて５０％を超えた。

司法試験合格率の推移（修了直後）（未修者/既修者別）

48.3%

39.3%
36.9%

35.0%
33.0% 32.5% 32.9%

38.5%

33.0% 32.5% 32.6%
36.5% 37.6%

45.2%

50.6%
48.3% 47.1%

51.3%
48.7%

46.4%

41.8% 43.2%

49.2%

44.8% 44.8% 43.7%
46.3%

48.1%

56.4%
59.6%

32.3%

23.7% 22.2% 21.0%
23.7%

21.9%
23.9%

16.6% 15.3% 14.9% 16.3% 17.3%
21.3%

27.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

●全体
■法学既修者コース
▲法学未修者コース

法学既修者コース
（２年課程）

法学未修者コース
（３年課程）

全体

※募集停止・廃止校を含め、令和２年司法試験までのデータを用いて算出している（令和３年１月時点） （文部科学省調べ） 79- 238-



北海道

東北

千葉

筑波
東京
一橋
東京都立
学習院
慶應
駒澤
上智
専修
創価
中央
日本
法政
明治
早稲田

名古屋
愛知
南山

金沢

大阪
大阪市立
関西

神戸
関西学院

岡山

広島

九州
福岡

琉球

京都
同志社
立命館

令和２年度夜間開講の実施状況

令和２年度法科大学院関係状況調査に基づき作成
※令和２年度募集継続校のみ

赤字下線の法科大学院が夜間開講を実施している。
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法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム審査委員会 委員名簿

※五十音順、敬称略

有 川 節 夫

河 瀬 由 美 子

北 川 正 恭

木 村 孟

清 原 慶 子

佐 々 木 毅

杉 山 忠 昭

田 中 成 明

田 村 智 幸

土 屋 美 明

前 原 金 一

宮 脇 淳

村 田 渉

放送大学学園理事長

最高検察庁総務部長

早稲田大学マニフェスト研究所顧問

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構顧問

杏林大学客員教授、ルーテル学院大学学事顧問・客員教授

公益財団法人明るい選挙推進協会会長

経営法友会評議員

京都大学名誉教授

弁護士

一般社団法人共同通信社客員論説委員

公益社団法人経済同友会終身幹事

北海道大学大学院法学研究科教授・公共政策大学院教授

前東京高等裁判所部総括判事

（計１３名）
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資料 8 

法科大学院等特別委員会 第１１期の審議に関して（案） 
 

（主な論点の例） 

１．新たな５年一貫教育制度の着実な実施について 

法学部と法科大学院が連携して行う新たな５年一貫教育制度の着実な実施に向

けた検討 

（例）  

 法曹コース、特別選抜の実態把握と着実な実施に向けた方策 

（教育課程や成績評価、進級の状況、法曹コースの特色ある取組、特別選抜

の選抜方法や進学の状況等） 

 法曹コースと法科大学院の教育の有機的な連携の促進 

（遠隔地で協定を締結している場合の連携の工夫など） 

 法科大学院における司法試験実施時期の変更への対応 

 （在学中受験資格取得に必要な所定科目単位の配置、３年次の学事暦等） 

 ５年一貫教育を見通した魅力あるカリキュラムづくり 

      （法科大学院３年次後期における司法修習との効果的な接続、展開・先端科

目や法律実務基礎科目等における特色ある取組、司法試験合格者が混在

することへの対応や、法科大学院と連携した法学部教育の充実等） 

 

２．法学未修者教育の更なる充実について 

「法学未修者教育の充実について 第１０期の議論のまとめ」を踏まえた法学未修 

者教育の充実に係る更なる検討 

  （例） 

 「法学未修者教育の充実について 第１０期の議論のまとめ」を踏まえた委託事

業の実施に対する助言とその成果を踏まえた更なる具体的な施策や改善策の

検討 

 令和６年以降の共通到達度確認試験の方向性の検討 

 

３．その他 

法科大学院・法学部の魅力向上に向けた積極的な情報発信と社会への貢献に係  

る検討 

（例） 

 法学部、法曹コース、法科大学院の志願者数を増やすための方策 

（法曹をはじめとする法律を使った仕事や、法曹志望者が自分に合った学修

環境を選択できるようにするための法科大学院の魅力発信） 

 法曹有資格者その他の法律の専門性を活かした仕事に従事する社会人のリカ

レント教育の場としての法科大学院のあり方 

 地域の法曹界、企業、自治体等と連携した法科大学院のあり方 

（授業への協力、就職支援、経済界と連携した奨学金、魅力発信等） 
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